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第４回智頭町議会定例会会議録 

 

平成２８年１２月９日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．諸般の報告 

 第 ４．議案第１０１号 平成２８年度智頭町一般会計補正予算（第５号） 

 第 ５．議案第１０２号 平成２８年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予 

             算（第４号） 

 第 ６．議案第１０３号 平成２８年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算 

             （第４号） 

 第 ７．議案第１０４号 平成２８年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予 

             算（第２号） 

 第 ８．議案第１０５号 平成２８年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算 

             （第４号） 

 第 ９．議案第１０６号 平成２８年度智頭町水道事業会計補正予算（第３号） 

 第１０．議案第１０７号 平成２８年度智頭町病院事業会計補正予算（第２号） 

 第１１．議案第１０８号 教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関する条 

             例の制定について 

 第１２．議案第１０９号 智頭町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員 

             の定数に関する条例の制定について 

 第１３．議案第１１０号 智頭町税条例等の一部改正について 

 第１４．議案第１１１号 智頭町国民健康保険税条例の一部改正について 

 第１５．議案第１１２号 議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す 

             る条例の廃止について 

 第１６．議案第１１３号 鳥取県町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変 

             更及び鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更につ

いて 

 第１７．議案第１１４号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散について 

 第１８．議案第１１５号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散に伴う財産処分に 



             ついて 

 第１９．議案第１１６号 町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委 

             員会及び審査会の共同設置の廃止について 

 第２０．議案第１１７号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更について 

 第２１．議案第１１８号 字の区域の変更について 

 第２２．議案第１１９号 字の区域の変更について 

 第２３．議案第１２０号 字の区域の変更について 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．会期の決定 

 第 ３．諸般の報告 

 第 ４．議案第１０１号 平成２８年度智頭町一般会計補正予算（第５号） 

 第 ５．議案第１０２号 平成２８年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予 

             算（第４号） 

 第 ６．議案第１０３号 平成２８年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算 

             （第４号） 

 第 ７．議案第１０４号 平成２８年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予 

             算（第２号） 

 第 ８．議案第１０５号 平成２８年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算

（第４号） 

 第 ９．議案第１０６号 平成２８年度智頭町水道事業会計補正予算（第３号） 

 第１０．議案第１０７号 平成２８年度智頭町病院事業会計補正予算（第２号） 

 第１１．議案第１０８号 教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関する条 

             例の制定について 

 第１２．議案第１０９号 智頭町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員 

             の定数に関する条例の制定について 

 第１３．議案第１１０号 智頭町税条例等の一部改正について 

 第１４．議案第１１１号 智頭町国民健康保険税条例の一部改正について 

 第１５．議案第１１２号 議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す 

             る条例の廃止について 



 第１６．議案第１１３号 鳥取県町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変 

             更及び鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更につ 

いて 

 第１７．議案第１１４号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散について 

 第１８．議案第１１５号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散に伴う財産処分に 

             ついて 

 第１９．議案第１１６号 町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委 

             員会及び審査会の共同設置の廃止について 

 第２０．議案第１１７号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更について 

 第２１．議案第１１８号 字の区域の変更について 

 第２２．議案第１１９号 字の区域の変更について 

 第２３．議案第１２０号 字の区域の変更について 

 

１．会議に出席した議員（１１名） 

    １番 河 村 仁 志        ２番 高 橋 達 也 

    ４番 岩 本 富美男        ５番 中 野 ゆかり 

    ６番 平 尾 節 世        ７番 谷 口 雅 人 

    ８番 岸 本 眞一郎        ９番 徳 永 英太郎 

   １０番 石 谷 政 輝       １１番 大河原 昭 洋 

   １２番 酒 本 敏 興 

 

１．会議に欠席した議員（１名） 

    ３番 大 藤 克 紀 

 

１．会議に出席した説明員（１６名） 

   町 長   寺 谷 誠一郎 

   副 町 長   金 児 英 夫 

   教 育 長   長 石 彰 祐 

   病 院 事 業 管 理 者   安 藤 嘉 美 

   総 務 課 長   葉 狩 一 樹 

   企 画 課 長   河 村 実 則 



   税 務 住 民 課 長   矢 部   整 

   教 育 課 長   西 沖 和 己 

   地 域 整 備 課 長   草 刈 英 人 

   山 村 再 生 課 長   山 本   進 

   地 籍 調 査 課 長   岡 田 光 弘 

   会 計 課 長   矢 部 久美子 

   税務住民課参事兼水道課長   藤 森 啓 次 

   福 祉 課 参 事   小 谷 いず美 

   病 院 事 務 次 長   寺 谷 和 幸 

   農業委員会事務局 長   萩 原   学 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   寺 坂 英 之 

   書 記   塚 越 奈緒子 

 

開 会 午前１０時３２分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（酒本敏興）  ただいまの出席議員は１１名であります。定足数に達して

おりますので、ただいまから平成２８年第４回智頭町議会定例会を開きます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  日程に先立ち、去る１１月２４日の第４回臨時議会におきまして、討論の内容

に間違いがあったとして、岸本眞一郎議員から一部発言撤回の申し出が出ており

ますので、これを認め、議長において報告をいたします。 

  議案第９９号における反対討論中、「町長の強い希望により、先送りすること

で責任をとるという形にしたいので、特別職の議員の皆様にも同調していただき

たい」、この部分の「責任」及び「特別職の議員の皆様にも同調していただきた

い」という発言を撤回するものであります。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 



日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、８番、岸本眞一郎議員、

９番、徳永英太郎議員を指名します。 

 

日程第２．会期の決定 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの８日間としたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの８日間と決定しまし

た。 

 

日程第３．諸般の報告 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、地方自治法第２３５条の２第３項の規定に基づき、平成２８年

１１月分の例月出納検査報告書が提出されました。お手元に写しを配付しており

ますのでご承知ください。 

  次に、陳情の処理経過及び結果について、智頭町長から報告がありました。お

手元に写しを配付しておりますのでご承知ください。 

  今期定例会の説明員につきましては、１２月２日付をもって、町長並びに教育

長に出席の要求をしております。 

  次に、前臨時会以降、議長等の動静につきましては、お手元に配付しておりま

すので、後ほどごらんいただき、議会活動、また議員活動に資していただければ

と思っております。 

  以上で諸般の報告を終わります。 



 

  日程第４．議案第１０１号から日程第２３．議案第１２０号まで  ２０案 

  一括上程 

 

○議長（酒本敏興）  日程第４、議案第１０１号 平成２８年度智頭町一般会計

補正予算（第５号）から日程第２３、議案第１２０号 字の区域の変更について

までの２０議案を一括して議題とします。 

  なお、議案に対する本日の日程は、提案理由の説明から質疑までとします。 

  それでは、町長に提案理由の説明を求めます。 

  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  本日ここに、第４回定例町議会を招集しましたところ、

議員各位にはご多忙のところご出席いただき、まことにありがとうございます。 

  今期定例会に提案しました諸議案の審議をいただくに当たり、その概要を説明

します。 

  まず、議案第１０１号から議案第１０７号までは、補正予算についてでありま

す。 

  議案第１０１号 平成２８年度智頭町一般会計補正予算について、主なものを

説明します。 

  総務費の財産管理費では、町有施設の修繕料増額を、行政情報システム推進費

では、情報セキュリティ対策委託料増額を、地域情報化推進事業では、光電話等

の新設・移設手数料の増額のほか、ゆめが丘団地住宅整備に係る光ケーブル増強

工事に要する経費を、諸費では、町税還付金のほか、若者定住等による集落活性

化総合対策事業補助金の返還金及び国・県補助金額の確定による、子ども・子育

て支援交付金の返納金をそれぞれ措置しています。 

  また、税務総務費及び民生費の社会福祉総務費では、人事異動に伴う人件費の

調整をそれぞれ措置しています。 

  子育て支援推進費では、第２子保育料の軽減措置による、森のようちえん支援

事業補助金の増額を、保育園事務費では、諏訪保育園及びあたご保育園の閉園記

念式典に要する経費のほか、広域入所委託料の増額を、また、新保育園への備品

等の移転に要する経費を、さらには、芦津地内の地籍調査に基づき、旧芦津保育

園敷地内に個人名義の土地が存在していることが判明したため、この用地の購入



費をそれぞれ措置しています。 

  衛生費の環境衛生費では、火葬件数の見込み増に伴い、火葬業務に要する経費

の増額を措置しています。 

  農林水産業費の農業振興費では、農業者が行う規模拡大や低コスト化などの経

営改善に向けた、農業機械導入への支援に要する経費を計上しています。 

  林業振興費では、昨年度から試行的に始めた木育について、その取り組みを本

格化させるための経費を、緑の産業活力創生プロジェクト事業では、智頭町森林

組合が導入する高性能林業機械の購入経費の助成を、林道費の林道維持管理事業

では、ニイボーキ線の舗装修繕工事に要する経費をそれぞれ措置しています。 

  商工費の商工振興費では、誘致企業の雇用拡大に伴う旧山郷小学校改修工事の

増額のほか、新規創業に要する補助金の増額を、また千代電子工業株式会社上町

工場の、新設投資に対する企業立地補助金が、県の補助対象となったことによる

減額措置をしています。 

  土木費の震災に強いまちづくり推進事業では、土砂災害特別警戒区域内におい

て住宅の新築等を行う者が、建築構造の強化を図るため防護壁を設置した場合、

その一部を助成する経費を、下水道事業費では、消費税及び地方消費税の増額な

どに伴い、公共下水道事業特別会計の繰出金の増額をそれぞれ措置しています。 

  教育費の事務局費では、小中学校におけるネットワークシステムのセキュリテ

ィ対応に要する経費のほか、智頭中学校の仮設駐車場及び運動会の綱引き事故に

関する訴訟委託料をそれぞれ措置しています。 

  以上、今回の一般会計補正予算額は、６,５３９万円であり、補正後の予算総

額は、７１億４,１４３万６,０００円となります。 

  議案第１０２号 智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算は、保険給付費の

見込み増に伴う経費のほか、平成２７年度療養給付費等負担金の確定に伴う返還

金の増額をそれぞれ措置しています。 

  議案第１０３号 智頭町公共下水道事業特別会計補正予算は、人件費の増額の

ほか、中間申告支払額の確定に伴う消費税及び地方消費税の増額をそれぞれ措置

しています。 

  議案第１０４号 智頭町農業集落排水事業特別会計補正予算は、人件費の増額

措置をしています。 

  議案第１０５号 智頭町介護保険事業特別会計補正予算は、介護予防教室参加



者増に伴う手数料の増額のほか、認知症予防教室参加者増に伴う、学習サポータ

ーの経費及び委託料の増額をそれぞれ措置しています。 

  議案第１０６号 智頭町水道事業会計補正予算は、配水施設の修繕に要する経

費のほか、人件費の調整、消費税及び地方消費税の支払額増に備え、雑支出の増

額措置をしています。 

  議案第１０７号 智頭町病院事業会計補正予算は、平成２９年度から債務負担

行為を行うことができる限度額等を定めるものです。 

  次に、条例案件につきまして説明します。 

  議案第１０８号 教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関する条例の

制定につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴い、新教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義

務の免除について定めるものです。 

  議案第１０９号 智頭町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定

数に関する条例の制定につきましては、農業委員会に関する法律の改正に伴い、

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数について定めるものです。 

  議案第１１０号 智頭町税条例等の一部改正につきましては、外国居住者等の

所得に対する相互主義による、所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴

い、所要の改正を行うとともに、軽自動車税の環境性能割の減免に関する規定を

鳥取県と同一にするため、条文の整備を行うものです。 

  議案第１１１号 智頭町国民健康保険税条例の一部改正につきましては、外国

居住者等の所得に対する相互主義による、所得税等の非課税等に関する法律など

の一部改正に伴い、必要な改正を行うものです。 

  議案第１１２号 議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の廃止につきましては、共同処理にする事務を一元的に処理することにより、

事務の効率化及び事務経費の節減合理化を図るため、平成２９年４月１日から新

設される、鳥取県町村総合事務組合において事務処理することに伴い、廃止する

ものです。 

  次に、議案第１１３号 鳥取県町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変

更及び鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更につきましては、事務の効率化、

事務経費の節減合理化を図るため、鳥取県町村職員退職手当組合に鳥取県町村消

防災害補償組合を統合し、事務及び財産の一切を継承するとともに、新たに非常



勤職員の公務災害補償等の事務を行うことに伴い、「鳥取県町村職員退職手当組

合」を「鳥取県町村総合事務組合」に名称を変更し、規約の全部改正を行うため

変更するものです。 

  議案第１１４号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散について及び、議案第１

１５号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散に伴う財産処分につきましては、鳥

取県町村職員退職手当組合に統合するため解散し、事務及び財産の一切を継承す

るため、財産処分を行うものです。 

  議案第１１６号 町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会

及び審査会の共同設置の廃止につきましては、事務の効率化及び事務経費の節減

合理化を図る観点から、「鳥取県町村職員退職手当組合」、平成２９年４月１日

以降は「鳥取県町村総合事務組合」において、町村等の非常勤職員の公務災害補

償等の事務を行うこととすることに伴い、認定委員会等の共同設置を廃止するも

のです。 

  議案第１１７号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更につきましては、公共駐

車場整備及び智頭町百業学校事業を、新たに追加するものです。 

  議案第１１８号 字の区域の変更につきましては、西谷地内の地籍調査事業実

施に伴い、西谷地内の字の区域を一部変更するものです。 

  議案第１１９号 字の区域の変更につきましては、芦津地内の地籍調査事業実

施に伴い、芦津地内の字の区域を一部変更するものです。 

  議案第１２０号 字の区域の変更につきましては、真鹿野及び野原地内の地籍

調査事業に伴い、真鹿野及び野原地内の字の地区を一部変更するものです。 

  以上、本会議に提案しました諸議案の概要を説明申し上げました。詳細につい

ては主管課長及び担当者をもって説明させますので、よろしく審議いただきます

ようお願いしまして、簡単ではありますが説明を終わります。 

○議長（酒本敏興）  提案理由の説明は終わりました。 

  これから、日程第４、議案第１０１号から、日程第２３、議案第１２０号まで

の２０議案の質疑を行います。 

  質疑は、会議規則第５５条の規定により一問一答で行います。なお、発言時間

については、会議規則第５６条の規定により議長において制限を設けることがあ

ります。ご承知ください。 

  また、質疑に当たりましては、必ずページ数を示してください。 



  日程第４、議案第１０１号 平成２８年度智頭町一般会計補正予算（第５号）

の補足説明を求めます。 

  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  それでは、補正予算書１ページをごらんいただきたい

と思います。 

  議案第１０１号 平成２８年度智頭町一般会計補正予算（第５号）であります。 

  前もって配付いたしております平成２８年度１２月補正予算概要、これをごら

んいただきたいと思います。これをもとに概要の説明をさせていただきたいと思

います。概要書の左端の数字は補正予算書のページですので、あわせて補正予算

書もごらんいただきたいと思います。 

  まず、概要書は１ページ、補正予算書は１１ページをお願いいたします。 

  一般管理費では、共済費につきまして、標準報酬の見直しによります共済費の

増額、それから財産管理費では、町有施設の緊急修繕料の増額をそれぞれ措置い

たしております。 

  それから、まちづくり推進費でありますが、先ほど町長の提案理由にもありま

したが、セキュリティ対策の委託料の増額、それから地域情報化推進事業では、

ゆめが丘団地住宅整備に係ります光ケーブルの増強工事に要する経費のほか、町

内の告知端末機の新設・移設手数料の増額をそれぞれ措置いたしております。 

  次に、補正予算書では１２ページでございます。 

  諸費につきましては、これも提案理由にもありましたが、事業主が大麻所持の

ため逮捕、起訴されたことを受けまして、鳥取県若者定住等による集落活性化補

助総合対策事業費補助金交付決定が取り消されたことによりまして、補助金の返

還金を、また町税の還付金及び国・県補助金額の確定によります、子育て支援交

付金の返還金を措置しております。 

  税務総務費では、人事異動に伴います人件費の減額でございます。 

  補正予算書は１３ページでございます。概要書は同じく１ページです。 

  社会福祉総務費では、人事異動に伴います人件費の増額のほか、国民健康保険

事業特別会計及び介護保険特別会計への繰出金を、それぞれ措置いたしておりま

す。 

  次に、補正予算書１４ページでございます。概要書は１ページから２ページに

わたります。 



  まず、子育て支援推進費につきましては、提案理由にもありました第２子保育

料軽減措置によります、森のようちえん支援事業の補助金の増額。 

  それから保育園費につきましては、これも提案理由にもありましたが、平成２

９年３月末をもって閉園をいたします、諏訪保育園及びあたご保育園の閉園記念

式典に係ります記念品のほか、新しい保育園への備品の移転等に要する経費を措

置いたしております。 

  また、広域入所の委託料の増額、さらには芦津地内の地籍調査に基づきます、

旧芦津保育園敷地内の個人名義の土地、この用地の購入費をそれぞれ措置いたし

ております。 

  補正予算書は１５ページでございます。概要書は２ページをごらんください。 

  環境衛生費の火葬場管理事業では、火葬件数の増加見込みに伴います所要の経

費を増額いたしております。 

  次に、農業振興費につきましては、農業団地センターのみそ加工機の購入に要

する経費のほか、提案理由にもありましたが、がんばる農家プラン事業補助金と

して、トラクターの購入経費の助成を措置いたしております。 

  補正予算書は１７ページ、概要書は同じく２ページでございます。 

  林業振興費では、これも提案理由にもありましたが、木育推進のためのウッド

スタート宣言を行うこととし、これに要する経費のほか、緑の産業活力創生プロ

ジェクト事業補助金として、智頭町森林組合が導入いたします、高性能林業機械

の購入経費への助成、また林道費では、林道ニイボーキ線の舗装修繕工事に要す

る経費をそれぞれ措置いたしております。 

  商工振興費につきましては、これも提案理由にもありましたが、誘致企業の雇

用拡大に伴います、旧山郷小学校の改修工事の増額、それから町内企業の設備投

資に対する企業立地補助金、これが県のほうの補助対象ということで減額、また、

町内の新規創業に要する補助金の増額をそれぞれ措置いたしております。 

  次に、補正予算書は１８ページでございます。概要書は３ページでございます。 

  これも提案理由にもありましたが、土木総務費では、震災に強いまちづくり推

進事業として、土砂災害特別警戒区域内において住宅の新築等を行う場合、建築

構造の強化を図るための防護壁設置に要する経費の一部助成を、それから道路維

持費では、ふれあい橋の手すり設置に要する経費のほか、道路台帳の修正委託料

の増額、下水道事業費では、消費税及び地方消費税の増額に伴う、公共下水道事



業特別会計への繰出金の増額、防災費では、鳥取県中部地震等への災害対応のた

めの時間外勤務手当の増額をそれぞれ措置いたしております。 

  それから、補正予算書１９ページでございます。 

  事務局費では、これも提案理由にもありましたが、小中学校におけるネットワ

ークシステムのセキュリティ対策に要する経費のほか、智頭中学校の仮設駐車場

及び運動会の綱引き事故に関する訴訟の委託料、それから中学校教育振興費では、

顕微鏡等の教材備品の購入に要する経費、こういったものをそれぞれ措置いたし

ております。 

  以上、一般会計の補正額合計は６,５３９万円の補正となっております。 

  なお、財源といたしましては、補正予算書の２ページでございます。分担金及

び負担金から国庫支出金、県支出金、繰越金、町債をもって、措置いたしており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  芦津の保育園のこの用地購入費ですが、地籍調査でわか

ったという話でしたが、これは以前から民有地があって、何か話を聞くと、時に

は賃借料を払っていたというような話も聞きましたが、これは経過としていつご

ろからあそこの土地に、こういう民有地が入っていたのでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  西沖課長。 

○教育課長（西沖和己）  議員ご指摘のありました、芦津の保育園用地でありま

す。 

  これについて、以前は平成１１年まで借地料を払っておったという経緯がござ

います。以後、今日地籍調査に至るまで、その使用料というものは払われずに今

日に至っておりました。このたび、地籍調査によって改めて、保育園用地、町有

地の中に個人の土地が存在しておるということがわかったもんですから、これの

買収を図るということで予算計上しておるものでございます。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  あの土地は、保育園を建てたときじゃなしにもっとそれ



以前からですね、多分あれは小学校の跡地に保育園建てたということは、小学校

の建てたときから、こういう状態だったということなんでしょうか。そこら辺ど

うでしょう。 

○議長（酒本敏興）  西沖課長。 

○教育課長（西沖和己）  そのように言えると思っております。旧山形第二小学

校当時から町の敷地内に、個人の土地が存在しておったというふうに認識してお

ります。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  平成１１年までは、それに対して借地料を払っていたと

いうことは、当然個人の土地があるという認識のもとにやってたということです

ね。それが、その１１年以降はどういう理由かわからないけれど、借地料が払わ

れていなかったと。改めて今回その土地を町のものにしたい。面積的にはこれは

どのぐらいの面積でしょうか。 

○議長（酒本敏興）  西沖課長。 

○教育課長（西沖和己）  面積としましては、約９７０平米余りとなります。 

○議長（酒本敏興）  そのほかありませんか。 

  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  １８ページ、土木総務費ですけど、差し支えなければ場所

と事業の補助内容等がわかれば。 

○議長（酒本敏興）  草刈課長。 

○地域整備課長（草刈英人）  これは、鳥取県知事が土砂災害特別警戒区域とい

うものを指定するわけですけども、いわゆるレッドゾーンと言われるものでござ

います。この中に新築または改築されて、その家を守るために強度のある防護壁、

そういったものを設けた場合に一部助成をするということで、これは県単事業で

ございまして、助成率としたら半額程度ということになります。 

○議長（酒本敏興）  そのほかありませんか。 

  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  １４ページの、この森のようちえん支援事業補助金、第

２子以降の保育料のことだと思うんですが、これは当然、森のようちえんに行っ

ている智頭町在住の子どもに対してということでしょうか。そこら辺はどうでし

ょうか。 



○議長（酒本敏興）  西沖課長。 

○教育課長（西沖和己）  智頭町在住の対象者に限って、補助をするものである

ということでございます。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  対象者は何名でしょうか。 

○議長（酒本敏興）  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  ９名というふうに把握しております。 

○議長（酒本敏興）  ほかにありませんか。 

  谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  １４ページ、保育園費の委託料ですけども、広域入所の現

状はどういうふうになっておりますか。 

○議長（酒本敏興）  西沖課長。 

○教育課長（西沖和己）  まず、このたび補正予算で計上しております額という

のは、鳥取市内から町内に転入してきました児童が一人ございます。この児童が

以前から鳥取市の幼稚園に通っておりました。これに対して、今補正予算で広域

入所の経費を措置するものであります。 

  さらに、現状といたしましては、合計２名の智頭町在住の対象児童が、鳥取市

の私立幼稚園に通っておるということでございます。 

○議長（酒本敏興）  そのほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

  質疑なしと認めます。 

  日程第５、議案第１０２号 平成２８年度智頭町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第４号）の補足説明を求めます。 

  小谷福祉課参事。 

○福祉課参事（小谷いず美）  補正予算２３ページをごらんください。 

  議案第１０２号 平成２８年度智頭町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）。 

  歳入・歳出予算の総額に、歳入・歳出それぞれ４,９４８万２,０００円を追加

し、歳入・歳出予算の総額を、歳入・歳出予算それぞれ１１億４,３３２万７,

０００円とするものです。 

  歳出につきましては、２９ページをごらんください。 



  主なものとしましては、保険給付費では、給付見込み増に伴う増額を、支出金

につきましては、療養給付費の額の確定に伴う返還金を計上しています。 

  財源につきましては、２８ページをごらんください。 

  前期高齢者交付金、一般会計繰入金及び繰越金で措置しております。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第６、議案第１０３号 平成２８年度智頭町公共下水道事業特別会計補正

予算（第４号）の補足説明を求めます。 

  矢部税務住民課長。 

○税務住民課長（矢部 整）  そうしますと、補正予算書の３１ページをごらん

いただきたいと思います。 

  議案第１０３号 平成２８年度智頭町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）であります。 

  歳入・歳出の予算の総額に、それぞれ２３６万４,０００円を追加するもので

あります。 

  それでは、３７ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳出では、一般会計と同様に、共済費の増額のほか、先ほどの説明の中にもあ

りましたが、中間申告支払額の確定に伴いまして、消費税及び地方消費税の増額

措置をしております。 

  歳入につきましては、３６ページのとおり、一般会計からの繰入金をもって措

置しております。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 



  日程第７、議案第１０４号 平成２８年度智頭町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２号）の補足説明を求めます。 

  矢部税務住民課長。 

○税務住民課長（矢部 整）  補正予算書、３９ページをごらんください。 

  議案第１０４号 平成２８年度智頭町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）であります。 

  歳入・歳出予算の総額に、それぞれ５万４,０００円を追加するものでありま

す。 

  それでは、４５ページをごらんください。 

  歳出では、共済費の増額措置をしております。 

  歳入につきましては、４４ページのとおり、一般会計からの繰入金をもって措

置しております。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第８、議案第１０５号 平成２８年度智頭町介護保険事業特別会計補正予

算（第４号）の補足説明を求めます。 

  小谷福祉課参事。 

○福祉課参事（小谷いず美）  補正予算書、４７ページをごらんください。 

  議案第１０５号 平成２８年度智頭町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

です。 

  歳入・歳出の予算の総額に、それぞれ３７万２,０００円を追加し、歳入・歳

出予算の総額を１０億６,１４４万５,０００円とするものです。 

  歳出につきましては、５４ページをごらんください。 

  主なものとしましては、地域支援事業の介護予防事業の二次予防の、ともに教

室への対象者が増加したものに伴うものです。 

  財源につきましては、５２ページをごらんください。 

  国・県支出基金、町、それぞれのルール分で措置しております。 



  以上です。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第９、議案第１０６号 平成２８年度智頭町水道事業会計補正予算（第３

号）の補足説明を求めます。 

  藤森水道課長。 

○水道課長（藤森啓次）  失礼します。それでは、補正予算書１ページをごらん

ください。 

  議案第１０６号 平成２８年度智頭町水道事業会計補正予算（第３号）であり

ます。 

  内容としましては、水道事業費用１７０万円を増額いたします。 

  はぐっていただきまして、３ページをごらんください。 

  内容としましては、排水管修繕料に１５３万９,０００円、法定福利費に６万

１,０００円、その他雑支出としまして１０万円を増額いたします。これは、修

繕料につきましては、前半、老朽管更新及び漏水修理が多かったものですので、

それの補正であります。その他の雑支出につきましては、消費税の支払いのとき

の端数処理に伴うものであります。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第１０、議案第１０７号 平成２８年度智頭町病院事業会計補正予算（第

２号）の補足説明を求めます。 

  寺谷病院事務次長。 

○病院事務次長（寺谷和幸）  議案第１０７号 平成２８年度智頭町病院事業会

計補正予算（第２号）。 



  ２ページをごらんください。 

  これは、平成２９年度からの債務負担行為について、期間及び限度額を定める

ものです。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第１１、議案第１０８号 教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関

する条例の制定についての補足説明を求めます。 

  西沖教育課長。 

○教育課長（西沖和己）  議案書の１ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第１０８号 教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関する条例の

制定について。 

  続いて議案書の２ページ、そして議案説明資料の１ページをごらんいただきた

いと思います。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律の施行に伴い

まして、新教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の免除につ

いて、条例で定めるものであります。したがいまして、説明資料にありますよう

に、新教育長の勤務時間、そして休日、休暇等及び職務に専念する義務の免除に

ついては、以下のとおりでございます。 

  そして、職務に専念する義務の免除することができる事項につきましても、（ア）

から（ウ）に掲載している事項を定めるということでございます。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第１２、議案第１０９号 智頭町農業委員会の委員及び農地利用最適化推



進委員の定数に関する条例の制定についての補足説明を求めます。 

  萩原農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（萩原 学）  議案書、３ページから４ページ及び議案説

明資料１ページをごらんください。 

  議案第１０９号 智頭町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定

数に関する条例の制定につきまして、説明させていただきます。 

  このたびの条例は、昨年の農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業

委員の委員の公選制が、議会の合意を要する市町村長による専任制に改められ、

委員の定数を地域の実情に応じて政令で定める基準に従い、条例で定める必要が

あること。また農業委員会の委員とは別に、現場活動を担うため、農地利用最適

化推進委員が新設され、その定数に関して条例で定める必要があるため、このた

び条例を新たに制定するものであります。 

  この条例に伴い、智頭町農業委員会の選挙による委員の定数条例は廃止するこ

ととなります。 

  なお、現在の農業委員１６人の任期は、平成２９年７月１９日でありますので、

このたびの条例は平成２９年７月２０日から施行するものであります。 

  また準備行為として、智頭町農業委員会の委員の任命及び智頭町農業農地利用

最適化推進委員の委嘱のために必要な行為は、このたびの条例の施行前において

も行うことができるとしております。 

  以上、議案１０９号につきましての説明を終わります。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ９番、徳永英太郎議員 

○９番（徳永英太郎）  農業委員会の委員と、それから農地利用最適化推進委員

の、これの性格的な違いはどのようなものでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  萩原農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（萩原 学）  まず、農業委員は今までと同じように、月

１回の議会等に基づく提案事項等に、審議していただく委員ということでありま

す。 

  今回新設された推進委員は、現地の農地を見ていただいて、それに伴い、内容



によりましたら議会等に出席していただいて、審議・議論して、議案等で進めて

いくということの内容であります。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ほかにありませんか。 

  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  私はこの農地利用最適化推進委員、この４名で智頭町内

全域を担当するということになると思うんですが、そこら辺の区割り的なという

か受け持ち分担的なものが、この４人の中で行われて、その農地の利用に対して

の、いろんな提言を行ったりするということなんでしょうか。そこら辺どうでし

ょうか。 

○議長（酒本敏興）  萩原農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（萩原 学）  ご指摘がありました、農地利用最適化推進

委員ということで、定数の基準がありまして、その基準が農業委員会の区域内、

町内になりますけども、農地面積のヘクタール当たりの数ということが基準があ

りまして、智頭町の場合には現地の台帳でいきますと、６６７ヘクタールという

ことで、基準がありまして、本来なれば７名ということになりますが、現状と精

査しまして４名ということでしております。 

  一応区域がありますので、４名の区域は智頭・富沢を１名、土師・那岐を２名、

山形・山郷を１名、計４名ということでやってます。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ほかに質疑はありませんか。 

  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  関連してですけども、農業委員会には復元命令という強制

力を持っとるわけですけど、その委員にはそういった権限はありますか、ありま

せんか。 

○議長（酒本敏興）  萩原農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（萩原 学）  あくまでも、農業委員のほうが議会等の発

言権はありますけども、議会に出席して意見を述べるということで、そういう範

囲では権限というか発言権はあります。 

○議長（酒本敏興）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第１３、議案第１１０号 智頭町税条例等の一部改正についての補足説明

を求めます。 

  矢部税務住民課長。 

○税務住民課長（矢部 整）  そういたしますと、議案の５ページをごらんいた

だきたいと思います。 

  議案第１１０号 智頭町税条例等の一部改正について。 

  それでは、議案説明資料概要の２ページをごらんいただきたいと思います。議

案につきましては、６ページからであります。よろしくお願いします。 

  この改正につきましては、日本と台湾との間で二重課税を回避する等の措置を

講ずるため、日台民間租税取決めが締結されたことを受けまして、外国居住者等

の所得に対する相互主義による、所得税等の非課税等に関する法律等の一部が改

正されたことに伴いまして、所要の改正を行うとともに、公団のほうでは軽自動

車税の環境性能割の減免規定を、鳥取県の規定と同一にするため、所要の改正を

行うものであります。 

  それでは、議案の６ページからですが、こちらのほうが二重課税の回避を措置

するための取り決めでありまして、６ページからの改正条例第１号は、台湾在住

の投資事業組合等を通じて得た利子及び配当について、平成３０年度から申告等

に基づき、個人住民税の課税を行うものであります。 

  次に、議案の１３ページからの改正条例第２条につきましては、鳥取県におけ

る自動車税の環境性能割の非課税の例及び課税免除の例、軽自動車税によりまし

て、軽自動車税の環境性能割を課さないものとすること。また、同じく県条例の

減免の例により、軽自動車税の環境性能割を減免することにつきまして、所要の

規定を整備するものであります。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第１４、議案第１１１号 智頭町国民健康保険税条例の一部改正について



の補足説明を求めます。 

  矢部税務住民課長。 

○税務住民課長（矢部 整） それでは、議案１６ページをごらんください。 

  議案第１１１号 これは、智頭町国民健康保険税条例の一部を改正するもので

あります。 

  議案説明資料の２ページをごらんください。議案につきましては１７ページか

らであります。 

  この改正は、先ほどの智頭町税条例等の一部改正と同様に、外国居住者等の所

得に対する相互主義による、所得税等の非課税等に関する法律等の一部が改正さ

れたことに伴いまして、所要の改正を行うものであり、平成３０年度の課税から、

個人住民税で課税される特例適用利子等及び特例適用配当等の額を、国民健康保

険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるものでありま

す。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第１５、議案第１１２号 議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例の廃止についての補足説明を求めます。 

  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  それでは、議案書２０ページでございます。 

  議案第１１２号 議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の廃止について。 

  議会議員その他非常勤の職員に対する公務災害補償等に関する事務につきま

して、事務の効率化及び事務経費の節減合理化を図るため、平成２９年４月１日

に新設されます、鳥取県町村総合事務組合において共同処理されることとなった

ため、平成２９年３月末をもってこの条例を廃止するものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 



  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第１６、議案第１１３号 鳥取県町村職員退職手当組合の共同処理する事

務の変更及び鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更についてから、日程第１９、

議案第１１６号 町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会及

び審査会の共同設置の廃止についてまでの、４議案の補足説明を一括して求めま

す。 

  葉狩総務課長。 

○総務課長（葉狩一樹）  それでは、４議案の一括説明をさせていただきます。 

  まず、議案書の２２ページでございます。 

  議案第１１３号 鳥取県町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更及

び鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更について。 

  ２２ページからですが、これは町村職員の退職手当組合共同処理する事務に、

町村消防災害補償組合及び非常勤職員に対する公務上の災害、または通勤による

災害に対する補償に関する事務を統合し、事務及び財産の一切を継承するととも

に、「鳥取県町村職員退職手当組合」を、「鳥取県町村総合事務組合」に名称変

更し、規約の全部改正を行うものでございます。 

  内容につきましては、２３ページから２５ページが改正後の規約でございます。 

  ２５ページ、別表第１には、組合を組織する地方公共団体、それから別表第２

には、共同処理する、先ほど説明いたしました事務の内容を掲げております。 

  次に、議案書２６ページをごらんください。 

  議案第１１４号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散について。 

  これは、退職手当組合に事務を統合するために、解散をするものでございます。 

  続きまして、２７ページでございます。 

  議案第１１５号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散に伴う財産処分につい

て。 

  解散に伴います財産の一切を、鳥取県町村総合事務組合に帰属させるために、

財産処分を行うものでございます。 

  最後に、２８ページをごらんください。 



  議案第１１６号 町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認定委員会

及び審査会の共同設置の廃止につきましては、２９年４月１日に新設されます、

鳥取県町村総合事務組合において、公務災害補償等の事務を行うこととなったこ

とに伴いまして、この事務を町村総合事務組合に引き継ぎ、財産を帰属させるた

めに廃止を行うというものでございます。 

  以上、４議案一括の説明でございました。以上でございます。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第２０、議案第１１７号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更についての

補足説明を求めます。 

  河村企画課長。 

○企画課長（河村実則）  議案書２９ページをごらんください。 

  議案第１１７号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更について。 

  はぐっていただきまして、３０、３１ページでございます。 

  ３の交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進のもとに、公共駐車場

の整備を加えるものでございます。 

  １ページはぐっていただきまして、３２ページ、３３ページでございますが、

地域文化の振興等のところに、智頭町百業学校の事業を加えるものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  この利便性向上のための、公共的な駐車場の整備を検討

するとしていますが、大体どういうところを想定した駐車場でしょうか。 

○議長（酒本敏興）  河村企画課長。 

○企画課長（河村実則）  現在考えておりますのは、線路向こうの町有地の整備

を考えております。 



○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  済みません、ちょっと聞きにくかったもので、再度答え

ていただけますか。 

○議長（酒本敏興）  河村企画課長。 

○企画課長（河村実則）  駅裏でございますが、駅裏に町有地がございまして、

鉄道との平行のところですね。ここの整備を現在考えておるということでござい

ます。 

○議長（酒本敏興）  よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第２１、議案第１１８号 字の区域の変更についての補足説明を求めます。 

  岡田地籍調査課長。 

○地籍調査課長（岡田光弘）  議案第１１８号 字の区域の変更についてでござ

います。 

  議案書３４ページから３６ページ、説明資料は４ページになります。 

  こちらにつきましては、平成２８年７月に実施いたしました地籍調査事業の、

大字西谷地区の一部、計画面積０.９４平方キロメートルの１筆調査を実施した

成果により変更を行うものでございます。 

  なお、変更の日は国土調査法の規定による認証の日でございます。 

  以上でございます。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第２２、議案第１１９号 字の区域の変更についての補足説明を求めます。 

  岡田地籍調査課長。 

○地籍調査課長（岡田光弘）  議案書３７ページから３９ページをごらんくださ

い。 

  議案第１１９号 字の区域の変更についてでございます。 



  説明資料、同じく４ページでございます。 

  こちらは、平成２８年６月に実施いたしました地籍調査事業の、大字芦津地区

の一部、計画面積１.３６平方キロメートルの１筆調査を実施した成果により、

変更するものでございます。 

  なお、変更の日は国土調査法の規定による認証の日でございます。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  日程第２３、議案第１２０号 字の区域の変更についての補足説明を求めます。 

  岡田地籍調査課長。 

○地籍調査課長（岡田光弘）  議案第１２０号 字の区域の変更についてでござ

います。 

  議案書、４０ページから４１ページ、説明資料は５ページになります。 

  平成２８年６月から９月までの間に実施いたしました地籍調査事業の、大字野

原及び真鹿野地区の一部、計画面積１.０１平方キロメートルの１筆調査を実施

した成果による変更でございます。 

  変更の日は、国土調査法の規定による認証の日でございます。 

  以上でございます。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  各委員会審査等のため、１２月１０日から１２月１１日までの２日間及び１２

月１３日から１２月１５日までの３日間を休会としたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 



（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、１２月１０日から１２月１１日までの２日間及び１２月１３日から１

２月１５日までの３日間を休会とします。 

  来る１２月１２日は午前９時から本会議を開き、一般質問を行います。 

  休会中は委員会等を開き、審査をお願いします。 

  また、１２月１６日は本会議を開き、討論並びに採決を行います。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

 

散 会 午前１１時３８分 



  地方自治法第１２３条第２項の規定により次に署名する。 

 

  平成２８年１２月９日 

 

              智頭町議会議長  酒  本  敏  興 

 

              智頭町議会議員  岸  本  眞 一 郎 

 

              智頭町議会議員  徳  永  英 太 郎 
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第４回智頭町議会定例会会議録 

 

平成２８年１２月１２日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．一般質問 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．一般質問 

 

１．会議に出席した議員（１１名） 

    １番 河 村 仁 志        ２番 高 橋 達 也 

    ４番 岩 本 富美男        ５番 中 野 ゆかり 

    ６番 平 尾 節 世        ７番 谷 口 雅 人 

    ８番 岸 本 眞一郎        ９番 徳 永 英太郎 

   １０番 石 谷 政 輝       １１番 大河原 昭 洋 

   １２番 酒 本 敏 興 

 

１．会議に欠席した議員（１名） 

    ３番 大 藤 克 紀 

 

１．会議に出席した説明員（１６名） 

   町 長   寺 谷 誠一郎 

   副 町 長   金 児 英 夫 

   教 育 長   長 石 彰 祐 

   病 院 事 業 管 理 者   安 藤 嘉 美 

   総 務 課 長   葉 狩 一 樹 

   企 画 課 長   河 村 実 則 

   税 務 住 民 課 長   矢 部   整 

   教 育 課 長   西 沖 和 己 



   地 域 整 備 課 長   草 刈 英 人 

   山 村 再 生 課 長   山 本   進 

   地 籍 調 査 課 長   岡 田 光 弘 

   会 計 課 長   矢 部 久美子 

   税務住民課参事兼水道課長   藤 森 啓 次 

   福 祉 課 参 事   江 口 礼 子 

   福 祉 課 参 事   小 谷 いず美 

   病 院 事 務 次 長   寺 谷 和 幸 

 

１．会議に出席した事務局職員（３名） 

   事 務 局 長   寺 坂 英 之 

   書 記   塚 越 奈緒子 

   書 記   大 藤 翔 太 

 

開 会 午前 ９時００分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（酒本敏興）  ただいまの出席議員は１１名です。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、１０番、石谷政輝議員、

１番、河村仁志議員を指名します。 

 

日程第２．一般質問 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２、一般質問を行います。 



  質問者は、お手元に配付しているとおりです。 

  なお、一般質問は、会議規則第６１条第４項の規定により、一問一答方式によ

り、質問、答弁を合わせて４０分以内としております。 

  それでは、受け付け順に、これより順次行います。 

  初めに、石谷政輝議員の質問を許します。 

  １０番、石谷政輝議員。 

○１０番（石谷政輝）  おはようございます。差別解消に向けた今後の取り組み

についてお尋ねをします。 

  まず初めに、去る１０月２１日鳥取県中部を襲った震度６弱の地震は、県中部

を中心に大きな傷跡を残しました。県や国の支援も始まっていますが、再建のめ

どが立たない建築物等も多いとの報道が連日なされています。 

  日常生活を少しずつ取り戻しつつある方、これからの被害の復旧に向けて計画

されている方もあれば、今なお避難生活を送っている方々、今後の仕事や生活の

再建に向けて悩まれている方々も多くいるとのことです。 

  被災された方それぞれの状況はさまざまですが、皆様にお見舞いを申し上げる

とともに今後の復興に向けた末永い支援や取り組みを望み、また自分もその中の

一人として支援していきたいと思います。 

  さて、私は以前から差別解消に向けた今後の取り組みを町長にるる申し上げ、

また町長も同じ思いの中から差別のないまちづくりを推進してこられました。 

  一方、国においても２年前に障がい者差別禁止法が施行され、またヘイトスピ

ーチに対しても解消法ができ、そして部落差別に対する解消法も衆議院を通過し、

参議院へと送られているところです。 

  さまざまな差別や人権侵害に対する法律が少しずつ整備されてきてはいます

が、現代社会で次に大きな問題として上がることの一つとして、インターネット

の悪用があると思います。 

  インターネットが普及してからは情報量が豊富となり、またさまざまな利用の

仕方によって非常に便利なツールとして、手放せないものとなっています。しか

しその反面、相手の顔が見えないことを利用して悪質な犯罪も後を絶ちません。 

  そして、誰かを誹謗中傷したり、明らかな差別書き込みや人権侵害につながる

書き込みが日々行われています。私はネットが余り得意ではありませんし利用す

ることも少ないのですが、そのような書き込みがあることを知るたびに、腹立た



しさとやりきれなさが込み上げてきます。 

  誰が書いたのかわからないので、見聞きすればするほど余計嫌な気持ちに大抵

の人がなるのではないでしょうか。言葉は簡単に人を勇気づけ、喜ばせることも

でき、また反対に簡単に心を傷つけ、心を壊すことまでできる凶器でもあります。 

  本来人間がもつ温かさや人と人とのつながりが希薄になり、自分のストレスを

解消できないためか、そのような場所にストレスをぶつけているような気もしま

す。 

  便利な世の中になった反面、何をするにも人権感覚がさらに必要ではないかと

考えますが、そこに使うものが追いついていないというのか、便利なことや目先

の利益にとらわれて、何か問題が起きてから対処しようとする傾向が強くなって

きているのかはわかりませんが、目に見えにくい人権教育や人権意識を日々積み

重ねることや、今起きている問題を知り、考えることが後回しになっている傾向

が確実にあると思います。 

  智頭町におきましては、人を大切にすること深い思いをもった町民憲章を掲げ

ています。私はとても意義のあることだと思いますが、それが絵に描いたもちに

なってしまうようでは何にもなりません。 

  憲章でうたっていることを具体化していくことによって憲章もいかされてく

るのだと思います。そこで、町独自の人を大切にする条例や仕組みを時間がかか

ってもつくっていただき、町民がますます安心して生活できるようになってほし

いと願うところですが、町長の見解はいかがでしょうか。 

  後は、質問席にて行いたいと思います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  石谷議員の差別解消に向けた今後の取り組みというご質

問でありますが、今ご質問いただきました議員と非常に重複する部分があろうか

と思いますけども、答えさせていただきます。 

  これまでの長年にわたるさまざまな「人権・同和問題」の取り組みにもかかわ

らず、いまだに後を絶たない悪質な差別落書きや投書などを初め、最近ではイン

ターネットの普及により、私たちの生活は便利になった半面、インターネットの

特性を悪用した、プライバシーの侵害、誹謗中傷、名誉毀損、個人情報の流出、

匿名によるインターネット上の心ない差別書き込みなど、さまざまな人権にかか

わる事件が発生しており、大きな社会問題となっていることは言うまでもありま



せん。 

  インターネットでの人権侵害は、他のメディアなどと異なり、掲示板で簡単に

「匿名」で記載できることや、一度書き込まれた内容がすぐに広まってしまうた

め被害が急速に拡大すること、それからサイト管理者がわからず削除が難しい場

合があること、情報のコピーが流出し、その全てに対処することが困難なことが

特徴として挙げられます。 

  このような状況に対処するには、住民一人一人がインターネットの特徴をよく

理解するとともに、インターネットには必ず現実の「人」が関与していることを

考慮し、人権に配慮した利用を心がけることが大切であると考えます。また、悪

質な書き込みなどについては、プロバイダ責任制限法に基づき、プロバイダに対

して削除請求するなど、既存の法律で対応することも可能ですが、個人が削除要

請を求めることは困難であると推測されます。 

  このような中、今国会におきまして、今なお部落差別が存在し、かつインター

ネットなど情報化の進展により、部落差別が新たな状況にあることを踏まえて、

部落差別のない社会を実現するため、「部落差別解消推進法」が可決、成立し、

人権の法制度確立に向け大きく前進しましたが、引き続き人権侵害に対する迅速

な救済を図るためにも、「人権侵害救済法」及び「差別禁止法」など、早急に実

効性のある法律の整備に向け、関係機関に要請してまいります。 

  議員のご指摘の町独自の条例といいますか、町独自の条例あるいは考え方につ

いて、このような国の情勢や、他の地方自治体でも未制定の状況などを勘案し、

現在制定することは考えておりませんけども、本町ではまず、毎月実施しており

ます人権特設相談の周知を図るとともに、今後町民の方からの相談窓口を設置し、

人権擁護機関である鳥取地方法務局及び本町の人権擁護委員と連携しながら、人

権侵害に対する相談への対応やプロバイダへの削除要請など、被害者の人権擁護

に努めていきたいとこのように考えておりますが、恐らく議員がおっしゃりたい

のは、町独自のそういう何か条例的なものはというようなお考えかと推察いたし

ます。ということで、こういうお答えにいたしました。 

○議長（酒本敏興）  １０番、石谷政輝議員。 

○１０番（石谷政輝）  先ほど町長が答弁で申し上げたとおりでして、先週の金

曜日ですか、参議院のほうは無事通過したということで連絡を受けているところ

であります。 



  さて、１２月４日の新聞、日本海新聞に「僕は生きると決めた」というような

記事が書かれていました。これは、福島から横浜のほうに一家が住んだときの話

でございますけど、その中の一部を読ませていただきたいと思います。 

  「３人からお金をもってこいと言われた。すっごいいらいらと悔しさがあった

けど、抵抗できませんでした。」と。そして何度も言われるままにその行為を繰

り返して、心が病んでいくわけですね。そのようなことが書かれていました。で

もその子の思いは、福島では大きな被災があり、僕は大勢がなくなっていったか

ら僕はいきるんだというようなことが書かれていました。本当に勇気のある子だ

なと思ったんですけども、これが風評被害のもとになってこういうことが生まれ

とるというようなことがあるんですね。そして、一日前には新潟のほうでも小学

校４年生の子が同じようなことにあっていると。私はこれは表に出たのが一つや

二つであって、まだまだたくさんあると思ってるんです。全国的に見ましても、

このようなことが大変多くあろうかと思いますけども、町長その辺の見解はいか

がお考えでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  まさにおっしゃるとおりで、横浜そして新潟。私もテレ

ビで横浜の教育長、あれは女性だったと思いますけども、こんなことを私が答え

なきゃだめなんですかということをテレビにくってかかっておられましたけど

も、唖然といたしました。子どもがＳＯＳを出しておるにもかかわらず、その学

校あるいは恐らく校長さん自身も自分の身をかばうのが精いっぱい、ああいう方

が周りにいるということは正直信じられない思いがいたしました。 

  差別解消といいながらも、やっぱりどこか大人のそういう校長さんであろうが

教育長であろうが、横浜市であろうが、やっぱり自分はやっていないと言いなが

らもどこかそういう悲しい部分が気持ちの中に残っておるという、これは目に見

えない、いつも私言っておりますけども、自分は差別なんかしていない。私は絶

対あり得ないと言いながらも人の心を見ることはできない。これがいわゆる寂し

いことだと思います。 

  そういった意味で、議員がおっしゃる本当に、どういうんでしょうね。その教

育者がああいうことですから、もう一回、もう一回国のただあの形だけの法律

云々でなくて、もう本当にこうゼロからというそういうことに立ち上がらないと

という。これを契機にやっぱりそういう差別というのを国民の多くの人が感じた



と思いますんで、そういうことも含めてもう一回原点からというようなそういう

感じがいたしました。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  １０番、石谷政輝議員。 

○１０番（石谷政輝）  町長の言いたいのは人と人とのつながりがいま一度原点

にかえってというふうにも、私は捉えることができたと思います。 

  これ書いてなかったですけど、教育長のほうはこの言葉を聞いて私の質問です

ね。どういうふうな思いがあるか、ちょっとだけでもよろしいですので答えていた

だけましたら。 

○議長（酒本敏興）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  私も新潟の件、また横浜の件、存じ上げておりますし、

一昨日新潟ではまた高校生が残念な結果になっております。 

  私たちがお預かりしている智頭の子どもたち、特に小学校、中学校におきまし

ては、落ちついて学校に通っておりますし、仲もいいという状況ではあります。

ささいないざこざはございます。いざこざはありますけども、小学校２件、中学

校１件ということでささいなことであっても、いじめとして取り扱い、子どもた

ちまた保護者を呼んで仕切り直しというんですか、事の発端は何なのかいうスタ

ートの時点から両者が認識してそういうような体制で臨んでいるところであり

ます。また、やっぱり子どもたちには強い心を育成するということも大切かと思

いますので、そちらのほうにも力を入れていきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  １０番、石谷政輝議員。 

○１０番（石谷政輝）  ありがとうございました。大変いい参考になる意見を聞

かせていただいたと思いますし、またそれに邁進してほしいと思っております。 

  さて、最後、町長にお尋ねしますけども、やまさとというんですかこれは。イ

ンターネットのページの中にあったんですけど。この中の文章に、議会の中の部

分でいいますと、「町会議員の中には、お金をもらった。私にはお金がこなかっ

た。などと話すものもいるようだ」というような文言が書かれていました。とて

も残念な思いがしております。ここの部分だけでいいますと、ほかにもたくさん

あるんですけども、私は議員全員に、こんなことしとるもんおるんかと聞きたく

もない言いたくもないようなことを質問させていただき、全員の議員がそんなこ



とをしていないと言葉をいただきました。このようなことを書かれたということ

は非常に残念でなりませんし、してないことをさもしとるようにこうやられとる

わけですね。そして、この中でも、通りかかっている、人が話をしとるときに通

りかかったと。これ本当なんですかと。その人は誰なんだというようなことが、

智頭ではこれだけ人権のことを一生懸命、執行部の皆さんとともにこうやってい

い行政目指してまいってきとる中にこんなことが書かれるということは、非常に

残念な思いがしますけども、町長この部分だけ聞いてていかがでしょうかな。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  このインターネットいうのは、今答弁しましたように、

本当に誹謗中傷というそういうことを書けば知らない人はすぐ信じちゃうわけ

ですね。 

  おっしゃるように、今議員がおっしゃいましたけども、議員の中でもらったら

しいとか、まだ来ないらしいとかそういうことをおっしゃっておりますが、そう

いうことはあり得ないわけでありまして、非常に時代おくれ的な感覚だなと私は

そう思います。そういうことで通りかかった人たちが、智頭町の中でたまたま通

りかかったら、そういう人たちがそういう話を実際してるんでしょうか。これが

インターネットの悩ましいところでありまして、いかにもというようなことです

が、正直言いまして余りレベルが高くない、そういうインターネットではなかろ

うかなと思いますんで、本当にそういうことを思ってらっしゃるんなら、堂々と

インターネットを使わないで議員の皆さんに追及されるとか、そういうことをや

られるのが筋だと思いますし、通りかかって云々かんぬんありもしないような現

実離れしたようなことをおっしゃられてもという、そういうことがいかに心のど

こかで差別につながってくるんでしょうね。私は何か寂しい思いがいたします。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  １０番、石谷政輝議員。 

○１０番（石谷政輝）  国内においては先ほど申したようなことが起きておりま

すし、またこの町内ですね。町内のことがこのように書かれるというのは、非常

に私も残念でなりません。後のちょっと読んでみますと、９月の町議会で町会議

員がどんな質問をするのか楽しみだと。まるで挑戦状ですね。その後に、だから

私が選挙に出たのでしょと言いたかったのですがと書いてあります。私これ、選

挙ですから、勝つ人もおれば負ける人もおると。だけども、自分の思いが通らな



んだから、何かそういうようなふうにもとれるんです。自分としては。ですから、

できるならこんなことはやめてほしいと。もっともっと智頭のまちのいい意味の

宣伝をしていただきたいと。本人はこれがいい意味と思っとるかもわかりません

けど、こんなん一つも心があったまるという人は一人もいないと思うんです。 

  それと、各内容についてその、人が言っていたとか、何とか言っていて人のせ

いにしてるでしょ。こういうところがある限り、やっぱり条例か何かをつくって

きちんとやっていかないと、なかなかできないと。特にこの町内の中にも学識経

験者の方もかなりいると思っておるわけなんですけども、そういうような方を集

めてというのも、私はこれ画期的なことじゃなかろうかなというような、一つの

思いとしてもっておるんですけど、町長は先ほどの答弁でやはりまだ県のほうと

か、ほかの町村とことかを鑑みて行いたいというような思いでしたけども、誰か

が始めていかないと絵に描いたもちになるというのが私の思いなんです。ですか

ら、熱い思いを１年前にも言わせていただいたんですけども、再度言わせていた

だいているところなんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  恐らく議員がおっしゃってる方は大体見当がつきます。

そういった中で選挙という、６月に選挙がありましたんで、私を支持してくださ

る方、あるいは反寺谷という図式、これは仕方がないことでありますが、寺谷、

私自身をよく思っていない方たちにとっては、何としてでも町長の座にいてはお

もしろくないと。そういうことになりますと、そこに中傷・誹謗というものが入

って、まち全体をよくするとか、何とかこうしなきゃいかんとかそういうことを

逸脱して、今度は個人攻撃と、挙句の果ては今議員がおっしゃったように、議会

議員の皆さんも巻き添えにして、あのそういう文章を読んだ方は恐らく、恐らく

そういうことが行われているであろうというのが先入観で入っちゃうわけです

ね。そうすると智頭町のレベルというのはどーんと低くなってくる。そういう面

では非常に寂しいというか大人げないというか、非常に残念であるというしかあ

りませんが、そういう方もいらっしゃるということを勉強しながら、粛々とこの

まちづくり、いい少しでもいいまちづくりに邁進するのが後々理解していただく

ことじゃないかなと、このように感じます。 

○議長（酒本敏興）  １０番、石谷政輝議員。 

○１０番（石谷政輝）  冒頭のほうの文章を見ますと、執行部に対してか町長に



対してかわからないですけども、もっとひどい文章が書いてあるわけなんですね。

こんなの見て、先ほど町長が申したとおりでありまして、誰も喜ぶものもいない

し、腹いせにというのがね、とても情けないんです。 

  そして、これは私は、智頭町の中のまだほかにもあるんじゃなかろうかと思っ

てるところなんです。ですので、智頭独自の条例を、学識経験者もたくさんおら

れると思いますんで、これができたら町長、画期的なことだと思うんです。そこ

のところを踏んでいただきたいのが私の思いでございまして、答弁は要りません

ので、次の質問に時間の都合上入りたいと思います。 

  次は、鳥獣対策についてであります。 

  今日まで、鹿、イノシシを中心に、頭数を減らしていく方法で進められていま

すが、近年は外来種であるハクビシン、ヌートリアなどが数多く目撃されて稲な

どに被害も出てきています。 

  また川においては、誰が放流したのか、外来種のブラウントラフトという魚ま

で出てきて、生態系に異変を感じています。ブラウントラフトに対しては、３年

計画で絶滅させるための努力をしているところではありますが、このように田舎

の山、川は昔と完全にかわってきているように感じているのは、私だけでしょう

か。町長の見解をお聞きします。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  鳥獣被害ということでありますが、この鳥獣による農作

物等への被害は、本当に日本国全体に山村社会における就農や暮らしに大きな影

響を及ぼし、深刻な問題であると思っております。 

  とりわけ近年には、ニホンジカによる被害が顕著であって、固体数を減らす対

策として猟友会と連携した有害鳥獣保護から、侵入を防ぐ対策として侵入防止柵

の設置を進めておると。これは全国的なことでありまして、非常に悩ましいとい

うことに尽きないと思います。 

  個体数を減らす対策については、従前からの対策に加えて、昨年から「認定鳥

獣捕獲等事業」により、県下では広域的なニホンジカの確保が進められていると

ころ。有害鳥獣確保の担い手であるハンターの確保や養成が課題であると認識し

ております。今後も県と連携しながら推進していきたいとこのように考えており

ます。 

  いずれにしましても、この鳥獣被害というのは、農家にとってもあるいは山林



にとっても非常に悩ましいということに尽きますので、これからも手を緩めない

で鳥獣被害対策の推進に努めていきたいとこのように考えております。 

○議長（酒本敏興）  １０番、石谷政輝議員。 

○１０番（石谷政輝）  従来のものについては、町長そのとおりでよろしいかと

思うんですけども、ヌートリアがまた出てきて新たな被害と。このヌートリアと

いうのは聞きますところによりますと、年に３回子どもを産むそうです。繁殖が

いかにすごいかということがそれでも読み取れるんじゃなかろうかと思ってお

りますし、また日本古来の狸も、ハクビシンのほうが強いそうです。こっちのほ

うにとってかわられて、あいの子やそんなハクビシン系統のほうが強くなってき

ているというような現状あるそうなんですけど。 

  そういうところを鑑みてみますと、本当に昔というか、以前というか、完全に

かわってきているわけなんですね。川にしてもそうなんです。ここで本当に、県

との協議もあるでしょうし、なかなか難しい点もあろうかと思うんですけども、

こころのところをいま一度考えていかないといけないし、さらには、野良猫がふ

えとる地域がありまして、その野良猫がふえとる地域が頭を悩ましとったところ

が、そこにキツネが出てきて猫くわえて山にもってかえるというような、これは

いいことなのか悪いことなのか私にはよくわかりませんけども、いい面と悪い面

があるんでしょうけども、やはり異常が起きてるというのは事実だと思うんです。

ですから、異常を正常に戻してほしいというのが思いや願いの一つなんですけど

も、このことについて答弁をお願いします。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  おっしゃるとおり、山も川も田んぼも畑も以前と違って、

何かこう正直、他の動物たちに荒らされ、そういう状況になってきたことは事実

でありますが、これもよくよく考えてみれば、山の形態が違ってきたり動物が住

みにくくなったそういう状況も確かにあろうかと思います。これも動物だけじゃ

なくて人間がある程度関与した問題もあろうかと思いますが、このヌートリアに

つきましては、いわゆる日本にはいなかった。これはもう当然外来。これは南ア

メリカ原産で、以前は毛皮を取るためにかわれておった。これが日本に来て野性

化して被害が出てき始めたと。 

  本町においても、近年の捕獲数は１０頭以下にとどまっておりますけども、主

に今年は土師川周辺での目撃や農作物被害の情報が多く寄せられるようになり、



今後の被害拡大について危惧しております。こういった状況を踏まえて、被害が

深刻化する前の対策について、来年度からはさらに力を入れてこの問題に取り組

んでいきたいとこのように考えております。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  １０番、石谷政輝議員。 

○１０番（石谷政輝）  以前はヌートリアにしましても、これは町長が申したと

おりであってるんですけど、毛皮と肉を食料にするんだというような目的で日本

に入れたそうです。私の聞いたところによりますと。それがだんだんと広がって

きて今の現状になっていると。そして、岡山県のほうにいくと以前は見られてい

たんですけど、智頭では見られなかったんです。これがここ最近なんですね。一

気に見えてきて被害が出たというような話を聞きだしたところが、土師川、千代

川まだほかの川からも目撃されたというようなことに今なってるわけなんです。 

  幾らとっても年に３回子を産むということになってきますと、なかなかいたち

ごっこになってくるんじゃなかろうかと。本当は絶滅させてほしいんですけども、

なかなかそういうわけにもいかないというのが思いの中ではあるわけなんです

けども。しかしながら、被害に遭われた方にとっては、とても深刻な問題だと思

っているんです。そういうところを考えてみますと、やっぱり県と一つになって、

これは智頭町だけの問題じゃなかろうかと思ってますんで、もっと今後に向けた

何かこう新しい対策を考えていただきたいと、そのための申しわけないですけど、

答弁がいただけたら幸いかと思っております。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  先ほど申しましたように、この鹿の問題も、以前は林野

庁が管轄しておったと聞いております。ところが、いつの日かちょっと忘れまし

たけども、環境省が鳥獣のエリアを管轄すると。そのときにメスジカを殺しては

ならないというようなことがずっと以前にあったそうであります。で、一挙に膨

らんできたと。そういう中で、この鹿にしましてもイノシシにしましても熊にし

ましても、全ての動物がやっぱり生きていくという中でそれぞれのエリアを保っ

ていくのが崩壊したと。 

  でありますから、これはただ町だけの問題でなくて、本義で国を挙げて九州か

ら北海道まで国を挙げてのまず施策、そして、それを県に下ろして、そして県が

町にという、国・県・町これが全てをタッグを組みながら本当に生態系をどうす



るかという問題から入って、またもとの昔のそれぞれが平和な動物は動物らしく

いきられると、また農作物は本当に危険なくしてつくれるような、林業にしても

そうです。そういう社会をまず国が本義で施策というものを出して、ただお金で

解決だけではできないと思いますんで、そういった面でも県・国に要望を上げて

いきたいとこのように思います。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  １０番、石谷政輝議員。 

○１０番（石谷政輝）  大変温かい言葉をいただきました。この言葉をいただい

た限りは、町長ぜひともこの運営のことを前進させていただきたいと、私はその

ように思います。私もきつい言葉も町長に申しました。それは絵に描いたもちに

ならないようにということなんですけど、やはり町長はトップですので、言った

限りには智頭町のそういう願いや思いを遂げていただきたいということを申し

上げまして、私の質問は終わりたいと思います。 

○議長（酒本敏興）  以上で、石谷政輝議員の質問を終わります。 

  次に、平尾節世議員の質問を許します。 

  ６番、平尾節世議員。 

○６番（平尾節世）  現在の日本社会には、若者の晩婚化と未婚者の増加という

大きな課題があります。先日もメディアで、２０代の若者の間で、現在つき合っ

ている相手のいない人は、男性で７０％、女性で６０％との調査結果を発表して

いました。加えて、将来にわたり結婚しなくてもよいと思っている人が、３０％

もいるそうです。２０代の調査ですから、３０代、４０代になれば考え方もかわ

ってくるかもしれませんが、別の調査でも、独身者の８５％はいつか結婚したい

とは思っているが、積極的につき合う相手を探す行動を起こしていないそうです。

このような状況は、未来の社会を考えたとき、手をこまねいているわけにはいか

ない現状です。 

  智頭町においても未婚の若者は多く、人口減少社会の中にあって、これに拍車

をかけているように思います。私は、この状況は智頭町にとって喫緊の課題だと

考えます。そして、このような社会全体の課題だけではなく、できればパートナ

ーと人生をともにすることで、若者たちに豊かで幸せな一生を送ってもらいたい

と、人生の経験者として思っております。 

  このような中、智頭町で今年策定された智頭町総合戦略アクションプログラム



には、将来像の実現に向けた施策の一つとして、出会いの場「恋活」が上げられ

ています。しかし、現在のところ目に見える事業は実施されているように思えま

せん。また、５年間の目標は立てられていますが、年度ごとに何を実施するのか

という目標もありません。今後、行政として具体的にはどのような施策を考えて

いるのか町長にお尋ねをいたします。 

  以後は、質問席で行います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  平尾議員の出会いの場「恋活」について、お答えいたし

ます。 

  総合戦略策定の基本的な考え方として、急激な少子高齢化の進展に伴う地方の

人口減少に歯どめをかけるとともに、将来にわたって活力ある社会を維持してい

くことを喫緊の課題としております。 

  近年、少子高齢化の進行が加速する中、全国的傾向として、未婚化、晩婚化が

進行し、明確な数値はないものの、本町においてもこの傾向にあることは認識し

ております。 

  その要因として、結婚に対する意識の低下と出会いの機会が少ないなどの原因

があり、本町でも、四つ葉のクローバーの皆さんや、いざなぎ振興協議会の皆さ

んが、出会いの機会を提供するイベントに積極的に取り組んでいただいていると

ころであります。 

  議員がおっしゃるように、総合戦略のアクションプログラムに、将来像の実現

に向けた施策の一つとして、豊かな自然の中で、出会いの場として「恋活」を掲

げております。本町で出会い、後に結婚に至ることにより、本町が思い出の場と

なり、ふるさとになることで、移住者の増加を目指しているところであります。 

  具体的には、いざなぎ振興協議会の「本気の婚活」や、四つ葉のクローバーの

会が取り組んでいらっしゃいます婚活イベントの前後に、恋愛等に関するセミナ

ーを開催し、参加者に対して、おせっかいになるような事まで学習していただく

「おせっ恋セミナー」、これはおせっかいと恋をかけて「おせっ恋セミナー」を

職員のプロジェクトチームで検討することとしております。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  ６番、平尾節世議員。 

○６番（平尾節世）  確かに町長がおっしゃったように、そのようにこのアクシ



ョンプログラムには書いてはありますが、その「おせっ恋セミナー」なんですけ

ど、どうやったら相手に好感触を与えることができるかや、人が恋に落ちてから

結婚に至るまでを「おせっ恋セミナー」でサポートするとなっておりますけれど

も、先ほどプロジェクトチームをつくってとはおっしゃっておりましたけれども、

そのセミナーがされた、されたんですか。何かされた様子は。あの。検討なんで

すか。いや、検討というのではとても何か、町長も先ほど喫緊の課題だと思って

おりますと言われましたけども、もう１年もたちますのに喫緊の課題を検討、い

つまでも検討しててもいけないと思います。それから、それをプロジェクトチー

ムでいつごろに大体実施される予定なんですか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  この問題は、一夜にして成就できるものではないという

なかなか難しい問題であることは事実であります。要するに、男性と女性が結ば

れる。人間同士が結ばれるということに対しては、非常に慎重な部分も大事でし

ょうし、一時はやっておりました出会い、できちゃった結婚的なこともあるでし

ょうけども、なかなか難しい問題。 

  そういう中で、町が全く無視してということにはやはりしてはいけないと。な

かなか難しい問題ですけども、やはりこの問題を避けて通れないという気持ちは

十二分に持っております。でありますから、今言いましたように「おせっ恋セミ

ナー」というようなものを職員のプロジェクトチームで検討する、これ検討する

こととこれからやるわけでありますけども、いろんな角度から、少しでもそうい

ういい状況が生まれるように、そういう努力はしていかなきゃいかん。ただ、そ

れをやってじゃあ結果が全然見えないじゃないかと言われますと、なかなかつら

い部分があることも事実であります。 

  そういった中で、これは参考でありますけども、確かにそうですね、平成１７

年は４０件ほどありました。ところが１０年たって平成２７年は２２件。やっぱ

りこれだけ１０年間のうちにその結婚されたのが少なくなっておるということ

の現状を見れば、これは本当に何とかしなきゃいかんという思いにかられること

も事実であります。そういった意味で、今申しましたように、平尾議員がリーダ

ーシップをとっていらっしゃいます四つ葉のクローバーの会とか、あるいは、い

ざなぎ振興協議会が主催しておられます「本気の婚活」等々、こういう民間の皆

さんが一生懸命頑張っていただけるということもやはりどうしても大事になっ



てくる。ただ、役場が知らんぷりをしてるわけではなく、当然そういう町民の方

が頑張っていただくのに、我々も一緒になって輪に入ってやるということであろ

うかと思います。そういった意味で、まだまだいろんな戦略があると思いますん

で、またそういういい戦略があればどんどん教えていただいて、町も積極的にそ

ういうチャレンジをするということであろうかと思います。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  ６番、平尾節世議員。 

○６番（平尾節世）  先ほど町長もおっしゃいましたように、四つ葉のクローバ

ー現在８人のメンバーでやっております。私たちも病むに病まれぬ気持ちでもう

何か焦っておりますけども、現実問題、なかなかそんなにとんとんとんとんとお

相手が見つかるという状況ではありません。先ほども申し上げましたように、若

者たちが積極的に相手を探そうというふうになかなかなってくれないんですよ

ね。そういう中にあっても、現在私たちがお世話をさせていただいた中でも、今

２組真剣につき合っていらっしゃいます。結婚まで至るかどうかはわかりません

けども、報告をしていただいてますし、いい状況ではないんじゃないかなと思っ

ております。 

  それから婚活イベントだけではなくて、もうこれではとても追いつかない、追

いつかないというかこれだけでは十分じゃないなという気がして、一対一のお世

話というのも最近は、すごく積極的にというんではないんですけれども、取り組

んだりしております。そういう中にあっても、町長先ほど「本気の婚活」とか四

つ葉のクローバーとかと一緒にとおっしゃいましたけれども、やっぱりここまで

きたら、民間をちょっと後押しという程度では私は済まないんじゃないかと思う

んです。本気で取り組んでいただかないと、何か智頭町の将来に非常に不安を覚

えます。 

  １１月に議員研修で視察にいかせていただきました東京都の奥多摩町では、交

流の場事業というので、友人たちとの交流や仲間づくりの機会が少なくなってい

る若者たちに集いの場を提供されていました。これは、集いの場というので婚活

とはまたちょっとそれより一歩手前のシステムではないかと思うんですけれど

も、これは以前から私が強く訴えている青年団にも通じるのではないかなと思い

ました。また、ふれあいサポートセンターというのを設置されて、ここに登録す

ると、年に数回行われるイベントの案内がされ、専門のコーディネーターを配置



してパートナーづくりを支援されていました。これは本当に結婚に向けてのシス

テムだと思います。加えて、おせっかい支援員が設置され、町内に居住する未婚

の男女に情報提供や婚活事業の推進もされていました。 

  また、岡山県の美咲町には、ちょっと情報を得たものですから、企画課長にお

願いをして一緒に研修に行ったのですが、まちづくり課の中に結婚推進担当の職

員を配置して、美咲マリッジトータルサポート事業というのをされているそうで

す。さまざまな特色のある形の婚活イベントをされておりました。 

  両町ともに、若者定住につながるこの課題に本気で取り組んでいる姿勢が見ら

れました。智頭町では、町長、喫緊の課題と言われながらそこまで本気に行政が

取り組んでいるというふうに私には現在感じられておりません。智頭町でも、企

画課で担当はしてくださってるし、それから私たちがお願いをすれば企画課長も

快く連れて行ってはいただけましたけれども、やはり一生懸命それを担当にする

職員が必要なんじゃないかなと思っておりますけれども、町長お考えはいかがで

しょう。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  その前に、まず、なぜこういうことになってしまったか。

以前は、昔は非常に結婚率が高かったということですね。なぜ現代においてこう

いう現状が出てきたか。これは一つには世の中の流れなんでしょうけども、昔は

男性が働いて女性は家事をするというような、そういう昔の世界。そのときに弱

い立場の女性は、言い方がどうかと思いますけれども、結婚をしないと食べてい

けないという昔の状況があったと。ところが、今現代は、男女平等ということで

女性もどんどん企業に進出し、男性と同じようにパワーアップして世の中で活躍

しておられると。そうなりますと、結婚というのは、やっぱり皆さん結婚しなく

ても自分で十分食べていける、自分で十分生活していけるということが現代にし

みついて、そしてこの結婚しないのがふえてきた。確かこれ本か何かで、テレビ

か何か本か何かで私も読んだか見たかしましたけども、確かにそういう世の中の

変遷があるわけですね。 

  そういう変遷をたどって、今結婚なかなかする人がいない、じゃあどうするか

ということであります。これは当然、おっしゃるように役場がそれは知りません

というわけに行きません。どの町も全国的にこの問題に困窮してるわけですから、

手をかえ品をかえというテーマでやっておられると思います。本町においても、



今言いましたように、民間の方がやられることには本当に後押し、また役場内で

も、今言いましたようなそういうプロジェクトをつくって、実際にそういうその

ことをやってみよう等々そういう思いできておるわけであります。いかんせん、

幾ら頑張っても相手は心ある男性・女性ということですから、強引にくっつける

わけにいかないもどかしさというのは当然日本国中にあるわけであります。 

  そうした中で、岡山の美咲町、そういう役場の中に課をつくっていらっしゃい

ますけども、どれぐらいの率で成功率があるのか、そういうその役場の役場内に

そういう課を設けられて、例えば年間１０組、２０組成功したということになれ

ば当然すごい企画であるということには間違いないので、我々もそういう勉強を

しなきゃいかんということで、いずれまた詳しい美咲町のお話等々お聞かせ願え

たらなというようなことを思いながら、決して手を緩めることなく、役場も頑張

ってこの問題には正面からぶつかっていきたい、このように思っております。 

○議長（酒本敏興）  ６番、平尾節世議員。 

○６番（平尾節世）  女性も働くようになったからって、それのみが原因ではな

いと思いますけれどもというふうに町長はおっしゃいましたけれども、男女共同

参画を推進してる私としては、確かに女性が自立できるようになったのが理由か

もわかりませんけれども、それのみじゃないですよ。それも理由の一つかもしれ

ませんけども、それは以前の社会が、男性に頼らざるを得ない、いきていく方法

がない社会のほうが間違ってるのであって、お互いに助け合いながら、女性も働

きながら、特に智頭町なんかでは共働き家庭が多いのですが、働きながら家事・

育児・介護。女性に負担がとても多いのが現状です。そうならないようにと国の

ほうもいろいろな方針を出しておりますけれども、現状としてまだまだ十分に改

善されていないので女性に負担がかかっているのが現状です。 

  そのような中で、どう言ったらいいのかなあ。女性もしんどい思いをしながら、

そこまで一人だと気楽だわと思う人もあるかもしれませんけれども、現実問題、

やはり一生いきていく上でパートナーがいるということは、人生も豊かになりま

すし、当然家族ができれば我慢するところもあり安心できるところもあり、いろ

んな体験がふえます。そういうことを含め、やはり私は何も結婚するだけが幸せ

の唯一の道とは思っておりませんが、できれば豊かな人生をおくっていただきた

いと思っております。それで、現在もそのクローバーの活動などをやっているわ

けなんですけども、何か町長のお話を聞いていると、喫緊の課題だと思うし、町



長、一生懸命取り組みますという言葉は聞こえるんですけど、何か私にとっては

もっともう少しじれったい。もっと一生懸命取り組んでいただきたいという。何

も行政ばっかりに頼るわけではないんです。でも、行政でできる部分というのも

そんなに考えを押しつけるわけにもいきませんし、できない手の届かない部分が

あるのは十分承知してますが、それでももっと一生懸命する、できる方法がある

んじゃないかと思うんです。 

  例えば、このアクションプログラムでも、年に６回イベントをするようにとか

って書いてありますけれども、この６回という数値は、本当にやる気持ちがあっ

て出てきたんでしょうか。それとも希望的数値なんでしょうか。何か今、何を考

えても６回、ええ６回どこでやられるんだろうなって感じがするんですけども。

その辺もいかがですか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  私の答弁がまだ生ぬるいというか、迫力がないというか、

そういうことであろうかと思いますが、決してそうではなくてまた昔の社会を

云々かんぬん言うつもりはございません。男尊女卑という暗い歴史の中でそうい

う時代もあったわけです。そういう時代を経て今、女性もばりばりという男女平

等社会に移行してきたと。 

  その中で、例えば役場の職員の中にも若い男性諸君、女性諸君がいるんですね。

それをなかなか難しいです、これも。私どもが下手に、例えば「おい、早く結婚

しろ」とかそういうことを言うとまた問題が出てくるという、ということがある

んです、現実にね。だから、何かこう金縛りにあったような社会の中で、今平尾

議員がおっしゃるこれは本当に喫緊の課題、しかしそう一方では、例えば私が町

長で職員が若い男女がいるのを二人呼んで、何とかおまえたち考えろというよう

なことを言ったら大事になってしまうという、そういう現状があるわけでありま

す。 

  そういった中で、確かにおっしゃることは本当に理解できます。決して、いい

かげんな気持ちで答弁しておるわけでもございません。そういった中で、でき得

れば本当にお互いが男女幸せな人生設計ができるような、そういう雰囲気のまち

づくりというのも大事である。おせっかいのまちを軸にしたそういうこともまた

広げていかなきゃいかんわけでしょうし、おっしゃるように決していいかげんで

答弁をしているわけではないことをご理解いただき、このように思います。 



○議長（酒本敏興）  ６番、平尾節世議員。 

○６番（平尾節世）  私は町長が幾らまちのトップであっても、じゃあおまえ結

婚しろと言ってそれが通るものとは思ってませんし、言ってはいけません。でも、

役場の中のシステムづくりを求めているわけです。私たち素人というか町民が自

分たちなりに活動はしておりますが、それだけでは行き届かない部分が、やはり

行政が力を出さなきゃいけないという部分がたくさんあると思うんです。そうい

うところを研究していただき、先ほど美咲町がうまくいったらということでした

けど、うまくいくかいかないかはわかりません。どこも。奥多摩にしても美咲町

にしても、今喫緊の課題だというのを感じてこういう取り組みをされはじめてか

ら、まだ１０年もたっているわけではありません。やはりとりあえず何かをやっ

てみる、とにかく頑張ってみるというのが二つの町の考えだと思います。 

  それから愛媛県でしたでしょうか。それは県ですけれども、企業と一緒になっ

てそういう支援のあり方を企業も含めて。愛媛結婚支援センターですか。役場だ

けではなくて企業も巻き込んで、そういう支援の輪を広げていくというような取

り組みもあります。智頭町にも大きな企業もありますので、その辺のところも私

たちもクローバーの活動として企業にもメンバーと一緒にお願いにいったんで

すけれども、なかなか積極的にじゃあ企業ぐるみで頑張ろうというふうには企業

はその筋の営業が目的ですから、そうはなってはいただけませんでしたけれども。

でも、個人的にちょっといくよりも行政のほうで呼びかけていただいてそういう

支援の輪に入っていただくということでしたら、まちの将来を考え大いに協力し

ていただけるかもわかりません。 

  それから、こういう結婚の場を設けるということで移住者の増加もというふう

に町長先ほどおっしゃいまして、確かに移住者が増加するのはすごくいいことな

んですけれども、現在まちにいる若者の幸せのために私たちは一生懸命頑張りた

いと思っておりますので、まち、智頭町の存続とそれから町民の幸せに直結する

課題だからこそ、このアクションプログラムにも上がったことと思います。今後

行政としても積極的に取り組んでいただきますことを強く要望いたしまして、町

長もいろいろと考えてみるとおっしゃってますので、次の質問に移ります。 

  ９月議会に、寝たきり家族を在宅介護している家庭の支援について質問をした

のですが、時間の都合上、町長のお答えをお考えを十分に伺うことができません

でした。しつこいようですが、再度質問させていただきます。 



  平成２７年度の事務報告によりますと、在宅介護されている寝たきり老人は町

内に６２人いらっしゃいます。２７年度のデータですので現在は少しかわってい

るかもしれません。その寝たきりの家族に対して介護者にさまざまな支援の対策

がとられていることは承知しております。介護の集いとか町外にちょっといろん

なために出かけてるとかそれから介護の器具ですか、そういうのの支援とかに対

策はとられていることは承知しておりますが、やはり重度の介護者は特別に負担

の多い家庭は社会に対しても、その方たちが施設に入ったり何とかすれば介護保

険も上がるわけですし社会保障費もたくさんになってきます。この方たちは自宅

で介護することで社会に大きな貢献をしてらっしゃると思います。私の知り合い

にもこれまで何人かいらっしゃいましたけれども、本当に悲鳴に近い言葉を何回

か聞いております。 

  また、各地区に出かけている私たち議員全員が出かけている議会報告会でも、

１０年間一度も夫婦で出かけたことはない、ずっと介護の間はしばりつけられて

いたというような言葉も聞きました。 

  お金でこういうことが解決できる問題ではないとは思いますけれども、せめて

月に１回でも食事に出かけるとか本を１冊でもかえるとか、少し現実から離れる

機会、きっかけづくりの支援があれば、少しは心の余裕も生まれるのではないか

と考えますが、町長のお考えはいかがでしょう。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  ９月定例議会の回答と少し重複すると思いますけども、

本町としましては、直接的な支援として、毎月第２水曜日に「介護者家族の会」

を開催し、共感できる場を提供することで気持ちの負担軽減を図る事業や、それ

から年２回の「介護者の集い」といった気持ちをリフレッシュさせるための外出

事業、さらに介護知識の普及のため「介護者研修会」を実施するとともに、経済

的な支援としては、介護度の高い人を対象に、家族介護用品支給事業として介護

クーポンの交付、特別障害者手当の情報提供、このようなことを行っているとこ

ろであります。 

  在宅介護は、介護度や介護サービスの利用にかかわらず、ご家族の負担がなく

なるものではないと思いますが、今後も家族に寄り添いながら、それぞれに応じ

た介護サービスの活用ができるよう支援してまいります。 

  また、第７期介護保険事業計画の策定に向け、平成２９年度に「介護予防・日



常生活圏域ニーズ調査」それから「在宅介護実態調査」を実施することとしてお

り、調査結果をもとに、どのような保険料水準で、どのようなサービス水準を目

指すのかの判断材料にしていきますが、その中で質問の在宅家族への支援も検討

する考えであります。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  ６番、平尾節世議員。 

○６番（平尾節世）  私も最初に言いましたし、町長の答えの中にあった支援は

全部承知しております。しかし、その場が悪いということではないですよ。私も

参加したことありますが、家族の集いではなくて相談のほうですか。４、５人毎

月１回ある家族の会。４、５人程度です、出席してらっしゃる方は。介護者とい

うのは寝たきり家族は６２人、２７年度ですけど。ですけれども、介護者という

のはすごくたくさんいらっしゃいます。その中で、４、５人程度なんですね。そ

れから、町外に出かける介護者の集い年２回出かけますけれども、バス１台分で

それで３０何人くらいでしょうかね。それもやはり寝たきり家族を抱えてるよう

な人は余りいらっしゃいませんでした。 

  その方たち全員じゃないと思いますけれども、話を伺うとそういうところに行

って介護の悩みを話すのはいいんですけれども、仲間同士の情報交換も大切です

けれども、介護を忘れられる時間が欲しい、それが一番だっていうふうにおっし

ゃってました。だからそういうところに出てみんなが苦労話をするのがかえって

つらいと。だから、余り出かけたくないという人も中にはいらっしゃるわけです。 

  ゆっくりでも本でも読めたらいいけど、図書館で借りれば済むわけですけれど

も、町の気持ちとして、初めにも言ったようにお金で済む問題ではないと思いま

すけれども、例えば月に３,０００円渡しても、そういう方たちに特別苦労して

る方たち、寝たきり家族を抱えてる方たちだけでしたら２００万程度のことです。

２００万個人的にはすごい金額ですけれども、行政として介護保険料が安くなっ

たりとか上がらなくても済むとかいろんな社会問題を考えれば出せれない金額

ではないというようなことを思います。お金の問題ではないとたびたび言いなが

ら、現実問題、してあげれることってそんなことくらいしかないのかなあと私は

考えているんですが、時間きましたけれども最期に町長答弁お願いします。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  私今年もそうでしたけども、１００歳になられた方の在



宅でお元気な１００歳の方を町からのお祝いを届けました。そのときにしみじみ

思ったのは、元気の方がいらっしゃいますけども寝たきりの方もいらっしゃいま

した。介護する方が大変だなと。むしろその介護される家族の方に、何かこうお

祝いをありがとうございますという賞状か何かを出すべきじゃないかなという

ようなことをふと思いました。確かに大変であります。 

  そこで、これから将来、いつも言っとりますけども、この福祉というテーマが

本当に間口が広く広くなって役場に全部しろというのは限界がきてます。そこで、

前回も地区に出かけてお願いしたのは、町からの提案でございますけども、そう

いう例えば今おっしゃった介護一日でもちょっと忘れたいなと、ちょっと手を抜

きたいなというそういうときに、地区の皆さんが「きょう一日はゆっくりどっか

に行ってこいや」と「わしらが見てやるがな」そういういわゆる人的な地区の手

助けですね。そういう福祉というのも私はありじゃないかなと。むしろ、そうい

うことこそが肩を寄せ合って生きる智頭町らしい福祉の生き様につながってい

くんじゃないかなと。これはまたのち、またいつか地区の皆さんにも思いを話さ

せていただきたいなと思っておりますんで、このテーマは大変重要であると認識

しておりますので、役場だけじゃなくて地区の皆さんにも手助けをしていただく。

そのための予算もどう組んでいいか含めて考えさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○６番（平尾節世）  終わります。 

○議長（酒本敏興）  以上で、平尾節世議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

  再開は、１０時半です。 

休 憩 午前１０時２１分 

再 開 午前１０時３０分 

○議長（酒本敏興）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、大河原昭洋議員の質問を許します。 

  １１番、大河原昭洋議員。 

○１１番（大河原昭洋）  議長の許可をいただきましたので、通告にしたがいま

して、健康寿命の延伸対策について質問をいたします。 

  我が国の平均寿命は、男性で８０.５歳、女性で８６.８歳で、男女の平均寿命

は８３.７歳となっており、世界一の長寿国であります。 



  しかし、その一方で、健康寿命が長いとは決して言えません。 

  介護を受けたり寝たきりになったりせずに、自立した日常生活をおくることの

できる期間を「健康寿命」といいますが、平均寿命と健康寿命との差を調べると、

男性で９.２年、女性は１２.７年となっており、世界の主要国であるアメリカ、

イギリス、ドイツなどと比べても、不健康で過ごす期間、いわゆる寝たきり期間

が群が抜いて長いという実態があります。 

  平均寿命と健康寿命との差が小さければ小さいほど、人生において不健康で過

ごす期間が短いということになりますので、高齢期を健康で快適に暮らすことは

もとより、医療費や介護給付費の増大を防ぐ意味でも、高齢者の心と体の健康を

維持するための具体的対策が急がれます。 

  本町においても、介護予防の観点から健康寿命を１年でも長く延ばすための取

り組みが重要課題であると考えますが、町長の所見を伺います。 

  以下は、質問席にて行います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  大河原議員の健康寿命の延伸についてお答えいたします。 

  病気や介護を必要とする人の増加により、医療費、介護給付の負担増加をもた

らし、個人や自治体の財政負担を圧迫することは認識しているところであり、福

祉懇談会でも説明し、ご理解いただいていると思いますが、高齢者の心と体の健

康を維持するためには、若いうちから、病気にならない、病気になっても早期発

見できるように、健診を受けていただくよう啓発し事業実施することや、食事や

運動に着目した健康教育、健康づくり事業等を実施しているところであります。 

  また、６５歳以上の、介護サービスを利用していない人を対象としたアンケー

ト調査を毎年実施し、介護予防教室、認知症予防教室へ誘導し、改善や重症化防

止を行っております。 

  さらには、本年度から１００歳体操を導入し、現在、森のミニデイ利用者に実

施していただき検証しているところであり、今後も、積極的に活用したい団体・

地域等へ広げて行けるよう、サポーターの養成を行う計画であります。 

  しかし、心と体の健康保持に大切なものの一つとして、生活に「生きがい」を

持つことであります。今後、地域での居場所づくりや支え合い体制づくりを通し

て、「生きがいづくり」を考えていただけるように、福祉の「まちづくり」を進

めていきます。 



  これらを総合的に進めていくことにより、健康寿命の延伸につながると考えて

おります。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  １１番、大河原昭洋議員。 

○１１番（大河原昭洋）  病気予防・健康教室・認知症予防ということで、生活

に生きがいがあるように、支えあいづくりというものをしっかりと構築していく

んだというような内容のものだったと思います。 

  少し余談になりますけども、ＮＨＫの大河ドラマで真田丸というのが今放映さ

れておりますけども、私も楽しみにして毎週のように見ているんですけども、来

週が最終回になるんですかね、そのようになっております。ドラマの中身も非常

に興味深いおもしろい内容だったんですけども、さらに興味深いのは、この戦国

時代の世の中にあってこの時代で活躍した武将というのがとても長生きだった

ということが、そういうふうな人物が多かったということがあります。少し紹介

しますと、豊臣秀吉が６２歳、徳川家康と毛利元就が７５歳、宇喜田秀家は８４

歳で、主人公の真田信繁、真田幸村ですね、彼は大阪夏の陣で討ち死にして４９

歳ということで生涯を終えていますけども、その兄の信之に関しましては何と９

３歳まで生きたというふうに伝えられております。 

  当時は当然平均寿命も短くて、医学も発達してないというふうな状況の中で、

彼らはなぜそこまで長生きできたのか。多分考える中では、いろんなストレスの

発散方法であったり、食生活というものを日々そういうふうに考えていた、さま

ざまな工夫をしていたということが伺えるわけでして、私が今回質問しておりま

す健康寿命を考える上で、とても参考になるんじゃないかなと思った次第です。 

  前置きが少し長くなりましたが、町長、先の選挙選の中で智頭町らしい福祉の

向上というものを公約に掲げられておりました。現在、介護予防の取り組みとい

たしまして、山形地区で行われている森のミニデイが、現在では那岐地区に広が

り智頭地区にも広がってきたというふうなところです。これからほかの地区へも

展開が急がれるというふうな状況ではありますが、やはりそれと平行しまして、

自宅にひきこもりがちな高齢者をいかに地域社会に引っ張り出すかということ

も、これから大きな課題なのかなあというふうに思っているところです。 

  定年退職されまして、それまで仕事ということで義務的に毎日こう会社のほう

に行かれてたと思うんですけども、それが退職されることによって日々の生活が



家の中でやはり終始してしまうということが出てくる。そうなると刺激が少なく

なってきまして、活動いわゆる行動範囲もかなり狭まってくる。その延長上に、

寝たきりの生活であったり認知症が存在されるというふうなことが言われてお

りますので、やはり高齢者をひきこもりさせずに、これから社会とのつながりを

持つ続けさせるための何らかの具体的な方法が必要なんじゃないかなというふ

うにも思うんですけども、そのあたりについて町長の見解を伺います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今非常に世の中が大きく変貌しようとしております。少

子高齢社会にあって、高齢者また医療の変更とか等々、こう人間がいきるという

テーマの中で非常に今目まぐるしい動きを見せておるように感じております。私

は基本的に、この国が推奨しております地方創生という問題。この地方創生とい

うのは、いろいろ意見はその地区によってあろうかと思いますが、最終的にはこ

ういう田舎の小さなまちがいわゆる豊かになる。この豊かというのは私は金銭的

の前に今おっしゃる長生きあるいは健康、そういうものが非常に重要じゃないか

なと。 

  ということで、先般も各地区に出させていただきました。こういう小さなまち

が最終的によかったなと言われるのは、やはり福祉の充実が大事じゃないか、要

するに町民の皆さんがこのまちで生活されておるわけですから、その方たちの高

齢者が特に高齢者が智頭にいきてよかったなと言われることが、まちづくりの最

高のやりどころかなとこのように考えております。 

  でありますから、ちょうど智頭町ぐらいの人口が、非常に私は町民に対するい

わゆるサービスが行き届くまちじゃないかなと。余りにもパイが大きいと手が出

ない。平成の大合併がありまして、パイを大きくしました。しかし、大きいこと

はいいことだという当時言っておりましたけども、果たしてそれがよかったかど

うか。私はあれは国の失政だと思っております。小さいがゆえに本当に目の届く

行政ができるということは、こうやって単独でいきてるまちが非常に有利になっ

てくるんじゃないかなと。 

  目が届くというそういう意味で、ありがたいことに私どものまちには地区振興

協議会というのができております。この地区が主体になって、そして高齢者の方

たちに手を差し伸べる。これこそまさに単独でいきるがゆえに、小さなまちであ

るがゆえに肩を寄せ合っていきる原点に立ちかえることができるんじゃないか



なと、こんなふうなことを考えておりますんで、いわゆるハートツーハートと言

いますか、隣近所の人に手を差し伸べる、これこそが大きな東京とか大都会にで

きない、福祉の原点を追求するにふさわしいまちづくりになるんじゃないかなと

このような自負をしております。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  １１番、大河原昭洋議員。 

○１１番（大河原昭洋）  ちょっと高齢者をひきこもりさせずに社会とのつなが

りを持たせるというところの具体的な答弁はいただけなかったかなというふう

に思ってるんですけども、やはり地域の中でそういうことをつながりをやはりあ

る程度構築していって、それでひきこもりがちな高齢者をいかに引っ張り出して

くるかというふうなことなんだろうなと思ったんですけども。やはり幾らそうい

うことを構築してやはり外に出ることはいいことだよと社会に出ていくことは

いいことですよというふうに、例えばその高齢者にそういうことを幾ら私たちが

お話をしても、多分そういう方々は出てこられないというふうに思います。言い

方をかえれば、高齢者が行ってみたいなというそういうふうなモチベーションを

つくり出すことができたら、ひきこもりがちな高齢者も、社会のほうに参加をさ

れるというふうなことが可能になるんでは思っておるところです。 

  高齢者といっても特に心配してるのは男性でして、私たち男にはとても耳の痛

い話になるんですけども、一般的に言いますと、近所づき合いが苦手なのは男性

だというふうに言われておりまして、やはり出てみたい行ってみたいというふう

に思わせるような環境やそういう魅力的なプラン。プランですね。そういうもの

を提供をしていけるかがやはり一番大切なんじゃないかなあというふうに思っ

ております。 

  私たちが、私の所属する民生常任委員会で今年度、宝塚のデイサービス、それ

から鳥取市内のデイサービスの事業所をそれぞれ視察をさせていただきました。

そこで介護保険を活用してですが、要支援であったり要介護の方々一人ずつの機

能回復状況をしっかりとデータ管理をしていらっしゃいました。データ管理とい

うのは、１カ月後どうなったか。もとの状態がどうで１カ月後どうなっていた。

３カ月後どうなっていた。半年後どうなったと。そういうようなことをしっかり

とデータ管理をされておりました。 

  そこでは、ぱっと見がスポーツジムのようなそれを思わせるかのような運動器



具が何台も設置してありまして、専門の指導者がおられて、インストラクターと

いうことになるのかケアマネジャーということになるのかその辺はちょっと定

かではありませんけども、そういう指導者のもとで何人もの通っていらっしゃる

通所者が、こう腕を伸ばしたり足を広げたり閉じたり、自転車のああいう運動器

具のようなペダルを漕いだり、さまざまな機能訓練に取り組んでおられました。 

  ここはあくまでも、介護保険を使ってのそういうような施設ではあったんです

けども、ご存じのように平成３０年には容赦なく今のところ要支援１、要支援２

というものが介護保険の対象から外されると。いわゆるこれは、各自治体の支援

事業としてやっていかなければならないということが言われておりますので、何

が言いたいかといいますと、その介護保険から外れるよう要支援１それから要支

援２の人であったり、その予備軍。先ほど言いましたようなひきこもりがちな高

齢者。そういう方々を、私たちが視察したデイサービスの事業所で行われていた

ような機能訓練いわゆる運動器具を設置したような機能訓練のそういう取り組

みを、智頭町オリジナルの福祉施策の取り組みとして応用できないかなというふ

うに思ってるところです。このあたりについて町長見解いかがですか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  いろいろやり方はあろうかと思います。ただ、よく見て

ますと、男性は人つき合いは云々というようなことをおっしゃいましたけども、

確かにそういう嫌いはありますけども、自分が自分自身がどういうことをやった

らその隣近所あるいはまちに対して貢献できるか。この貢献できるかというこの

すべが、なかなかわからない人が多いんじゃないでしょうかね。年寄り、高齢者

になってやれやれ一息ついて、そして周りを見たら何かこう人との接触が薄れて

しまった。そういう結構スタートがそういう方が多いんじゃないかなと。 

  であれば、いわゆるおっしゃいました社会とのつながりというテーマの中で、

例えば地区でこういうことをやろうや。そのためには「Ａさんちょっとこれ手伝

ってくれや」「おい、Ｂさん家にこもらずに一緒にやろうや」そういうことがこ

れから必要になってくるんじゃないかな。そのためのタクトをまちが振るという

ことですね。そういうことの中で肩を寄せ合いながら、あるいはおせっかいをし

ながらお互いがそれぞれいきていく。 

  これは小さいまちじゃないとできないことなんですね。基本的に。大きな大都

会は。それを我々のような小さいまちが目をそらすと、いわゆる孤独老人をつく



ってしまう。ちょうどいいかげんな人口、いいぐあいの人口ですので、私はそう

いうことも必要じゃないかな。そのためには地区というテーマの中で平尾議員に

も言いましたけども、やはり地区のまずコミュニケーションというものを町が一

生懸命タクトを振ってそういう誘導といったら失礼ですけども、そういうことに

持っていく。そしてそれぞれがそれぞれの個性をもった地区に少しずつ変貌しな

がら、トータル的にはすばらしい福祉ゾーンが智頭町内にできるということにつ

ながってくるんじゃないかな。そんなようなことを考えております。 

  要するに、これからの社会は、何度も申しますけども本当に役場だけのサービ

スでそれでいいかどうかということであります。役場だけのサービスというのも

限度がきております。これは智頭町だけじゃなくて全国的に。それを役場だけで

片づけようと思うと、必ずサービスが不行き届きになってしまう。それでは困る

わけであります。でありますから、智頭町は地区の皆さんにもう一度福祉の助っ

人と言いましょうか、福祉の手伝いと言いましょうか、地区にあってのそれぞれ

がいきがいを見出しながらやっていく。それを町が一生懸命応援するという、そ

のほうが確実に浸透するような気がいたします。またいずれこの問題についても、

議員の皆さんともいろんな意見を聞いたり、また私の思いも伝えていきたいなと

思っております。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  １１番、大河原昭洋議員。 

○１１番（大河原昭洋）  地区振興協議会とかそういうことで地域内のコミュニ

ケーション等々をいろいろと考えながら、地域に応じた福祉ゾーン的なものをつ

くり上げていくんだということで答弁でしたけども、ちょっと私が先ほど言った

話をさらにもう少し突っ込んでいきたいんですけども、やはりそういう各地区に

やはりコミュニケーション的なものをつくるということになりますと、やはり先

ほど言いましたような機能訓練用の運動器具をやはり配置してみるということ

もすごいいいことだと思うんです。やはりそれをやろうとすると、通常の運動器

具よりはかなり割高のようですし、やはりかなりの高額な機械のようですから、

そうなると大きな予算が必要になってくるということがわかりますし、個人個人

の機能状態をデータ管理したりとか、またそれをそれに基づいていろいろ指導す

るインストラクターをするということになると、そういうことでも人的な予算と

いうことも当然必要になってきますんで、とてもとても本町だけではできないと



いうふうに私も思っております。 

  しかしながら、先般県議会に出向きまして、西川県議会議員の一般質問を私ち

ょっと傍聴させていただきました。その中で、県知事の答弁に、やはり健康寿命

の延伸対策として次年度の当初予算に向けて具体的な検討に入ると。モデル地区

等も検討していくというような、かなり踏み込んだそういうような答弁がされて

いました。 

  現在、先ほど言いました森のミニデイの取り組み、これまでは居場所づくりと

いうような位置づけで展開をされていったわけですけども、それの森のミニデイ

の今後の発展系として、さらにそういうところに行ってみたいねとちょっとやり

たいなというふうに思ってもらうような運動器具もしくはそういう機能訓練が

できる。さらにやはり魅力度もアップしていくと思うんです。だからやはりそれ

がちょっと足が痛い、腰が痛いというふうな方がそこに行ったことによって楽に

なった。例えばちょっと歩くのに支障があった方が歩けるようになった。そうな

ってくるとやはり、口コミでまた広がっていったりといったことになりますので、

そうなるとやはり、町長がおっしゃってました智頭町らしい福祉という、オリジ

ナルの福祉というのが実現できるんじゃないかなあというふうに私は感じてお

ります。 

  知事の答弁にもありましたように、やはり県に対して、智頭町をそのモデル地

区に指定していただくようにぜひとも行動を起こしていただきたい。これは町長

のお考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  まず、機能訓練の器具ということでありますが、これな

かなか器具をそろえても、じゃあ本当に使いこなしていただけるかというのはな

かなか難しい面が実はあります。例えば、地区のことばっかり言いますけども、

例えばある地区にそういう器具を設置する。そうしますと他の地区の人が「ちょ

っとあの地区に運動しに行こうや」そのためには、例えば今まで自分のことしか

考えなかった人が「じゃあそこまで連れて行ってやろうか」とかそういう別の地

区の人がですね。地区と地区のいわゆる交換といいますか、６地区に全部器具を

そろえるとなかなかこれは大変なことだと思います。そういう仕掛けも考え方に

よってはできるかもしれません。いわゆる地区ごとの交流といいますかそういう

部分ですね。 



  それから、智頭町は森のミニデイ、那岐にもできました。今私は森のミニデイ

というかそういうものに対して非常にバックアップしなきゃいかんという思い

もありますし、既に県からも智頭町の森のミニデイというのは、福祉部長等々皆

さん智頭町は福祉というテーマの中でよくやってるということでお褒めの言葉

をいただいておりますんで、当然、県の中にも智頭町をモデル地区というような

においは何となく伝わって既に来ております。また近いうちに、福祉部長にお会

いすることがありますんで、恐らくそういう話も出てくると考えておりますんで。

何はともあれ、そういう県とのタイアップあるいは補助金的なこともありますん

で、大いに私は県にもむしろ手を挙げてでもやらなきゃいかんなというテーマだ

と思っております。 

○議長（酒本敏興）  １１番、大河原昭洋議員。 

○１１番（大河原昭洋）  現時点では、この場ではなかなかやりますよというこ

とはなかなか言いづらいところもあろうかと思いますので、その辺はしっかりと

私たち議会でも研究させていただきますし、執行部でもしっかりと研究をしてい

ただきたいというふうに思います。 

  やはり健康寿命の取り組みは先ほど言いましたように生活の質の低下を防ぐ

ということもありますし、社会的な負担そういうふうな軽減する観点からも、重

要課題であるのは町長も認識をされているというふうに思いますので、目に見え

る形で前に進めていただくことを強く要望いたしましてちょっと時間の関係も

ありますので、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

  百人委員会のあり方についてですが、百人委員会は智頭町の自立と持続を目指

し、住民が身近で関心の高い課題を話し合い、これを解決するための政策を行政

に反映させる目的で、平成２０年に設置されました。 

  そこで一つ目の質問ですが、今年度で９年目を迎えていますが、これまでの課

題と評価をどのように捉えているのか、町長に伺います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  私が提唱しました百人委員会につきましては、本年で９

年目を迎えるということであります。先日１２月１日に一般の企画提案会を実施

し、１０事業の提案が、また６日には中学生及び農林高校生からの３事業の企画

提案をいただいたところであります。 

  さらに、本年度は鳥取大学の学生による企画提案があり、年々進化し続ける中



で、幅広い年齢層からの提案を受けることができ、一定の成果が得られたと確信

しております。 

  平成２１年から２７年度までの７年間で９４事業の提案があり、そのうち５３

事業を採択し、事業を実施してきたところであります。 

  実施事業の中には、まちの施策として取り入れたもの。それから継続事業とし

て取り組んでいただいているもの。また、百人委員会としての事業から独立して、

それぞれの団体で取り組んでいるものなど、この活動を通じてまちのことをより

広く、深く考え行動する町民がふえたことは、町の貴重な財産であると考えます。 

  一方、課題といたしまして、新規部員の加入が少なく、新たなアイデアが出に

くい状況があるということも認識しておるところであります。 

  また、毎年企画提案を行うことが負担とならないよう、百人委員会という組織

のあり方及び企画提案についても、部員の方とも十分協議していくこととしてお

ります。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  １１番、大河原昭洋議員。 

○１１番（大河原昭洋）  平成２１年から２７年までの間に７年間で９４事業の

提案に対して５３事業が実施されたと。その中には町の施策、継続事業となった

もの、それから独立事業としていろんな智頭町に貢献してきてくれているという

ふうな答弁でした。 

  まず、評価というふうな点から、社会的な効果と経済的な効果というところを

踏まえてちょっと質問をしたいとは思いますけども、まず社会的効果においてで

すが、メンバーの中には高齢者と定義される６５歳以上の方も数多くいらっしゃ

います。百人委員会の活動によって、そういう高齢者の方がいきがいを見つけら

れたということもあるようですし、これは先ほど言いましたような健康寿命とい

う観点からも、医療費の抑制効果につながっているんじゃないかなというふうに

も思っているところです。別の言い方をすれば、間接的な行政コストの縮減につ

ながっているというふうなことにも言えると思います。これは、数字にはなかな

かあらわしにくいことではありますけども、少なくとも社会的効果として、高齢

者が元気になるということに対するメリットというのは、何だかの貢献をしてき

たんじゃないかなというふうに思っておるところです。 

  経済的な効果という面からしますと、木の宿場プロジェクトで見られますよう



に、町内でしか使えない地域通貨杉小判が町内の商店で流通した効果というのも

あったと思いますし、きょうも傍聴席にはマスコミの方もいらっしゃるようです

が、マスコミの注目度が高かったということによりまして、新聞・テレビによる

情報発信ということになろうかと思います。やはりゴールデンタイムで特にＮＨ

Ｋ何かで放送されたのが何回かありますけども、こういうことが行われたという

ことは、やはりそれだけ莫大的な経済効果があるというふうにも言われておりま

すし、やはり何といいますか、智頭町のブランド的な価値の向上に十分貢献して

きたというふうにも思っております。この部分にかんして町長ちょっと一言見解

いただけますか。その私の思いに対して。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  いろいろこの百人委員会については、何と言うんでしょ

う。だんだんだんだん今言いましたように、部員が少なくなってきておるという

状況があります。 

  正直に申しますと、この百人委員会に入って一生懸命まちのためにあるいは地

域のために頑張ってくれておられる方は、本当に目を輝かせてやっていただく。

反面残念なのは、百人委員会にも入らない、ただ批判をするということです。こ

れは、正直に言いますとこれ私に対する批判というものがネックになっておるん

じゃないかなと。本当は百人委員会でも入ってまちのためにいろんな意見を出し

たいけども、今の町長じゃなあということも正直あろうかと思います。 

  そういういろんなそのしがらみの中で、そうは言いながらも、この大人だけの

百人委員会は、今言いましたように鳥取大学が加入してくれました。鳥取大学は

全く智頭町を知らない人間が、真っ白な思いでいわゆるいろんな県外から来てい

る子どもたちが、知らないまちを将来９３％の山をもったまちは将来こうあるべ

きじゃなかろうかとかいろんな提案をしてくれる。それからご存じのように、中

学生。中学生が自分たちのまちは自分たちで何とか頑張らなくちゃという、今か

らそういう地元の子どもたちが考えてくれる。 

  そうなりますと、多岐にわたっていろんな発想が出てくる、これを我々は謙虚

に受けとめてやる。要するに提案をくださいということは、とんでもない発想が

出てもそれを我々はこんなもんできるかというんじゃなくて、これをどうやった

ら実現できるかというのが、まちの役場の使命であろうかと思います。要するに、

提案をしてください。いいアイデアを出してくださいということを言ってるわけ



ですから、それをこんなもんできるかいこんなもんできるかいでモグラのように

モグラたたきをやったんじゃ、これは百人委員会というのは何の意味ももたない。

私はそう思っておりますんで。奇抜なアイデアと、それでも難しいけども役場職

員が一丸となってそれを実行すると。ここに全国でも例を見ないこういう手法が

あるんじゃないかなと思っておりますし、経済効果、おっしゃいました注目をと

いう、確かにマスコミの書いていただくそういうことで、かなり智頭町はいいこ

とにつけても悪いことにつけても、非常にマスコミに出るということ。それを、

なるほどこういう見方があるんだな、あの町長は目立ちがり屋だからマスコミに

どうたらこうたら。何か狭いことをおっしゃる方もいるんだなとそういうことも

実は経験しておりますが、決して私が目の当じゃなくて、百人委員会から出たい

ろんな意見がこのまちをつくっている。ならば自分も入ってそこで活躍していた

だければ、もっともっといいまちができるのになとそんなことも思っております。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  １１番、大河原昭洋議員。 

○１１番（大河原昭洋）  時間がなくなってまいりまして、冒頭、町長の愚痴も

ちょっと入っとったようですけども、確かに新陳代謝がどんどんどんどん進んで

いけば新たな提案もどんどんどんどん出ていくということであります。ここはほ

んに大きな課題なのかなというふうにも思っております。 

  ２番目の質問です。 

  今後の方向性としてどのような展開を考えているのかということをお聞きし

たいと思います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  百人委員会の今後の方向性であります。これまでの「住

民が、身近で関心の高い課題を話し合い、これを解決するための政策を行政に提

案し、実践する」という百人委員会の趣旨を熟知し、それを踏まえた上で常に進

化した枠組みを継続できるよう、展開していきたいとこのように考えております。 

  来年１０年目を迎えるに当たり、これまでの実績評価と課題を十分認識して、

中学生、それから農林高等学校、鳥取大学、新たに小学生の参加ということも考

えており、これは県外の大学ですけども、そういうのを智頭町でやってみたいと

いうようなお話もきております。一般とあわせて、幅広い年齢層からの提案をい

ただくことにより、今後の智頭町のまちづくりに生かしていくことを期待してお



るところであります。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  １１番、大河原昭洋議員。 

○１１番（大河原昭洋）  来年１０年目を迎えるということで、これから実績と

かそういう課題を踏まえて、小学生の参加等もまた検討していくというような趣

旨でした。 

  時間がありませんので、すみませんけど、百人委員会に参加していただいてる

方々というのは、一般の住民の方で仕事をお持ちの方が、仕事が終わってそれで

参加されていろんなその事業をやりながらやっているということもありますの

で、やはり温かみのある行政ということを心がけていただきたいというふうにこ

れを申し上げまして、私からの質問を終わります。 

○議長（酒本敏興）  以上で、大河原昭洋議員の質問を終わります。 

  次に、谷口雅人議員の質問を許します。 

  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  議長のお許しをいただき、通告済みの質問を行います。 

  まず、鳥取県森林環境保全税についてお伺いします。 

  本条例は、鳥取県が施行期限を設けて制定した目的県税で、課税額は、年間県

民一人当たり５００円、法人は事業規模により１,０００円から４万円、年間収

納税額が１億７,０００万円相当となっております。この条例はまさに、文字ど

おりの効果を求め、森林がもたらす恵みの一つである良質で安定した水を末永く

将来にわたって継続するために、大多数の受益者である下流域の県民の理解を得

て実施されています。ここに本条例の崇高な精神に改めて敬意を表するとともに、

さらなる充実と継続を願うものですが、先に述べたとおり施行期限が設定されて

おり、その期限の平成２９年度末は迫ってきております。源流域の智頭町として

この条例をどう認識し、どう考えているのか伺います。 

  この条例に関しては、県議会９月定例会の一般質問で取り上げられましたが、

条例を制定し、課税、収納者である鳥取県と森林域の智頭町とは理念は共有する

ものの、立場が異なります。まちとして、鳥取県に対し対応も含め、町長のご所

見を伺います。 

  以下は質問席にて行います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 



○町長（寺谷誠一郎）  谷口議員の鳥取県森林環境保全税についてであります。 

  鳥取県では平成１７年度から、全ての県民が享受している森林の公益的機能を

持続的に発揮させるため、森林環境を保全し、森林を守り育てる意識の醸成や保

安林や竹林の整備等を推進するため、「森林環境保全税」を導入し、これを財源

とする事業を推進いただいており、本町においても、竹林整備、作業道開設の事

業に活用しているところです。 

  先月２３日に、旧山形小学校において、森林環境保全税を活用した事業の一つ

である「とっとりグリーンウェイブ森林環境フォーラム２０１６ 鳥取の林業夢

語り」が開催され、多くの町民にご参加いただいたところであります。 

  県民の皆様がご負担された税を活用した事業は、本町にとっても極めて有意義

なものであり、今後も積極的に活用することにより、源流のまちとしての責務を

果たしてまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  積極的にということであるんですけれども、この問題に関

する限りではないんですけども、源流域と下流域との非常にある意味せめぎ合い

もあるわけでして、課税ということにつきまして、理窟抜きに課税を喜ぶ納税者

は精神的にいろいろな思いをもっておられる方についてはあろうかと思います

けれども、基本的には嫌だなと思われるのが普通であろうかと思います。 

  この部分を考えますと、下流域の県民の理解を得ているということを前提の中

にこれがあるわけですが、この税がもたらす大きな恵みというものは、ひとしく

県民も理解をしているところではないかと推測をするわけです。これはどれぐら

い下流域でそのことに対して認識をされているかということを、ある程度我々が

踏まえてかからんことには、源流域のエゴに終わってはいけんわけですので、こ

この部分というものを踏まえて、やはりいま一度下流域の県民、そしてこの意義

というものを語るべき場面が必要ではないかと思います。加えてこれから先、源

流域の鳥取県三大河川の上流のまちとの協調というものが不可欠であろうかと

思うわけですが、そのあたりのことについて町長のご所見を。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  当然この智頭町としましては、この税というのは非常に

大事であるかと思います。昔は、以前ずっとずっと昔は、下流の方はそれほど今



議員がおっしゃるように理解度は低かったと思いますが、近年になって言葉の中

に海は森の恋人ですかね。ということで、海の魚もやはり森があってこそ森の水

が海に流れてきたからこそ魚が育つんだというような認識に、海のほうでもかわ

ってきております。ということは、我々上流のものがきれいな水を下流に提供す

るということも、だんだん下流の方も自覚してこられた。鮎の生息についてもそ

うですし、濁った水で鮎は育たない。そういうことも下流の方も徐々に理解され

てきたと、このように感じております。 

  そういった意味で、この税が今おっしゃるようにでき上がる、税ができ上がっ

たときにも、智頭町といたしましても目いっぱい県のほうにお願いした経緯を覚

えております。そういった意味で、この下流に対する理解度ももっともっとアピ

ールしながら、この税が消滅しないように頑張らなきゃいかんとこのように理解

しております。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  私も議員になりましてから間もないころだったように思い

ます。この条例が本腰の状態でなかったときに質問させていただいた経緯があり

ますけれども、今は既にそれが本当に税として認識をされ、制度として確立をさ

れておるというふうに認識しておりますので、その部分に対する心配とかいった

ことはないわけなんですけども、やはりこの税というものがもたらす恵みという

ものを恩恵というものを感じるまちの一人としては、この税が充実あるいは期限

がまた設けられたとしてみても、限りなくロングスパンであることを願うもので

す。 

  そういったことについて平井知事の答弁によりますと、２９年度半ばごろには

議会のほうにその方向性を示したいというふうにおっしゃっておられたわけで

すが、そのことについてやはり源流域のまちとしてはモーションを起こすべきで

あるというふうに感じます。増税増税といいますのは非常に心苦しい面もあるん

ですけれども、それによって得ている恩恵というのは下流域の県民にも当然ある

わけでして、認識がちょっと甘かったかもしれませんけれども、確認をしており

ませんが、森のようちえんの県の補助についても本税が活用されているむきの話

を聞きました。確認をしていないものでここで断定はできませんけれども、そう

いったことも含めて、市内のほうから通っておられる子どもさんに対しての恩恵



もまたあるという、この税の恵みというものは、県民として源流域も下流域も共

有しているんだという認識はもてているんじゃないかと思います。何としまして

も、智頭・若桜・三朝・日南、こういった形の中で源流域のまちと協調していた

だく中で、これが議会も後押しをせなきゃいけんのかなあと思いますが、そうい

ったことについて町長として、また現状としてはどうでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  おっしゃるとおりであります。今谷口議員がおっしゃっ

たように、森のようちえんの県からの事業費の中に一部含まれておることも事実

でありますし、それからおっしゃるように日南と三朝と智頭町。これはもう源流

のサミットということで毎年３町が集まって、千代川上流それから日野上流、そ

れから天神川の上流ということで、やはり智頭町だけじゃなくて、鳥取県の中で

もそういうタッグを組んでこの税の問題に対してはかなり勢いよく知事に向か

っていくと。知事のほうも、今回、ある議員が質問なさった際に、税の引き上げ

について非常に慎重な姿勢をというようなお話もございましたが、恐らくこの税

が消えることはないと思っておりますが、要するに税の増税ということですね。

今５００円という中で、私はもう少し頑張ってもらってもいいんじゃないかなと

いう意味で、日南それから三朝、智頭町その源流サミットの中でも三つの町が組

んで、三つの町というよりももう全体で、知事に頑張っていただくようなそうい

うアクションは起こすという気持ちをもっております。 

  以上です。 

  ○議長（酒本敏興）  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  人頭税の性格をもっておりますので、制度導入された当時

の県民の総人口と現状とでは、もう既にかなりの差が生じてきておるわけです。

そういった意味合いもってして、人頭税である以上やはり一定の税額確保をする

ということになりますと、増税または事業規模によっては企業の理解を得る形の

中での増税になろうかと思います。私個人的には、本来はこれは国がやるべき問

題であろうかと思いますが、国がいいますところの石油炭素税とのバランスがあ

るということの中で、施行にはまだ踏み切られていませんけども、我がまちも全

国森林環境保全税創設に向けての会議に加盟しておるわけですけれども、そうい

った動きもあるわけですが、それはそれとして目の前に迫りつつあるということ

の中で、具体的にそういったことを踏まえた協調というものをぜひ町長にお願い



をしたい。また、議会も必要ならばそのことに対するアクションも議長の名のも

とにぜひやっていくべきであろうかというふうに考えております。そういった中

で、状況としては来年度末ということが迫っておりますので、対応を一つよろし

くお願いしたいと思います。 

  次に、日本１／０村おこし運動、通称ゼロイチ２０年目の評価と今後について

伺います。 

  本事業は、集落にソフト事業を対象に交付金という形で助成する、当時として

は画期的な事業として始まり、事前審査の手上げ方式は、まさに集落の意識と活

性化を引き出す好事例として、平成１１年に総務省の大臣表彰を受けております。 

  この事業のスタートに当たり、取り組む集落とそうでない集落とでは将来明ら

かな差が生まれるであろうとアドバイザーからの指摘どおり、現実のものとなっ

ている面をかいま見ます。集落振興協議会から地区振興協議会へと発展、その評

価と展望はどうか、町長のご所見を伺います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  日本１／０村おこし運動が平成９年度にスタートして、

実施集落においては、都市との交流やそれから特産品の開発といった、自主的そ

れから主体的な取り組みが芽生えるなど、新たな住民自治システムが根づきつつ

ある中で、地域においては依然として過疎化・高齢化が進行するなど、地域活力

の低下が懸念され、この運動を継承・発展させていくことが、喫緊の課題となっ

ていました。 

  その中で、それまで集落単位で育んできた草の根の住民自治を地区レベルにま

で拡大する、ボトムアップの運動を基本として、地区単位のゼロイチ運動へと発

展してきたところであります。 

  平成２０年度に、山形地区振興協議会及び山郷地区振興協議会が立ち上がって、

平成２２年度にいざなぎ振興協議会と翌年の平成２３年度には、富沢地区振興協

議会と土師地区振興協議会が運動を開始し、現在５地区の振興協議会が行政と協

働して、地域課題の解決に向けて取り組んでいるところであります。 

  それぞれの振興協議会では、地域の特色をいかした森林セラピーロードの開設

とか、防災マップの作成とか、森のミニデイなどに取り組み、着実に成果が見え

てきていると実感しているところであります。 

  また、平成２３年度末には小学校を統合し、５地区にあった小学校の利活用に



ついても、地区振興協議会が中心となって活用についての検討を行い、企業誘致

や企業研修の受け入れなど、地域の特色をいかした取り組みが進んでいるところ

であります。 

  さらに、１／０村おこし運動も、ホップ・ステップと進んでいく中で、平成３

０年には、最初に地区振興協議会を立ち上げた山形地区、山郷地区の振興協議会

が１０年を迎えることになります。今後の新たな展開を見据えて、町が進めてい

る福祉のまちづくりの視点から、十分に検討していきたいこのように考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  先ほどの町長にもありましたように、山形・山郷が助成期

間というふうに私はあえて言いますが、事業終了が２年度後というふうに迫って

きております。加えて、いざなぎ振興協議会がそろそろ卒業の時期が近くなって

きたということを踏まえますと、地区振興協議会のいわゆる発足しておりますと

ころの半分以上の地区が事業終了を迎えるわけでして、そういった中で次のステ

ップをはっきりとデザインとしてイメージする時期に私はきているんじゃない

かと思っております。 

  あくまでゼロイチといいますのは、私の認識ではありますけれども、これは助

成事業としての期間としての部分が１０年間であると。１０年間を過ぎると終了

するんだという意識をもっておられた方がおられたようですけれども、そうじゃ

なく私は決してないと思っております。いわゆる高速道路でいいますと、本線に

乗りますところのいわゆる助走路であると。ハイトップで走るそのための助走路

である。それが１０年間のある意味少し長い目で見た、地域づくり村づくりの計

画を後押しをするものであるというふうに認識をしておるわけでして、補助期間

の事業終了をもって全てが終わるかのごとく考えておられる方がおられるのが

私としては残念なんですが、町長としてはその辺のところどういうふうにお考え

でしょう。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  ときはどんどん過ぎていくわけでありますから、この１

／０運動、あるいは地区振興協議会等々、このときの流れるのをただぼんやり見

ておるというわけでなくて、その都度その都度いわゆる新しい発想に立ってこれ



を継続していかなきゃいかんと。このイズムを消さないような、そういう施策を

当然必要とされるということであろうかと思います。１／０運動に端を発して、

小さな集落がどうやって１０年後の自分たちの集落をつくるか、そういう思いの

中で、それが今度は今言いましたように進化して、地区今度は全体の地区を見よ

うということに変貌してまいりました。そうした中で、私は１／０運動の中で地

区にいわゆる変貌して、すばらしい事業がゼロ分の１から起きたなというのが、

智頭町で自慢できる事例を皆さんもご存じですけども、防災マップですね。あれ

こそが、今、防災福祉マップというような呼び方にかわってきておりますけども、

小さな集落がお互いに顔を見合わせながら、万が一のときには「俺があのおじい

ちゃんを助けたる」「私があのおばあちゃんのところにまずすっ飛んで助けてあ

げよう」というようなそういう生き様が、この防災福祉マップからゼロ分の１の

そのすごい何て言うんですか。いい意味の事業が展開してステップアップしてき

たんだなと。こんなふうに思っております。 

  そういった中で、いずれにしましても智頭町のよさというのは、ゼロ分の１あ

るいは地区振興協議会とお互いに小さな地区ごとに顔を見合わせながらいきて

いく。これが基本であろうかと思っております。そういった意味で、今谷口議員

のおっしゃるこのゼロ分の１あるいは地区振興協議会をご心配というか熱望し

ていただく気持ちには、大いに私も賛同しておりますんで、質問よりちょっとず

れてきたかもしれませんけども、気持ちはそういうことであります。 

○議長（酒本敏興）  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  理念を共有していただいとることにつきまして、私も非常

にうれしく思うものでございます。 

  実は町長も出席をしておられましたが、先月、琴浦町におきまして地域医療の

学会がございました。私もそこにおらしていただいて勉強させていただいたんで

すけども、地域医療の報告の中で、日南・西伯・岩美・智頭町の発表の中に私は

びっくりしました。振興協議会という存在が地域医療の世界にもう既に取り込ま

れていた中で、各病院が取り組んでおられると。このことについては、あそこで

あの学会であのようなことが出るとは私自身はっきりいって思ってもおりませ

んでした。それぐらい、地域医療にせよ、あるいは地域福祉にせよ、これから先、

智頭町が始めたこの集落振興協議会からスタートした地域づくりというものの

考え方が、こういう場面にまで広がっておるんだなと。本家としては逆に、もう



ちょっとねじを巻かなきゃいけんのじゃないかというふうに部分を感じたわけ

です。これについては、本当に驚きました。先ほど町長にもありました、県の支

え愛体制づくり、防災マップがまさにそれであろうかと思うわけですけども、私

としてはここでいま一度スタートしたときのもう一つ前のスタイルであるとい

うふうに認識をしておられるかもしれませんけれども、やはり集落ゼロイチ、こ

の事業を私は再開していくべきではないかというふうに感じつつあります。 

  過去の失敗事例の中に、二つの町内会が途中で事業から脱落をされました。こ

れは、非常に大きな集落が二つ脱落をされたわけです。そこには考えまするに、

原因があったのではないかなと思うのは、集落として取り組む部分としては大き

過ぎたのではないか、パイとして。そういう部分を考えますと、成功事例の中に

いろいろある部分の中にあるのは、パイがある意味小さい集落のほうのほうが、

非常に活発化していたんじゃないかというふうに思うわけですが、集落ゼロイチ

の再開ということについて、町長そのあたりのところはいかがでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  まず先般、琴浦町で開催された地域医療、要するに鳥取

県の病院をもつまちが全員集まりまして、そこで会があったわけでありますが、

まずこの会というのは、自治医大の出身である梶井先生という今自治医大のドン

と言われる方でありますけども、この方も智頭病院に若いときにいらしたという

中で、病院はまちづくりだよと。病院は地域づくりだよと、こういうことを常日

ごろからおっしゃっておる先生であります。私も尊敬する先生でありますけども、

そういうことで谷口議員がおっしゃるように、もう既に病院をもつまちがこうや

って手を組んで、それぞれの情報等々発表しながら、お互いに医療の立場で切磋

琢磨をするということの会でありました。 

  それからゼロ分の１というのは集落を中心ということで、今谷口議員が、少し

パイが大き過ぎたんじゃないかということであります。確かにそういうことも原

因があったと思いますけども、そのパイは大きい小さいは抜きにしまして、私は

今地区という言葉を盛んに出しておりますけども、一番根元になるのは当然集落

であります。集落なくして地区はないわけですから、決して集落を厳かにするつ

もりは全くありません。むしろ地区を地区で束ねていただくためには、集落をし

っかりもう一回見直すということも当然あろうかと思います。そういった意味で

は、この何ていうんですか、谷口議員がご心配の旨の、余りパイを大きいところ



からいくと小さいところが隠れて見えなくなるんじゃないかという思いでしょ

うが、これは私も大事なことだと常日ごろ思っておりますんで、これ集落をいわ

ゆる基礎にした、集落を土台にした地区振興協議会ということにはかわりありま

せんので、そのあたりは万全な注意を払いながらこれから進めていきたい。この

ように思っております。 

○議長（酒本敏興）  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  集落のもつ機能というのは、もう向こう三軒両隣という世

界ですので、これこそ本当の意味で、地域づくりが結果として見やすいところが

そうはないんじゃないかと思うぐらい、私としては重視しております。 

  この私が考えますところの、このゼロイチというものが、ある意味全国に認知

され、そして成功事例としてなったことの一因の中に、この事業というものをス

タートさせようじゃないかという状況の中で、集落という概念をどこに置くかと

いうことで話があったということを聞いております。当時、集落というのは大字

の世界、町内会の世界で語られておったのが、ほぼ行政としての枠組みであった

というふうに聞いておりますが、ここで初めて集落の中の小字。大字の中での小

字も１集落として認定して、事業対象の集落として扱おうではないかという形が

確立された時点で、この事業が成功の歩みの道を得たんじゃないかと私は認識し

ております。やはり大ぐくりでいきますと、どうしてもそこの部分にすき間がで

きてくると。そこをこの小字の部分というのは完全にとは言いませんが、補完す

る部分はあったというふうに認識をしております。 

  そういうことを踏まえまして、これから先ゼロイチというものは地区振興協議

会、集落振興協議会というものがダブっていても、これは重層的に平行していっ

て、決してどちらが足を引っ張り、どちらが上で下でということの存在では私は

ないと思っておりますので、その辺のところについて、いま一度ご所見を伺いま

す。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  我がまちには８７の集落から成っておるわけであります。

おっしゃるように、集落を決して無視することはできない。集落あっての地区で

あると。これを基本的な考えはかわっておりません。ただ、この集落８７の集落

をまちが全て網羅しようとするとなかなかこれは８７もありますから、なかなか

難題なことであろうかと思います。 



  そういった意味で、集落はいわゆる目を離さないことは事実でありますけども、

その地区において、地区の皆さんが今度は自分たちの地区の集落を大事にすると

いうことです。これは大事なことですので、今谷口議員がおっしゃったことは、

改めて私も地区振興協議会の皆さん、あるいは財産区議員の皆さん、あるいは公

民館の皆さん等々そういう地区の集まりの場で、改めて皆さんの地区の集落をま

ず目を向けてほしいという提案をいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  ２０年。二十歳を迎えたわけですので、もとにかえること

も足元を見かえすことも必要でありますし、また将来を展望する大きな節目であ

ろうかと思いますので、この辺については町長、認識共有しておりますので、ぜ

ひとも大胆に進めていただきたい、こう思います。 

  最期に、智頭町における定住環境の整備と支援策はどうかについて伺います。 

  人口減少が避けて通れないことは、今さら議論する必要はありませんが、将来

に対する施策によってその数字に変化をもたらすことは、智頭町の取り組んだ８

年間の成果の一つとしてあらわれています。 

  人口減少対策に具体的表現として移住と定住が熟語として使われるようにな

った近年、移住環境の整備は、県などの支援もあり、制度的にはかなりの整備が

できつつありますが、既に町民として暮らしている町民に対し、流出防止の一工

夫が必要と考えます。みずから考え、自立を目指す地域づくりの必要性を感じま

す。この質問は、前の質問とも重複する部分もありますが、その具体策がありま

したら町長のご所見を伺います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  先ほど述べたとおりでありまして、谷口議員のみずから

考え、自立を目指す地域づくりの必要性、その具体策、それから定住環境と支援

策について、こういうことであろうかと思いますけども、今先ほどお話しいたし

ましたとおり、１／０村おこし運動というのは智頭町の原点であることには間違

いありません。でありますから、集落及び地区振興協議会の運動を通して、地域・

集落全ての地区が、行政と協働して地域の課題に邁進していくということであろ

うかと思いますんで、先ほど申し述べたと同じ意見になりますけども、議員おっ

しゃることはもっともだと理解いたしましたので、そういう体制をとらせていた



だくということであります。 

○議長（酒本敏興）  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  先ほど大河原議員の質問にもございましたが、百人委員会、

これは一つのまちが町民の視点を借りた行政の進め方として、非常に大きく評価

もできますし、先ほどのゼロイチも同様であろうというふうに思っております。

この部分というものがまちのいわゆる姿勢であるということの中で、移住者を迎

えることは当然あるわけですけども、その移住者でない、以前からずっと住んで

いる町民の皆さんがこのまちに誇りをもって日々暮らせる環境づくりというも

のが、どちらかと言えばかすんでいるのかなというふうに私としては思うわけで

す。それなりの施策それぞれの施策はいきいきとしてある部分があるんですけど

も、もう少し、そこの部分に不足部という表現を入れました。やはり住むという

ことには、そこにくくりつけられて嫌々住むんではなしに、やはり自分自身が誇

りをもって、ここに住むには本当に楽しいあるいはこれから先も夢も語れる環境

があるからなんだと。ただ単に先祖伝来だからと嫌々住むんではなしに、そうい

った部分というものをつくっていただきたいな、表現していただきたいな、ある

いは提案をしていただきたいなと思いますので、その辺のところいま一度お願い

します。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  要は、移住者という言葉も出ましたけども、それはさて

おきまして、この地に生まれた方、あるいはこの地にお嫁さんに来て年寄りにな

られる方、要するに、智頭町で今まで住んでいただいた方が、本当に智頭町でよ

かったという思いをもってどれだけもってもらうかがまちづくりの私は原点で

あろうかと思っておりますので、そういった意味では、いわゆる智頭の地元の方

を疎遠にすることは相成らんと。そういう中で、今地方創生というテーマの中で、

移住策というそういう課題も出ております。それをうまくミックスするようなそ

ういうことを注意深く検索しながら進めていきたい。このように思います。 

○議長（酒本敏興）  ７番、谷口雅人議員。 

○７番（谷口雅人）  前の質問の中に平尾議員のほうからも行政視察における東

京都奥多摩町のことがありましたが、私もちょっと目を引くことがございました。

ひと・まち・しごと総合戦略の基本戦略の基本目標３の中に、施策２として「地

域（自治会等）ということにおける女性の活動の充実」という部分に非常に私は



目を引きました。これ百人委員会にも相通ずる部分がございますし、これは一つ

の環境づくりの中に、女性の視点のまちづくりっちゅうのは意味あることである

というふうに思っております。ヒアリングがありまして、最高１事業当たり１,

０００万円までの部分ということの中で、結構百人委員会と相通ずるものをもち

ながら、女性の視点というふうに限定的ではありますけど、表現が具体的にある

というのは、私としてはそこの時点で議員も皆さん知っておりますけども、私と

しては目を引くものでありました。その辺のところも含めて、これから先、幹部

の中での議論として共有していただけて具体化できましたらということで、時間

がありませんので、以上で質問を終わります。 

  終わります。 

○議長（酒本敏興）  以上で、谷口雅人議員の質問を終わります。 

  暫時休憩をします。 

  １３時開会です。 

休 憩 午前１１時５１分 

再 開 午後 １時００分 

○議長（酒本敏興）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、徳永英太郎議員の質問を許します。 

  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  まず、１０月２１日に発生した震度６弱の鳥取県中部大

地震により被災された多くの皆様にお見舞い申し上げます。一日も早い復旧と、

もとの生活が取り戻されますことをお祈りいたします。 

  それでは、通告に従いまして大きく二つの質問をいたします。 

  初めに、障がい者に優しいまちづくりについてお尋ねいたします。 

  障害者基本法では、その第１条に「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、

等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである

との理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者

の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地

方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援

等のため施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参

加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする」とあ



ります。 

  障害のある方にとって、気軽にまちの中に出ていくためには、トイレが大きな

ネックとなります。一番身近なトイレの例を今回は例にとりましたが、本町にお

ける障がい者のトイレの現状をどのように考えておられるのか、町長にお尋ねい

たします。 

  以下、質問席にて質問いたします。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  徳永英太郎議員の障がい者に優しいまちづくりについて

お答えいたします。 

  お答えのように、障がい者に対しては優しいまちでなければならないことは言

うまでもありません。町内の公共施設の多くが障がい者用トイレを整備していま

すが、十分でないことは認識しております。今後も、未整備の公共施設について

は、必要性や優先順位を検討しながら整備をしていきたい、このように思ってお

ります。 

○議長（酒本敏興）  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  多くの公共施設が整備をされているというふうに言われ

ましたけど、私はそうは思わないんですね。役場で言えば１カ所、センターに１

カ所。近くではそれだけではないでしょうか。あと私が確認してる限りでは、あ

と公共的な施設で病院とか学校とか別としまして、身近な施設と言えば、役場と

かこのセンターみたいなのもすぐ浮かんでくるんですが、そこには各１カ所であ

ります。 

  役場については、わかりやすいトイレのマークや表示がありますけども、この

センターについては、自動販売機が影になって確認しづらいんですね。それもや

はり、本当に真の意味では優しいまちづくりにはならないと思うんですね。障が

い者に対応したトイレといいますのは、車椅子で入れてというのが前提だと思い

ますんで、洋式に改良されているからそれでいいというふうではないと思うんで

すね。 

  第３条を見ますと、第３条の１に、「全て障害者は、社会を構成する一員とし

て社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」

そして２番目に「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての

選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられな



いこと」とうたっております。 

  活動に参加する機会を妨げるものであってはならないと思うんです。そのこと

を第６条に「国・地方公共団体の責務」として次のようにうたってるんです。「国

及び地方公共団体は、第１条に規定する社会の実現を図るため、前３条に定める

基本原則にのっとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的

かつ計画的に実施する責務を有する」というふうに書いてあるんです。この文言

について町長はどのように認識されておりますでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今徳永議員がおっしゃるとおり、第３条等々定めたとい

うことでありますが、当然これは否定すべきものではございません。しかし、そ

うは言いながらも、本町のみならずなかなか全て完璧に網羅というのは正直なか

なかできてないのが現状ではなかろうかと。今おっしゃったように、そのトイレ

だけしてもそこにトイレに行くまでのスロープとかそういうことになりますと、

なかなか古い建物に急遽そういうことをやっても、なかなかうまくいかない部分

があります。また、昔のことですから狭い等々いろんな状況がありますんで、お

っしゃるとおり完璧とは決して申せないということで、議員がおっしゃるとおり

それは間違ってないということはお認めいたします。 

○議長（酒本敏興）  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  先月でしたでしょうか、赤十字奉仕団で郡の身障者の運

動会にボランティアで参加したんです。本町では車椅子の方おられなかったです

けども、他町から車椅子の方が来ておられて、本当に一般の方と同じように、同

じようにといったらちょっとあれですけども、本当に楽しそうに運動を、あくま

でも障がい者のための運動ですから、過激な運動ではないんですけども、本当に

いきいきと運動されてた。これに共感を受けたわけでして、そのためにはやはり

どうしてもトイレというのが一番現実的な問題になってくるんです。 

  だから今回はあえてトイレのこと言いましたけども、それとともに、駐車場に

ついてもやはり身体障がい者用の駐車場といいますか、ハートフル駐車場という

んですけども、町長ご存じでしょうけども、役場の国道べりにあります。それか

らセンターのところに入り口にも１カ所あります。このたび役場の裏側に２カ所

できました。この緑のこういうマーク。こういうマークがついてるんですね。で

すからすぐわかるんですけど、これは身体障がい者とかにかかわらず、いろんな



障害をもってる方が使っていただけるというふうな駐車場なんですけども、利用

できる方、これは鳥取県はハートフル駐車場というふうに言ってますけども、こ

れは県によって違うそうでして、島根県は思いやり駐車場ですし、岡山県はホッ

トパーキング岡山駐車場というふうな呼び方をしてるそうです。利用できる方は、

身体障がい者、知的障害、精神障害による歩行が困難な方、あるいは発達障がい

等により歩行に介助者の特別な注意等が必要な方ということで、また要介護・要

支援認定を受けた高齢者または難病患者等で歩行が困難な方、こういう方も５年

置きに更新ができると。さらに、一時的に歩行が困難であったりということで、

けがをされている方、例えば松葉づえをついている方とか妊娠されている方、こ

ういう方も車椅子で出かけるときにはこのマークをいただければその駐車場が

使えるということで、本当にこれはどういますか、障がいのある方とか自分でな

かなか動きがつらい方には本当にいいと言いますか、使い便のいい駐車場だと思

うんですね。 

  初めトイレのことを言いましたけども、トイレについてもそれからこのハート

フル駐車場についても、町長が常日ごろ言っておられるやはり福祉のまちづくり

ということに通じてくると思うんです。それで、先ほども言いましたけども、や

はり町公共団体の責任として、やはり総合かつ計画的に実施する責務をもつとい

うことですから、いきなりやってくださいといってもそれはなかなか無理なこと

なんで、やはり計画的にこういう施設を改修といいますか、改造といいますかし

ていくことは必要なことじゃないんだろうかなというふうに思うんです。改めて

町長のお考えをください。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  もう議員のおっしゃるとおりであります。要は弱者に優

しいまちでなければならない。そういう観点から今申しましたように、町内の公

共施設の多くは障がい者用トイレを整備しているにもかかわらず、まだまだ十分

でないということは私自身も認識しております。それから、今申されましたセン

ターのは非常に確認しづらいというご指摘をいただきました。そういうことの小

さいことがとても大事だと思いますんで、そういう面でも、神経を集中させて弱

者に優しい、光を当てるようなそういう思いで事業に当たりたいと。これからも

必要性や優先順位を検討しながら整備をしていくということになろうかと思い

ます。 



○議長（酒本敏興）  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  確かにちっちゃいことなんですけど、役場の前のハート

フル駐車場は少し勾配があるんですよ。傾斜がね。あれもやはり障がいのある方

にとってはハードルになるんじゃないかなというふうに考えますし、それからこ

のたび新しくできた、本当に新しくできたことについてはそれは敬意を表します

し、ですけども屋根もあるんでこれは本当にいいんですけども、役場に入るには

ちょっと車椅子で遠いんです。裏からずっと回って入ってこなきゃいけんという

ことで。ですから、センターに入るについても中の小さいところを歩いていかん

と、車椅子で通らんといけんみたいな感じになるんで、せっかくつくっていただ

いたんですけどもちょっと使い勝手が悪いかなみたいな気はしております。 

  それと、病院にあるハートフル駐車場も７台分用意してあるんですけども、雨

避けがないし、ですから小さいことですけども、障がいのある方にとっては、車

から出て車椅子で傘を差していくまでにそれなりの時間がかかるんです。そうす

ると、雨が降ったりしてるとやはりどうしてもぬれてしまうということで、私は

できたらもっと近くにあるひさしの中、今はどういうんですか、ピロティでもな

いし、ちょっと歩けるような形にはなってるんですけども、ああいうスペースに

そのハートフル駐車場があれば、障がいのある方や一時的に歩行困難な方にとっ

てはやはりありがたいんじゃないかなあというふうに考えるんですけども、病院

の駐車場については確認はされて、わかりませんですね。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  病院のその７台ということでありますけども、申しわけ

ないですけども正確に今ぱっと出ません。それとおっしゃることはよくわかりま

すし、間違いないと思いますけども、今はいわゆる弱者に優しい光を当てるとい

う、これは日本の常識的な問題になります。ところが以前は、なかなか弱者に対

しても光がなかなか当たらなかった時代、そういうときに建てた建物というのは、

本当にもうまるで無視した建物なわけであります。戦後建てて。そういうところ

に、やはりこの今の時代にそこをしようと思ったらなかなかこのスペースも取り

にくいということ、それから全く新しいまちづくりを今、更地からやれというと、

割りと今おっしゃることは完璧に近くできると思います。そういった意味のハン

デをもっておりますんで、決しておろそかにしないで、これから私も早速、病院

の７台というところも見ますし、それからセンターの見にくいというところも見



ます。そういった一つ一つをクリアしながら、この障がい者に優しいまちづくり

というテーマでやりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  ちなみに、このハートフル駐車場の利用証を、これは今

まで町で１５０ほど出てるんだそうです。ですから、１５０というとなかなかそ

れが多いんか少ないんかというのは判断がしづらいんですけども、１５０人の方

がこのハートフルの利用証をもっているということなんで、そういう方たちにと

っては、非常にありがたいまちづくりになるんではないかなと思います。 

  それで、続いて地域防災計画においても、各地区の公民館あるいは各集落の公

民館は、やはり一時避難所に指定されているんです。ですから、その災害のとき

にも、どういう方がいつ避難して来られるかわからないことになりますと、身障

者の方のためというだけでもなしに、特に高齢者、足腰が悪い高齢者の方もおら

れます。そういうふうな方たちに対して、公民館が建てられてからかなり年月が

たって古くなって、改修せないけんなという公民館が結構あると思うんですね。

そういう公民館の改修に対して、町として何らかの助成制度みたいなんができた

ら、この改修も、洋式トイレとか身障者用のトイレとかの改修も進むんじゃない

かなとは思うんですが、この考えにはいかがでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  各地区公民館につきましては、今後改修をしていくとい

うこととしております。 

  また各集落の公民館につきましては、先般、福祉懇談会でご意見が出ました、

具体的に。そういうご意見を踏まえて、トイレの改修を初め、段差の解消や手す

りの設置など、障害のある方や高齢者が利用しやすい施設となるよう、希望する

集落に対して、現在新たな補助制度の構築を進めております。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  今の答弁を聞いて、本当に障害のある方や高齢者の方は

ありがたいなというふうに思われると思います。 

  それでは、次の質問に移らせていただきます。 

  児童・生徒の運動部の活動について、教育長にお尋ねをいたします。 



  生涯にわたってスポーツに親しみ、体力の向上や健康の増進を図るとともに、

個々の自主性、協調性、責任感、連帯感などの育成を図ることができ、豊かな人

間関係を築くなど、健全な育成を図ることができる大変有意義な教育活動である

と考えております。しかし、少子化による児童・生徒数の減少、顧問教員数の減

少、専門性を有する顧問教員の不足、生徒のニーズや保護者の要望の多様化など、

課題がたくさんあると考えますが、どのような認識をお持ちか教育長にお尋ねを

いたします。 

○議長（酒本敏興）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  徳永議員の児童・生徒の運動部活動についてお答えをし

たいと思います。 

  この件に関しましては、平成２３年１０月に中学校のほうから、運動部の活動

を幾つか見直ししたいという提案がありました。この提案を受けて、中野ゆかり

議員、また徳永英太郎議員に、２４年に同様の一般質問をお受けしたところであ

ります。 

  まず、少子化による生徒数の減少でありますが、生徒数の減少により生徒にと

って部活動の選択肢が減ること、団体競技でチームが組めなくなることは非常に

深刻な問題であると認識しております。智頭中学校の生徒数は、平成２２年、２

２１名でありましたけども、翌２３年には１９５名と２００名を割り込み、その

後も平均すると、毎年１０名ずつ減り続け、今年度１４８人という現状でありま

す。この１４８というのは、中学校の中でも小規模校に属するわけです。今年度

から小規模校扱いとなっております。この間、平成２４年度に部活動に関する見

直しを行い、２４年から２５年にかけて男女のバスケットボール部、水泳部、剣

道部、この４つの部の部活動を廃部としております。 

  次に、顧問の教員の中でも、専門性を有する顧問教員の不足についてでありま

す。中学校の部活動の第一義的な狙いが、スポーツや文化及び科学に親しませ、

学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資することであることを考えますと、

顧問教員の専門性はあるに越したことはありませんが、一部の運動部を除けば難

しいのが実態であります。ただ、生徒の安全面や教員の負担の軽減のためには、

顧問教員の不足はあってはならないことでありますので、智頭中学校では、土日

にも大会等の活動がある運動部と吹奏楽部について、全ての部で複数顧問制を取

っております。 



  また、中学校の教員の負担を軽減し、専門的な視点から技術指導を行えるよう、

現在運動部に２名、これは野球と女子バレーでありますけども、２名の地域指導

者をお願いしているところであります。 

  続いて、生徒のニーズや保護者の要望の多様化についてでありますけども、生

徒数の減少とは逆に、生徒のニーズや保護者の要望、どちらもニーズですけども、

多様化の傾向にあるのも事実です。現在智頭中の生徒の中で、学校外の体育的な

活動をしている競技種目は、バドミントン、競泳、水球、硬式野球、サッカー、

空手道があります。これらの活動に参加する生徒の多くは、中学校では陸上部に

所属し、学校外での活動のない日は、陸上競技を通して運動能力の向上に取り組

んでいるところであります。なお、これらの競技のうち、中学校体育連盟主催の

公式大会であるバドミントンと水泳については、中学校長名で大会への参加申し

込みを行い、引率教員をつけて大会に参加させています。 

  智頭中では、中学校教育の使命である、生徒に確かな学力、健やかな心と体を

育成するということを実現するために、部活動は学習指導とならんで重要な活動

であるという認識のもと、特に力を入れて臨んでおり、智頭中に部活動がない競

技の大会参加についても、保護者の要望を受け入れながら最大限の配慮をしてい

るところであります。 

  今後も生徒数の増加がなかなか見込めない現状ではありますけども、実態とし

て新たな部の創設は考えにくいのも事実です。しかしながら、生徒、保護者の多

様なニーズに対して、その都度、中学校と教育委員会とが協議しながら前向きに

対応していく所存です。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  想定された答弁ではありますが、ここに和歌山県の中学

校部活動のあり方に関する有識者会議というのがあるんですね。これはまとめで

ちょっと厚いんですけども、概要を見ますと、課題として今言いましたけども、

少子化による生徒数や顧問教員数の減少、それから同じことを言いますけど、専

門性を有する顧問教員の不足、生徒のニーズや保護者の要望の多様化、一部に勝

利至上主義による弊害、それから生徒のバランスの取れた生活や成長の確保、顧

問教員の多忙化、なくならない体罰・不祥事ということで、課題としてこういう

課題があるということは、智頭でもどこでもそれは変わらないと思うんです。 



  ただこれは和歌山県ですので、いろんな学校を有するんで考え方はちょっと変

わってくるかもしれませんけども、本町は小学校も中学校も１校ずつあるという

ことですから、学校間の子ども同士のやりとりとか何とかというのは、ここでは

考えなくていいんでしょうけども、中学校の運動部活動のあり方に関する課題の

整理と今後の取り組みということでは、いかにその部活動の狙い、これを生徒、

教師、保護者が再確認をするか。それから活動の方向性をどのように持っていく

か。運動部の活動を支える環境の整備をどのように考えるか。運営体質の充実、

学校、生徒、保護者が共通する理解の場での設定ということですね。 

  それから、中学生の発達段階に応じた望ましい指導のあり方を、どのようにや

ったらいいかというふうなことはこれは１町に１校であっても、これは考えてい

かなければならない問題であると思うんですね。特に、発達段階ですので、朝か

ら晩まで毎日毎日ということは、子どもにとっての発達に余りいい影響はないと

思うんで、そこら辺をどのように指導をしていくかということも課題にはなるん

じゃないだろうかと思うんです。 

  中学生の発達段階に応じた望ましい指導のあり方なんですけども、せめて１週

間のうち１日は休養日を設けるとか、あるいは練習時間は１日何時間を目途にや

るのかみたいな、余り細かいことを決め過ぎてはいけないとは思うんですけども、

ある程度そういう方向性を持っておかないと、本当に部によっては極端な方向に

走ってしまうという、そういう恐れもないわけではないんですね。そのあたりを

教育委員会や学校や保護者が、どのようにしたらいいかということを考えるとい

うことも必要なことじゃないかと思うんです。これについてはいかがでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  先ほどお話にありました指導のあり方ですけども、部活

動のあり方、方針決定については、１町１中学校であることから、毎年部活動実

施要項、こういうものを定めて教員の中では情報共有する。それから、これを元

につくりました部活動オリエンテーション資料。こういうものを生徒、保護者が

見て、部活動の狙いやルール、活動時間、休日の練習等を定め、顧問教員と生徒

たちの共通認識のもとに節度ある部活動の運営をしているところであります。 

  教育委員会としましては、中学校の学校経営方針を尊重しながら定例の校長園

長会、月に１回設けておりますけども、この中で十分な意見交換を行い、必要な

指導もその都度行っているところであり、大きな組織になりますと、指針という



ようなものを設けるまちもありますけども、智頭町にあっては、こういうような

実施要項で対応しているというのが現状であります。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  部活動の実施要項があるからというお話ですけども、今

までに言ってきたようないろんな問題点を解決するために、有識者といいますか

そういう方たちに、目的や意義などを含めて、部活動のあり方について教職員や

保護者、いろいろな立場の有識者の方々の意見を聞くなど、本町としての考え方

を集約しておくべきではと考えます。 

  先ほどの話では、部活動の実施要項があるから１町１校だしいいんだよという

ことでしたけども、もしものとき万が一のときにはそういう要項ということでな

しに指針みたいなものがあって、それをそれぞれの立場で確認した上でやってお

けば、もしもがある意味では防げるんじゃないかなというふうに考えるんですけ

ども、有識者会議のあり方といいますか、設置についての考えは考えられないも

んでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  この部活動の実施要項につきましては、毎年見直しを行

っております。その都度都度、時代に合う実施要項というものを定めて運用して

いるところであります。先ほど出ました有識者でありますけども、どういう方が

有識者なのかということはちょっと疑問になるところですが、中学校では学校評

議員会を設けております。このような中でもこういう体育活動、それから文化活

動、こういう部分もいろいろと評議をしていただいているところです。 

  また、定例の教育委員会におきましても、定例的に学校のほうに赴いて、学校

長なり教員のほうから、そういう実態も把握しながら対応しているところですの

で、今のところは実施要項を設けて要項がこうだからということで、がちがちに

いきたくはないという気持ちであります。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  何でもかんでもそういう要項とか何とかつくって、がち

がちに固めてという意味ではありません。我がまちの宝である子どもたちがすく

すくと成長するために、みんなで見守るべきではなかろうか。その上での一つの



考え方でありますので、ぜひまた考えを新たにしていただいたらと思います。 

  終わります。 

○議長（酒本敏興）  以上で、徳永英太郎議員の質問を終わります。 

  次に、高橋達也議員の質問を許します。 

  ２番、高橋達也議員。 

○２番（高橋達也）  議長の許可を得ましたので、通告に従って順次質問をいた

します。 

  初めに、今般の大麻事件の反省と対応について町長にお尋ねをいたします。 

  事件を起こした本人に非があることは当然でございますが、これに至る過程に

おいて、町として反省すべき事項をどのように認識しているのか、町長の見解を

お尋ねいたします。 

  以下は質問席にて行います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  大麻事件の反省と対応ということでありますが、大麻草

の栽培等に関して、県と連携しながら監視や指導を行ってきましたが、今回の事

件はまことに残念としか言いようがなく、町民の皆様に多大なご心配をおかけし

ていることを本当に心苦しく思っております。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  ２番、高橋達也議員。 

○２番（高橋達也）  今の答弁中ですと、町長の以前からたびたびお聞きしてお

る所感と言いますか、お気持ちを述べられたというふうに思いますが、反省とい

う意味では余り意味合いがなかったかなという気がしますがどうなんでしょう。

こういうところがもう少しうまくいっとったらよかったかなとか、いろいろ思い

があるんじゃないかとは思うんですけども、その辺いかがですか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  この事件は、全く予期せぬ寝耳に水のような、そういう

状況でありました。町と県が責任を持って監視をするエリアについて、そこから

別の大麻が出たのか、あるいは監視以外の、防犯カメラや柵をした、その外から

起こった件なのか、正直我々には全くわかりません。そういった中で反省という

ことですが、当然私も今言いましたように大変心苦しく思っておると。しかし全

容がわからない中で、どう対処していいか非常に戸惑っておるのが正直な気持ち



であります。ただ、本当に心苦しく思っておることは事実でありますし、別にわ

かっていることを隠すとかそういうことも全くありません。今言いましたように、

町民の皆さんに多大なご迷惑をかけておる。大変心苦しく思っておる。これが全

ての私の気持ちであります。 

○議長（酒本敏興）  ２番、高橋達也議員。 

○２番（高橋達也）  町長もよくご存じだと思うんですが、１１月３０日に県議

会があって、本会議の答弁で知事が「県として反省すべき点が多々あった」とい

う答弁をされておるんです。ですから知事とすれば、反省すべき事項が多々あっ

たという認識を公にしておられるわけで、本来、町長も何がしか反省の思いは持

っておられるんだろうと思いますが、今答弁中にありました、全貌が明らかにな

っていないからということがありましたけれども、本当は私は町長なりの反省の

弁をそろそろ述べられる時期でもあるのかなという気はあったもんですから、質

問したわけです。これ以上はきょうは触れませんけれども。 

  もう一つ、なぜこういう意図の質問をしたかというのに、ちょうど今地元新聞

の読者の方が投稿される今月のテーマが、反省というテーマでいろいろ募集して

載せておられます。その中に、新聞社がその読者コーナーに、この１２月のテー

マは反省ですよという意味の投稿を呼びかける中に、「反省なくして進歩なし」

だと書いてあります。まさに私はそういうことだろうなと思って町長にお尋ねし

たわけです。いずれそのうちといったら語弊がありますが、町長なりの反省の弁

が聞けるであろうと思いますから、またその機会をお待ちしますが、本当はきょ

う何がしかの反省が聞きたかったというところであります。 

  次にいきますが、町は県が栽培免許の取り消しを行った当日に、ホームページ

で町民にお知らせを行っております。告知端末で放送されたということですが、

ちょうど私聞いてなかったんですが、恐らく同じ内容の放送をされたんじゃない

かと思います。そのホームページの中に「今後、捜査状況の詳細が判明次第、改

めて町民の皆様にお知らせしたいと思います」となっております。このことが先

ほどの町長の答弁の中にも、意味合いとして含まれておるんだろうと思って聞き

ましたけれども、私が思いますのに、要は、今後捜査状況の詳細が判明するとい

う時期は誰しもわからんのです。意外に早くわかるかもしれませんし、結構長く

てそんな事件があったなというころに判明するんかもしれません。いずれにして

も、詳細が判明してから改めて町民にお知らせするということがどうかなと思う



んです。ちょっと対応が遅いのかなというふうに思っております。 

  そのホームページのお知らせの後も、我々町民は、議会は先般も説明がありま

したけれども、報道によって状況を把握するのみなんです。ですから新聞報道、

それから１１月下旬にテレビでも放映されましたけれども、ああいうことを通し

てのみ今の状況がわかるという状況なんで。ですから、捜査状況の詳細判明とい

うのを待たなくても、本当は現時点における町の反省事項の表明ですとか、先般

全協で我々には説明がありましたが、交付した補助金の内容、内訳ですね。今後

の扱いの方向性、地元特に八河谷になりますが、対応方針など、順次町民に情報

提供すべきじゃないかと思うんです。この点について町長の見解をお尋ねいたし

ます。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今高橋議員のご質問は、正直申しまして、傷口を金のた

わしでこすられるような、非常につらい気持ちで今こうやって答弁をさせていた

だいております。決して私は逃げるつもりはありませんし、素直に全く、今回の

件は例えば県警であれ、そういう面では多少なりともいろんな情報が入ってくる。

しかし今回は、国の麻薬Ｇメンという国の組織で事が進行しております。それに

ついて、我々はどうやってそういう情報を得ていいのか、県すらなかなかわから

ない。ましてや新聞社の方もどこまでわかってらっしゃるか。これもわからない。 

  そういう中で、反省はと言われても、その反省のこれこれこうでこういう状況

であった、これは本当にという真相がわかってのことになれば、私も素直にこう

いう点、こういう点、こういう点ということを申し上げると思いますが、全く状

況がわからないという中で、反省の弁が聞けないということはちょっとつらい部

分があります。 

  また１０月２３日、即、八河の皆さんに申し込みをして、八河谷住民２０名の

方がお集まりでした。私どもは町長、副町長、総務課長、企画課長、山村再生課

長、それから主事の國岡、この６名で八河に公民館にお伺いいたしました。産業

用大麻の栽培に至った経緯、これは経緯は説明はできました。なぜ、どういう思

いで産業大麻の認可を知事から受けたか。これは、まちづくりの戦略という意味

でお答えいたしました。しかし事件の経過については、なかなかわかりづらい面

がありましたので、わかる範囲ででしたけどもこういう事件が起きたんだと、こ

れを県の福祉部長から私は直に連絡を受けて初めて知ったというようなこと、こ



れ以上なかなかお話が前に、どうお話ししていいかわからない。わからないこと

はわからないわけですから、という状況でありました。 

  今後の対応についての協議は、いろいろ八河の住民の方からお話がありました。

それを逐一メモいたして、大きく言うと今後の農地利用等について、まだ詳細が

よくわからない。しかし、詳細がわかってどういう状況かというような点になっ

たら、また対応しなきゃいけないというようなことで。それ以上は本当に申しわ

けないですけども、町民に説明しろと言われても説明のしようがないんですね。

非常に私も正直、高橋議員がおっしゃるように、反省とそれから捜査状況の詳細

についてと言われてもお答えができないということで、議員はご不満かもしれま

せんけども、詳細がわかって判決が下る。どういう判決かわかりません。それに

とって、またご説明をする機会がある。 

  それから、県の補助金についてでありますが、県のほうからこうきた。今回こ

の議会に上程しておるわけですから、それを町民の方にまだ議会も納得していた

だかないのに、町民の方にどうこうというのはちょっと何か寂しい気がするなと。

要は反省しろということでしょうけども、反省はしております。しかし、しばら

く様子がわからないものが反省しても本当の反省にならないと思いますので、私

は逃げることなく、真相がわかれば、こうべを垂れて真面目に反省すべきところ

は反省する、そういうふうに毅然とした態度で逃げることなく、町民の前でもど

の前でも出ようと思っております。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ２番、高橋達也議員。 

○２番（高橋達也）  さっきの町長の言葉を借りてあれですけども、何か傷口を

広げるような質問を私がしておるっておっしゃいましたけども、私決してそんな

意味合いでしとるもんじゃないんですね。そこは理解していただきたいと思いま

す。 

  それから、捜査状況の詳細を知らせてくれと言っとるわけでもないですよ、私

は。そらわからんわけですから。そこをもうちょっと、そういう意味で質問しと

るんじゃないということだけは、わかっていただきたいと思います。 

  補助金の件も、やっと先般説明があったんですから、まさにおっしゃるように、

これから議決した暁には、何らかの形で町民の皆さんにお知らせされるべきでな

いかと思うんです。ですから、順次その情報提供すべきじゃないかというのが、



私の質問の趣旨ですので。余りぎすぎすとらわれないようにしてください。そう

いう意味で言っとるんじゃないんです。 

  とにかく私、一口で言うと、いろんなことを順次町民に情報提供していくとい

うことが必要であって、そういうのが今風の行政機関の姿勢だというふうに思っ

ております。このことは一応指摘はしておきます。以上で本件につきましては終

わります。 

  次の質問に移ります。 

  綾木長之助翁のマラソン大会記念品の収集展示について、教育長にお尋ねいた

します。 

  ９月議会の私の一般質問におきまして、綾木杯マラソン大会の復活を議論しま

した際に、長之助翁の優勝記念品を、ご家族が本町、または長之助翁の出身地で

ある西粟倉村に寄贈したいということの意向をお持ちであるということを、私が

紹介いたしました。その後改めて意向を確認いたしましたところ、寄贈というこ

とではなくて寄託という意向が強いことがわかりました。優勝記念品は綾木家の

宝だとおっしゃいました。宝なので、一旦は町に寄贈すれば、町のものになって

しまいますから、もしやっぱり返してくださいという気持ちが揺らいだときに、

もう返ってこないと。ですから、預けるという意味で寄託ということをおっしゃ

いました。そういう意味で使い分けとるんですけれども。 

  話の中にお聞きしたのが、東京オリンピックの年に当時、日本陸連の会長が河

野一郎さんがされとったそうです。それから本県選出の代議士の古井喜実さん。

何か招待を受けられたと。ということもあって、特に思い入れが強いんだと、記

念品に対する。ということをおっしゃっておられました。 

  この９月議会でも言ったかもしれませんけど、２０２０年の東京オリンピック

の開催に向けまして、今後スポーツの機運が盛り上がると思います。このスポー

ツ振興のためにも、本町として早期に寄託を受けられて展示を行ってはどうかと

考えますけれども、教育長の見解をお尋ねいたします。 

○議長（酒本敏興）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  高橋議員の綾木長之助翁マラソン大会の記念品の収集展

示についてお答えをしたいと思います。 

  前回の９月議会でした。確かに大会の復活についてお話があり、その中で記念

品の寄贈の話が出てまいりました。明治４２年、当時岡山県の西粟倉村坂根に生



まれられた金子長之助さんが、日本で初めてマラソンという名称がつけられた公

式マラソンレース、第１回マラソン大競争にて初出場初優勝されて、後にこの方

は八河谷の女性と結婚され、八河谷の住民となられて綾木長之助氏となられたこ

と。また、当時からこの長之助氏は郵便配達のお仕事をされ、郵便局員の中でも

評判の健脚であったということは存じ上げております。 

  本町では、この故綾木長之助氏の功績を検証するとともに、青少年長距離選手

の育成強化と町民スポーツの振興、健康増進を目的に、昭和４１年から毎年秋に

綾木長之助杯マラソン大会を開催し、長距離ロードレースの幕あけを告げる大会

として、広く町内外に親しまれてきたところでありますが、平成１６年第３９回

をもって諸般の事情により中止となって現在に至っております。 

  今回、この綾木長之助氏の優勝記念品を本町か、お隣のご出身の西粟倉村に寄

託されたい意向があるとのことですけども、優勝旗につきましては東京の国立競

技場秩父宮スポーツ博物館に保存してあるとの情報もありますし、綾木長之助氏

が優勝されたのが１９０９年、明治の４２年。今から１０７年前ということです

ので、どのような優勝記念品が残されているのか、今もどのような状態で保存し

てあるのかわかりません。 

  教育委員会としましては、綾木長之助翁の偉業を風化させてはならないとの思

いから、町民体育祭の競技種目の中に綾木杯町民マラソンの部を設けて、綾木氏

の功績と名称を引き継がせていただいているところですが、先ほども出てまいり

ました綾木家の貴重なお宝であるこれらの記念品の内容、状態、ふさわしい活用

方法、公開の仕方等、情報と具体案が乏しい現時点で寄贈にせよ寄託にせよ、軽々

にこれらの大切な品々をご提供いただきたいということは、ご遺族に対して大変

失礼であると考えます。したがいまして、今後町体育協会と関係団体とも協議し

ながら、ご厚意に対しどう対応するのか検討させていただきたい、このように考

えております。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ２番、高橋達也議員。 

○２番（高橋達也）  ９月議会のときにもちらっと言ったかもしれませんが、大

体教育長の答弁長いんで、答弁書がそうなっとるせいでしょうけど。前半の部分

はもうどうでもよかったんですね。 

  今おっしゃった、そもそもどんな記念品があるかわからんと。私もわかりませ



ん、そりゃ。全部見たわけじゃないです。ただ、ちょっと目録とか一部分拝ませ

てもらったことがあるんですよ。今覚えとるだけ言いますけど、まず当たり前か

もしれませんけど、選手証。あなたは確かにこの大会の選手ですという選手証。

証明の証です。それから、優勝賞金、その優勝された賞金。何ぼかあえて言いま

せんけど、それが包まれてあった封筒。さっきおっしゃった１１０年近く前の古

いことですから、今のお金にすれば相当な額になるんじゃないかと思いますけれ

ども、そんなんがありました。それから副賞品の目録という書き物がありまして、

優勝旗が２本と書いてありました。ですからそのうち、ひょっとしたら１本が東

京に置いてあるのかもしれませんけど、主催者の新聞社が出された優勝旗。それ

から地元の企業の、ちょっと会社名忘れましたけど２本ありました。それから金

時計、銀びょうぶ、総桐だんす等々、いっぱい書いてあったんです。全部見ませ

んし、よう記憶もしませんし、結構あるみたいなんですよ。 

  何か教育委員会のほうから話を持ちかけるのが、綾木家にとって失礼かもわか

らんみたいな遠慮っぽいご意見があったんですけど、そんなことありゃしません

よ。むしろ向こうのほうがそう言っておられるんですから。どうぞ町のほうにお

預けしますから、展示して皆さんに見てほしいって言っておられるんですから。

その辺気にされんでもいいと思います。体育協会さんやと今後、主に検討してく

ださればいいんですけど。 

  ですから、１回連絡取られて、今後もし展示を検討しようと思ったときに、一

応判断材料の一つとしてちょっと教えてくださいなという感じでもいいじゃな

いですか。一応連絡取られて、よく確認されることからスタートされてもいいか

もしれませんよ。その上で、立派なもんがあり過ぎてとてもとてもすぐには恐れ

多くて、展示はすぐすぐにはいきませんになるんかもしれませんし、いやいやあ

るいはこれとこれとこれぐらいだったら、そう遠くない時期にでも展示の可能性

がありますとか。その辺からスタートされたらどうですか。どうですか、教育長。 

○議長（酒本敏興）  長石教育長。 

○教育長（長石彰祐）  私のほうも当時の記録を見てみました。優勝旗２さおっ

ていうんですかね、２本のほかに賞金。それから、さらに副賞として金時計、荷

車、たんす、銀びょうぶ、万年筆、下駄、草履、酒一斗ですね。そういういろい

ろな品物があって、５１品目あるそうです。賞品は手に持ち切れなんだので、汽

車で佐用駅まで運んで、そこから４０キロの道のりを半日かけて運んだとか、そ



ういうことも記録にあります。 

  どういうような品物があるのか。例えばその優勝旗であったり、表彰状であっ

たり、記録証であったり、そういうようなものは具体的にこのマラソンと位置づ

けが、わりかししやすいとは思うんですけども、たんすを飾ってみてもびょうぶ

を飾ってみても、ちょっとピンとこん。場所と時と場合によると思いますけども、

確かにすごい賞を第１号で取られたということは感じております。先ほども申し

ましたように、今後、町の体育協会等とも協議しながら、この厚意をどう向きに

対応させていただくか検討してまいりたい。接触も含めたところで検討してまい

りたい、このように考えます。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ２番、高橋達也議員。 

○２番（高橋達也）  教育長、最初の答弁で余りどんなもんがあるか知られん言

いながら、結構調べてあるじゃないですか。私以上に実態よう知っておられます。

まあいいです、ありがたいことで。ぜひ前向きに展示が実現するように、進めて

行っていただきたいと思います。 

  今回くしくも八河谷特集のような質問になりましたけれども、展示が進みまし

て町民の皆さんが郷土の偉人、偉業をしのぐようないい機会になって、なおかつ

スポーツ振興になればという思いがありますので、ぜひ前に進めて行っていただ

きたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（酒本敏興）  次に、岸本眞一郎議員の質問を許します。 

  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  先ほどの同僚議員の質問で、町長にとっては非常に生傷

をえぐられるような質問だという話でしたが、私も、この産業用大麻についての

質問をさせていただきます。 

  智頭町に大きな衝撃をもたらした大麻事件ですが、町長と議論を交わすに当た

り、これまでの経緯を述べながら質問を行います。 

  上野俊彦容疑者は元営業マンで、世界５０カ国訪問後、食の大切さに気づかさ

れエコビレッジに合流。大麻栽培免許を保持する会社法人のもと、大麻栽培や麻

マヨネーズの生産に従事していたが、東北大震災後、子どものためには自給自足

の生活がよいと考え、田舎で農業をやろうと思い、群馬県から２０１２年３月智



頭町に移住してきた。 

  そうした中で、智頭町では、６０年前までは麻栽培が盛んに行われていたこと

を知り、産業用大麻で伝統の復活とまちおこしをと、２０１３年に入ってから町

に強く働きかけ、町は大麻栽培免許取得のプロジェクトをスタートさせ、県に申

請を行い、若干の懸念を持っていた知事を説得して、２０１３年４月に免許を受

けた。 

  そして、本格的に産業用大麻を栽培してきたが、２年半後の本年１０月４日に、

麻薬成分の入った違法大麻８８グラムを所持していたとして逮捕された。同時に、

同じ容疑で従業員２人も逮捕された。また同じころ、岡山県、高知県、大阪府で

上野容疑者の講習会に参加をしていた４人も逮捕され、一大センセーショナルな

事件として大々的に新聞、テレビ等で報道され、智頭町の名前が全国に知れ渡っ

てしまいました。 

  このことは町民に大きなショックを与え、許可を出した鳥取県にも大きな痛手

を負わせてしまうことになった。平井知事も、今回の件は反省するところが多々

あると話しているように、本町でも今回事件をさまざまな角度から検証し、大き

く落とした町の信用をどのように回復していくかが急がれると思うが、町長の現

在の心境や関係者等への対応をどのようにするのかなどを質問します。 

  以下は、質問席にて行います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  先ほどの高橋議員の質問にお答えしたとおり、今回の事

件はまことに残念としか言いようがなく、町民の皆様に多大なご心配をおかけし

ていること、本当に心苦しく思っております。 

  私の心境ということでありますが、私はこの年になって非常にいい勉強をさせ

ていただきました。結果的には、上野氏から裏切られたという気持ちが非常に強

うございますが、私自身、私だけが裏切られるのはこれは自分だけが我慢すれば

いいことであって、自分が耐えればいいことであると。しかし、結果的に認可を

していただいた鳥取県の平井知事を、結果的に私が裏切った形になってしまった。

この裏切られるよりも人を裏切る、このつらさというのは本当につらいものがご

ざいます。 

  私の心境としては、当然県に対しても平井知事に対しても本当に申しわけなく

思っておりますし、当然町民の皆さんにこれほどの全国版に載るような、そうい



う事件が起きたことを心から心苦しく思っております。これが私の本当の心境で

あります。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  この事件が大々的に放送されたのは、確か１０月１７日

のＮＨＫの放送だと思います。そのときには町長は、いろんなマスコミから取材

を受けていて、本当にショックを受けたという話をしていましたし、監督責任を

強く感じているというようなことも述べておられます。 

  今回の一つの監督責任といいますか、マスコミもいろいろ報道している中で、

こういう許認可で行う大麻栽培ですね、それを行うにはやはり行政がしっかりと

連携をしながら、監督をしていくことが必要だったのではないかということを指

摘しているんですね。 

  智頭町としても確か、今年度に入ってから本業の大麻の生産というものが思わ

しくない。で、対外的な活動がどんどん盛んになっている。そのことに対して心

配といいますか、ちょっと懸念を持って、そういった対外活動を自粛するように

ということを指導していますが、そこら辺の経緯について少しお聞かせください。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  要は監督責任。これは私が監督でありますから、これは

もう全て私に監督責任があると。これはもう当然のことであります。 

  それと、ただこの監督の中にも、県が指定した場所、町がそれを受けて指定さ

れた場所、ここには実は監視カメラも入っておりますし、柵もちゃんとつくって

あると。という中で、まだこれは決定ではないと思いますけども、内容がわかり

ませんから。少なくとも我々が、県、町が管理しておったその畑からは、薬用の

大麻は検出されていないんじゃないかということであります、違法大麻。あそこ

に栽培しておるのは産業用大麻ですので。それはなぜかと言いますと、たまたま

そこに働いておった人が、これはおしろといいますか、とがめられなかった方で

すが。自分がずっとそのエリアの監督兼町が監督している畑は、全部自分が種を

まいてきたんだと。その中に違法な種は入っておりませんでしたと。だからこれ

はないと思いますということを耳にいたしました。 

  しかし、Ｇメンのほうがご存じのように全部刈り取って、それを県庁に預かっ

ていただきました。町で預かれと言われましたけども、鍵のかかったような場所



で何カ月も置けと言われてもそういうのがないんで、県にお願いしてどっかない

かということで、知事のほうからじゃあ県庁が預かろうということで、鍵のかか

るところに預かっていただいた。その結果はまだ私は承知しておりません。 

  しかし恐らく、我々が管理をしておったところではなかったんじゃないかなと

いうことは外ですね。これもわかりません。外から彼が栽培、別の大麻を栽培し

ておったのか、あるいは誰かからもらったのか。これ全くわかりません。これか

ら判決が出たときに真相がわかるわけですね。もし、そういう県、町、私が監督

責任で町が管理した畑から出れば、これはまた違った意味の責任というものがあ

ろうかと。 

  ですから、何もかもわからない中で私どもも正直悶々としておる状況でありま

す。それゆえに、先ほど高橋議員の質問にもお答えしたとおりということで。ま

ずこの真相がわかってから八河の集落の皆さん、あるいは町民の皆さん等々、や

はり整理してきちっと応対をしなきゃいかんかなと、こんなふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  １１月１８日のＮＨＫの午後７時半、中国地方特集です

ね。フェイスという番組の中で、元麻薬取締官とか現職の方がコメントしとりま

したが、大麻の栽培は免許を持った者しか栽培できない。今回は、体験として一

般の人に植えさせていた。これは考えられないことだというようなことを言って

ました。本来、こういう栽培というものは免許を持った者しかできないという、

そこら辺の指導する、監督する側が本当にそこら辺をきちんと理解していたのか。

そういうものを理解した上で、栽培の指導に当たっていたのかというところらへ

んも、一つ大きな課題ではないかなと考えがあるんですが、その辺はどうお考え

でしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  要は、県から認可権をもらったのは上野氏であります。

これは町に認可したんじゃなくて、個人に認可してもらったと、これが一つ。そ

れから、これ会社を興してますから、八十八や。株式会社八十八やの中に従業員

がいるわけです。その方たちは当然、会社の仕事として種をまく、刈るとかいろ

いろ仕事があるということであろうかと思います。 



  それから冒頭おっしゃいました、この監督責任者としての私が指示しましたの

は、まず第１回目に麻まつりというのが八河でありました。非常に大勢の方が集

まった。ただし、ちょっと不審に思いましたんで、２回目からは中止にさせまし

た。正直言って、ちょっとこれは危険過ぎるなと。 

  それからもう一つは、途中でわかったんですが、彼が非常に珍しい状況ですか

ら。県が個人に認可したというのは。いろんなところから講演依頼がきたと。そ

れについて、彼は颯爽と出かけておったと。それを聞きまして、一切講演はする

なと、まず事業をやれと。粛々と事業をやるのが筋じゃないかということを申し

伝えました。 

  そういうことで注意はしておったんですが、よもやまさか。その過程の中で「君

がもし危ないことをしてくれたら、この責任はすぐ知事にいくんだよ」と、「そ

ういうことは絶対やめてくれよ」と、「そういう大麻を吸うとか、そういうこと

は絶対やめてくれよ」と。そのときに彼は胸を張って「するわけないじゃないで

すか」何回も繰り返しておりました。人間というのはそれ以上追及できないんで

すね。人の心がわからないというのはそこにあるんですね。 

  いつも私が言っております。今回もいわゆる差別。「私は差別なんかしてない」、

「おれも差別なんかしてないよ」と言いながら人の心の内は見えない。これが一

番怖い。そういう意味で、私もまたそういう悲しい場面に直面したと。非常につ

らいものがあります。私が彼を見抜けなかったというのが、恐らく最大の私の失

態かなと。しかし、なかなか見抜けなかったというのが正直な気持ちであります。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  違法大麻の部分については、今町長が言われたように本

当に見抜くのは難しいんですが、許可を受けた産業用大麻ですね。それでも私が

言ったように、本来は許可を得た者しか栽培ができないのに、今回八十八やとい

う会社を全国にインターネットを通して体験ツアーですね。そういうものを募集

して、種まきや間引きをさせていたという事実があるんで、本来はそんなことは

免許を持った者しかできないんだという、国の厚労省のほうは判断をしてますの

でね。そういうとこら辺が実際に監督する側として、そういう法規制をしっかり

理解していなかったという問題があるのではないかなと思うんです。これは合法

大麻のほうの部分ですよ。違法大麻では当然なかなか予測できませんので。 

  そういった課題があると思いますし、もう一つ地元の方が協力をして農地等を



貸したんですね。たまたまちょうど先週、八河谷のほうに私堆肥を持って上がっ

て、そのときに聞いたんですが、自分も農地を提供したと。で、契約をしてくれ

と言ったがなかなか契約をしてくれなかったと。で、最後には町が自分と契約を

したんだと、貸し借りのね。で、つまりその農家の方は町に貸した状況になって

いるというような言い方をしてました。今回、八十八やが溝を深く掘って、これ

から農地として使いもんにならんような状況になっているという話も出てまし

たが、そうした場合に、智頭町が借りてるという形になってますので、そういう

部分については、町が責任を負うような形が出てくるんじゃないかと思うんです

が、そこら辺はどうでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  まず１点は、これは確かに気づいたのが遅かった面があ

るかもしれません。第三者が畑に入る。これを気づきまして、そのエリアでは一

切葉っぱは持って出てはならないという決まりがありますから、全部入る人はテ

ープをズボンとかポケット、持ち出しができないようにテープを張ると。そうい

うような指導はしましたけども、まさか本人が大麻を吸うなんてことは夢にも思

っておりませんでしたので、これが監督の欠如かなと。これはそういう意味では

抜かっておったかなという面があります。 

  それから畑を町がということですが、これは町が借りた形跡はございません。

町が借りるということになると、ちゃんと書類が等々でするはずでありますが、

これは町が借りてないと、こういうふうに自覚しております。あくまで、株式会

社八十八やとその持ち主の方が契約をなさっておると。それからあと２カ所ほど。

それも町が関与しないで、株式会社八十八やとその個人の方が契約なさっておる

という事実ですので、そのあたりは誤解のないようにしていただきたい。このよ

うに思います。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  先ほどの農地のお話は、実際に農地を貸したという方か

ら聞いたんで、それが事実関係はどうかは確認できませんので、とりあえずそう

いう話を聞いたので今話させていただきました。 

  次に、今回補助金を県に返すという話なんですが、多分今度は、智頭町は上野

容疑者にその補助金を返還請求をすると思うんです。けども実際に、今の現状で

は返済能力は多分なくなって、最終的に智頭町が負担をしなければならないよう



な状況が予想されます。そのことに際して町民が、町の失態でそういった補助金

の始末に町費が使われるということに対し、非常に不満を持ってるといいますか。

そういう話を多々聞きますので、今のところはまだ県に返還してこれから請求を

するんで、後のことはまだ仮定の話なんですが、最終的に多分請求しても取れな

いときには、町が負担しなければならないという状況になってくると思うんです

が、そうなったときに町民にある程度しっかり説明をして、納得をしていただく

必要があるのではないかなと思いますが、今後はそういうことに対して説明をし

ていくようなお考えはあるんでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  仮定の話でということでありますけど、当然、私どもは

もう国選弁護士を通して請求は起こしております。そういう中で、この展開とい

うのは全く今のところはわからないという中で、そういうことをやるしかないと

いうことでありますから。町民には説明はいたします、真相という真実という。

そういう中で今岸本議員がおっしゃるように、町民が不満紛々しとるという中で、

そういう私どもは今のところは請求をせざるを得ないと。取れないからやめまし

ょうというわけにはいきません。やはり、きちんと弁護士を通じてという手続は、

踏ませてもらいますということであります。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  次に、高橋議員も言ってたんですが、今回の事件を通し

ての反省ということになると思うんですが、教訓を今後にどのように生かすのか

というところだと思うんですが。今回の事件を通して、非常に町長がリーダーシ

ップを取って免許取得に大きな力を発揮した、ということが見えてくると思うん

です。 

  こうした大麻栽培の免許を取るのが、実際どうなのかと県の担当者に聞いたと

ころ、ある報道によりますと極めて難しい問題だと。本来なら栽培を希望する個

人が県に申請をするんだが、今回は智頭町のバックアップがあったからだという

ようなことを言ってますんで、そうした町が一つ前のめりになったという感じが

私は受けるんですが、その辺について町長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  当然、今回の県から認可されたのは、正直私の存在があ

ったからこそ、知事は私を信用して認可権を上野に与えたと。これは事実であり



ます。もし、上野君が行っても、恐らくこの認可は不可能であったと思います。 

  なぜということになりますと、私は今の世の中を見ておりまして、非常に物す

ごいスピードで進化しておる。物すごいスピードで。極端に言うと、１カ月前に

あったスマホを、もうこんなもの古いと言ってぽーんと捨てる。あるいは昔あっ

たいいものも、こんなもの古いからと壊す。まるで、みんながこぞって宇宙船ヤ

マトに乗って宇宙に行こう、これに乗りおくれると消滅するぞと言わんばかりの、

そういう空気もなきにしもあらず。 

  しかし私は９３％の小さな町、山林の町で責任者をやらせてもらっておる。む

しろ宇宙に行かないで、昔あったものをもう一回よみがえらせる。昔あったもの

を組み立てる。皆さんが忘れ物したものを拾って、またそれを生かす。戦前に麻

というものが北海道から九州までくまなくあった。これも事実であります。そう

いうものをもう一回よみがえらせるということについては、私は耕作放棄地等の

問題、あるいは集落が消滅する、そういう地域にあって、私は戦前のものをよみ

がえらせるということに対しては、これは着眼点として一つはおもしろい計画に

なるんじゃないかと。 

  それからもう一つは、ちょうど百業学校というのをやってます。昔の農家、山

林に住む人たちは、冬は雪が降りますから、冬にはわらじを編んで、そしてそれ

をたくさんつくって、春になったら町に売りに行く、あるいは野菜をつくっては

町に、たきものをつくっては町に売りに行く。キノコを取って栗を拾って町に行

く。そういう少しずつやって蓄積して、１年の蓄えをしておった。その中に、８

０過ぎのおじいさんから聞いた話で、昔は我々も麻をやってたと。麻で網をつく

ったり縄をつくったり、ロープみたいなものをつくったりやってたと。それも蓄

えだったんだというような話を聞いておりましたんで、むしろそういういい意味

で、都会にはできない、田舎でしかできないようなそういうのを率先してやった

らいかがなものかと。これが私の実は思いであります。 

  当然おっしゃるように、私がいなかったら、恐らくこの大麻栽培の許可はおり

ていなかったと。これは正直に私も思っております。だからゆえに、結果的に知

事を裏切ることになって、非常につらい思いを日々送っておることは事実であり

ます。 

  そういった意味で、どういう決着が待っておるかは別にしまして、これを粛々

と真実が明らかになるのを追って、それぞれ謙虚に説明し、町民の皆さんにもこ



うべを垂れということで、知事にはもう、会うたびに申しわけないという言葉を

言っております。もういいよいいよと、この間も会って笑ってらっしゃいました

けども、私の心に、謝るだけでなかなか心はいやせないというのが事実でありま

す。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  そのフェイスの中でもう一つ指摘されているのが、栽培

が事業として成り立つまで、指導する責任があるのではということを言っていま

す。 

  私は９月の決算のときに、大麻栽培のこういう栽培の現況がどうなっているか

ということを質問したときには、把握していないという答弁が返ってきましたの

で、本当に大麻栽培でまちおこし、産業として興すということに町長が夢をかけ

ているんなら、本当に栽培の現状をしっかり把握して、本当に本業として成り立

つような指導体制が必要だったのではないかな。 

  実際には、この間私が話を聞いた方も言ってました。本当に無農薬、無肥料と

いうような方針でやっているので、ほとんどその収量が上がらない。そういう中

で、従業員３人も抱え、自分の生活もしていかなきゃならんということで、多分

対外的な観光農業的なほうに走ってしまって、本業がおろそかになったのではな

いか。それでかえってそのことが、全国からちょっと得体の知れないような人を

呼び入れて、今回のことにつながったのではないかなということが推測されます

ので、そういったものを今後の反省材料の一つとしていただきたいと思います。 

  ちょっと時間がないので、次の質問に入らせていただきます。 

  次に、来年度予算についてですが、智頭町では自主財源が縮小しており、財政

的に厳しい状況が続いています。その中で、２７年度決算に対する監査委員の審

査意見にもある、町税や公営企業を含む累積する収入未済額が１億５,４００万

円にも上っており、これの解消は、自主財源確保や、町民負担の公平を期する観

点からも極めて重要だと指摘しています。 

  また、税以外の各種債権についても、滞納債権が多額となっているところから、

滞納対策本部が推進役となって、滞納債権の具体的な整理の方策を、引き続き検

討することが必要であるとしています。議会の決算承認に当たっても、同じよう

な趣旨の意見をつけています。町として、この未収金解消のための対策をどのよ



うにされるおつもりなのかお尋ねします。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  来年度予算等々についてであります。 

  厳しい財政状況の中で、財源確保及び負担の公平性の観点からも、町税及び各

種税外債権の未収金対策は、町の重点施策と捉えておるところであります。 

  町税においては、平成１９年に設立された鳥取県滞納対策整理機構東部支部と

連携するとともに、平成２５年度からは県と税徴収職員の相互派遣を行うことに

より、高度な滞納整理技法を習得し、職員それぞれの意識改革やスキルアップを

進めた結果、徴収率の飛躍的な向上を見ているところであります。 

  また、平成１７年度に設置した智頭町滞納整理対策本部において、町税のみな

らず各種税外債権についても、関係各所属の情報共有を図るなど、さまざまな未

収金対策に取り組んでいるところであり、本年度中に税外債権を担当する職員を

対象に債権管理実務研修を開催し、滞納整理手法のレベルアップを図ることとし

ております。 

  今後も、対策滞納整理対策本部を中心に、県等の関係機関とも協力しながら、

職員それぞれの意識改革と徴収ノウハウの向上を図り、納付督促を徹底するとと

もに財産調査なども行い、場合によっては差し押さえ、強制執行も辞さないなど、

組織的な未収金対策を強力に推進しております。 

  なお、平成２１年度の滞納繰越町税、９５.７９％、国保税が８２.１１％、２

１年でありましたが、２７年度には町税９７.８０％、それから国保税の９２.

２４と、非常に高い率で職員も頑張ってくれておる事実があります。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

○８番（岸本眞一郎）  町の体制づくりについては、今お話を聞きましたのでそ

ういったところでは理解できます。しかし、この２７年度決算の中で、実は本折

小集落地区改良事業清算金の未精算部分というのが、決算書にのっていなかった

という事実が浮かび上がってきました。約２,１００万円あるという話で。で、

これが決算書にのらない要因の一つには、予算に計上されてないからだと思うん

です。本来なら、こういう未収金があるときには、費目を設けて調定額、未収金

が入るという前提で予算を組み、その現年度に入った金額を今度は引いたものが

次年度に繰り越されるというような形、そういう議会がチェックできる仕組みが



ないと、決算や予算にのらない、ちょっと表現が悪いかもしれませんが、簿外の

ような形で処理されているということは非常に不透明な感じがしますので、今年

度予算にはここのところを予算計上する考えはないでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  この件はもう既に、第３回定例会の決算特別委員会で説

明しております。そういう説明しましたが、予算計上することは考えておりませ

ん。 

  議員もご承知のとおり、よく承知されていると思いますよ。当時、同和対策事

業、智頭町長固有名義の通帳で清算金が管理されていましたが、不適切な管理で

あることから、平成１９年５月３０日付で、一般会計に繰り入れる事務処理をし

たと。これは、１９年５月３０日開催の行財政改革特別委員会で資料も提出いた

しました。以後、清算金については、一般会計へ雑入として、きょうまで事務処

理をしておると。これも議員はご承知のはずであります。 

  そういった意味で、予算計上することは考えていないということであります。 

○議長（酒本敏興）  ８番、岸本眞一郎議員。 

  時間きましたら終わりますんで。 

○８番（岸本眞一郎）  本来、町がもらわなきゃいけない未収金が、予算や決算

に反映されない。で、その返されたお金だけが雑入に入る。そういう不自然な経

理ですね。それが普通の自治体として成り立つような話でしょうか。下手に考え

ると、もう請求権がなくなっているので、表に出しても請求できないというよう

な事情があって、そういうことをなされるのでしょうか。そこら辺何か事情があ

ってのことなんでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  何回してもあれですが、平成１９年私がいた時期でない

かもしれません。前の方のときだったと伺っておりますけども。要は今ではだめ

だからこうすると。あなたも賛成をされた中じゃないですか、議員として、違い

ますか。 

○議長（酒本敏興）  以上で、岸本眞一郎議員の質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

  再開は、１５時。 

休 憩 午後 ２時４５分 



再 開 午後 ３時００分 

○議長（酒本敏興）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、中野ゆかり議員の質問を許します。 

  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  このたび私は、移住定住促進支援の中の住宅支援につい

て質問いたします。 

  現在、町民の人口は７,４２２人ですが、何も対策を講じなければ２４年後の

２０４０年には、本町の人口は３,８７０人になるとの見通しが、智頭町総合戦

略の資料に書かれていました。そして、人口減を防ぐため、２０４０年、人口５,

０００人となる目標を設定し、現在さまざまな施策を行っています。その施策の

一つが移住定住促進支援で、本町に住んでもらうため住宅支援を行っています。 

  さて、この支援制度の対象者は大きく分けて二つに分かれます。一つは移住者

が本町に住んでもらうための支援事業と、もう一つは本町に住んでいる人がこれ

からもずっと住み続けてもらうための支援事業です。そこで質問ですが、一人で

も多くの人口をふやしていこうとするのであれば、移住者と定住者等を分けず、

住宅支援制度を充実すべきと考えますが、町長はいかがお考えでしょうか。 

  以下は、質問席にて行います。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  中野議員の、移住定住促進支援の中の住宅支援について

のご質問であります。 

  本町の移住定住支援制度につきましては、大きく分けてＵＪＩターン支援事業

と、それから平成２４年度から取り組んでいる定住促進対策事業の二つがありま

す。そのうち住宅支援対策につきましては、従来からの支援事業としてＵＪＩタ

ーン住宅支援事業費補助金があり、これにつきましては、町の補助金額の２分の

１の額が県から補助されます。 

  また、平成２４年度から取り組んでいる定住促進対策事業につきましては、以

前も議会の一般質問でお答えいたしましたが、若者の定住対策を積極かつ効果的

に推進するため、智頭町定住促進基金を設置し、交付対象者を広げた住宅支援事

業を既に実施しているところであります。 

  ＵＪＩターン住宅支援事業費補助金についてのみ県補助金の対象となるため、

毎年、県政要望等で定住対策についても補助対象になるよう要望をしておるとこ



ろであります。 

  以上であります。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  例えば、空き家バンクに登録された家に町外者が入居さ

れた場合は、空き家の対象者に対し２０万円の奨励金が出ます。また同じく空き

家バンクに登録された家に町外者が入居され、その家の改修や建設を行った場合、

最大１００万円、改修費用の２分の１を助成するという制度があります。先ほど

町長が申されたとおりです。この制度は、空き家の利活用を推進するには大変有

効な制度ですが、入居対象者を町外者に限定している点において、町民からの不

満の声が聞かれます。 

  実例を申し上げます。兄弟がおられ、長男は家を継ぎました。そしてそのほか

の兄弟も社会人となり、町内で暮らしたいと思い家を探しました。その際、空き

家バンクに登録した家があり入居を希望しましたが、町外者にしか貸すことがで

きないということで、やむなく用瀬や河原に家を借りて、町外から智頭町に通勤

しているとのことでした。また、町営住宅入居の希望を出しましたけれども、所

得が高いからといって却下されたという話も聞きました。町長はこのような実情

をご存じだったでしょうか。またこの実情を聞いてどのように思われましたでし

ょうか、お答えください。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  この空き家バンクというのは、要は、今地方が疲弊して

おると。東京集中になっておる。何とか人を分散させなきゃいかん。それによっ

て疲弊した地方の人口が回復してくるであろうという、地方創生の大ざっぱな言

い方ですけども、そういうことの中で、確かに今おっしゃったような事例が発生

するということもございます。 

  しかし、空き家バンクというテーマの中で、これはあくまでも町外あるいはそ

の町内についてでもありますけども、要はちょっと長男が出てとその辺がよくわ

かりませんでしたけども、所得によって制限されるというのはこれはルールでし

て、確かに気分的にはおっしゃることもわからないではありませんけども、やっ

ぱりルールを外しますと混乱するということがありますので、所得に関係して

云々かんぬんというのは、勝手にじゃあというようなことは控えなきゃいかんの

じゃないかなと、こんなふうなことを思ってます。 



○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  ちょっと整頓しますね。まずは空き家バンクについての

ことを質問いたします。 

  ５人家族がいましたと。で、長男さんが家を継ぎました。その後残ったお二方

は、それぞれやはり社会人となり、家庭を築くというような人生の過程がありま

すね。その中において、後の子どもさんお二人は町内に家を探したいんだけれど

も、空き家バンクは探したと。ですけれども空き家バンクはあいているのにもか

かわらず、町民だから入れないという状況が今起こっているということなんです。

そのことについて町長はどのようにお考えでしょうかという質問です。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  企画課長に。 

○議長（酒本敏興）  河村企画課長。 

○企画課長（河村実則）  空き家バンクでございますが、町内の空き家を有効活

用ということで町が登録しております。結果的にその空き家に入る、入らないは

当人同士の問題でございますので、それについて行政のほうが町内だからだめと

か、そういうことはございません。確かに所有者に対しての補助があるかもしれ

ませんけど、基本的には、入る入らないをそういうところでは区別をしていない

というように、私としては存じております。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  要綱を再度確認していただきたいと思うのですが、これ

は所有者に対して奨励金、町外者が空き家バンクに入った場合、所有者は２０万

円の奨励金をいただくことができます。ということで、やはり対象者、２０万円

を、言えば補助金いただきたければ、やはり町外者に貸すというような方向の支

援制度でございます。こういうことですから、町内者は入れないことないですけ

ど、町内の方が入った場合、その補助金はいただけないことになりますし、それ

に、もしも町外の方が空き家バンクの物件に入られて家を改修された場合は、２

分の１で上限１００万円をいただけるんですが、町内の方が入ってもその補助金

はいただけないわけですね。 

  ですから、こういうところにおいて町外者、町民、定住者ですね、というのを

区分けしているこの制度はいかがなものですかということを私は言っているん

です。その点、町外、町内を問わず、これは県の補助金だからと言わず、県の補



助金の対象者であれば町外者は県の補助金で対応し、町内者であれば町独自の費

用を使ってでも、同じ条件で町内、町外の方の移住・定住を促進するという方向

はいかがですかということを提案させていただいているわけです。その点いかが

ですか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  例えば、町内の定住を希望される方に、覚えてらっしゃ

るでしょうか。町有地無償提供というような当時大胆な発想で、当時はほってお

くと３人若者がこの町から出ていく。それを町有地を無償提供、そのかわり条件

は工務店は大工さんは智頭の人を使う、智頭の材を使うというような条件で３名

入っていただいて、その若者が結婚して６名になって、子どもができたらまたふ

えてきたと。こういう定住策というのはほかに例を見ないような、そういうこと

も実は優遇をしておるわけであります。 

  それについても、ほかにも宅地取得助成事業とか、住宅支援事業、住宅家賃助

成事業、定住就労奨励事業、いろいろ定住も全くやってないんじゃなくて、外部

ばっかりに目を向いておるわけではありません。 

  いずれにしましても、９３％の山を持っている智頭町ですから、これから林業

というものに力を入れいていくのに、地元の若者が林業に従事しないということ

は非常に困るわけですね。いわゆる高齢者になってますから。そういう人たちの

ためにも、外に出ていかないための防止策として、町有林を一部無償提供しよう

じゃないかと。そして、腕に技術を身につけて将来ステップアップしてほしい。

こういう事業も現にどこもやってないようなことを大胆にやっておる事例がご

ざいます。 

  一方で空き家バンク等々、１００万円という確かにそうであります。そういっ

た場合、移住ばっかりに力を入れているわけではないということを、まずここで

理解していただきたい。それから、この外から入ってくる方に対しては、やはり

心細いんですね。見も知らない土地に移動するということは。そういった意味で

も大きく手を広げて、そしてウエルカムという世界の中で１００万円、県として

もそれを大いに推奨するということで、県が半分持つというようなことであろう

かと思います。そういった意味で分け隔てなく、人口増に向かって手を打つとい

うことで理解いただきたいと思います。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 



○５番（中野ゆかり）  智頭町の住民の方から声を聞きますと、智頭町は移住者

に手厚くて定住者である町民には冷たいという声をよく聞くので、私も先ほど町

長が言われたように、移住者だけでなく、町民の方にも幅広い定住支援を行って

いることをお話しします。詳しく知りたい方に対してはパンフレットを持ってい

き、住宅支援事業や宅地取得助成事業、住宅家賃助成事業、定住就労奨励金事業

などなど、本当にいろいろな定住支援事業も行っているんですよということは説

明をさせていただいている次第です。 

  また、先ほど言われたように、町有地無償提供など、本当に大胆な施策を行っ

ているとはいえ、町長考えてみてください。若者が住もうと思って家を１軒建て

られる人が何人いますか。それに住宅改修支援事業に関しても、とても町民の方

には喜ばれておりますが、さあいざこれから家を出て町内に家を探している人に

関しては、改修しようにも家がないじゃないですか。それに家賃助成事業、これ

もですよ、家に入ってからの助成事業ですね。 

  なので、智頭町に住みたいと思った人に関しての助成・支援策というのがない

なと私は感じたんです。それで、空き家があるのに入れない。この状態っておか

しくないですか。さまざま定住策はあります。ですけど、ちょっと手の届かない

ところが、この空き家、家を探す、家があるというところに、まだ定住支援施策

が不十分ではないですかということを私は言っているわけです。その点いかがで

しょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  今、中野議員のお話の中に、町内の住民の方が不満たら

たらであるというようなことでありましたが、何人の方がというのはさておきま

して、今智頭町にはいろんな意味で、かなり移住を希望されている方が入ってい

るわけですね。役場の中にもしょっちゅう相談に来ておられる方を、県外の方を

見ております。そういう面で非常に目立つといいますか、そういうことがちょっ

と気になる方もいるやもしれません。しかし、確かに外から智頭町に住みたいと

いう人は、ほかの町よりも多いような感じがいたします。 

  そういう中で、これはまだもちろんこれからの議員、あるいは皆さんとの相談

でありますけども、三田のパークの跡地に２棟建築であります。それと、これは

私の今勝手な言い分で、もちろん議員の皆さんに正式にテーブルに上げて相談を

する時期が来るかとは思いますんで、そのときに相談させてください。三田のパ



ークの跡地というのが、あと２４棟ぐらいスペースがあるんですね。それを今お

っしゃって、めちゃくちゃにただというわけにはいきませんけども、例えば住む

土地がないと、智頭町在住の方が。そういう方に土地を提供して、そのかわり申

しわけないけど、せめて建物ぐらい自分でつくってくださいよと。建物は自分で

つくっていただいて、造成した土地は無償でという、こういう案も心の中に実は

持っております。 

  そういった中で、すぐ実現できるかどうかは別にしまして、やはり一つ一つク

リアしながら、一つ一つ問題が起きれば、それに向かって解決策を考えるという

ことで、近い将来的には、三田のパークという問題も机のテーブルの上に上げて、

定住、町内の方もどうぞ参加してくださいというようなこともやりたいなと、こ

ういうことも考えております。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  智頭テクノパークに関しましては、私も９月定例で一般

質問をさせていただき、今後住宅がどんどん建っていくということで、若者定住

に結びつけるんだなということは理解はしました。 

  しかしながら、今家が欲しい人に関してですよ、家を建てるまでどこに住むん

ですか。このように新しい住宅を建てることは、一部の人しかできないわけです。

そう思いませんか。今住みたい方に関しては、町内でどこかないかなって普通は

探しませんか。で、探したところに空き家バンクの家があったぞと。だけどあい

てるのに住めないってどういうことだって普通思いませんか。 

  それで、これは先ほどから何遍も言って申しわけないのですが、県の補助なの

でこれは町外者に貸すというような条件なわけですよ。なので、同じ条件で町独

自で補助をつくればいいじゃないですかと私は思うわけです。先ほど私が町民の

声を言った中で、町民が文句たらたら言っているということではないんです。私、

この町民の声って文句じゃないと思うんですよ。町民の声をいかに行政が把握し

てそれに寄り添うことができるか、ということのための声です。ですから、町民

は文句言ってるわけじゃないんです。町にここが足りないからという声を出して

くれているんですからね。 

  なので、私が先ほどから申し上げているのは、定住支援策本当に充実してます。

充実しているんですが、今町民が住みたい家がない。だから出るんです。実際出

てる人がいるんですよということを申し上げているわけです。その点いかがです



か。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  正直どういう方が出られたっていうのは把握しておりま

せんけども、そういう方がいらっしゃるということが現実であれば、１００人の

方に１００人満足していただけるというのが一番ベターでしょうけど、そうはい

かないところもあると。かゆいところに手が届くのが行政ということは承知して

おります。 

  しかし、そういう中で、中野議員が対面された方にとっては非常に残念であり、

住みにくい智頭町だなという不満も漏らされる。これはもう当然だと思います。

そういった意味で、この７,０００余名の町民に対して、非常にかゆいところに

手が届くような、そういう行政を目指さなきゃいかんということはあろうかと思

います。 

  そういった意味で、移住定住、別に分け隔てしておるわけでは決してございま

せん。定住の方にも、そういう三田のパークをこれからどう開発するかとか、い

ろいろ戦略は考えておりますので、今課長が申しましたように、空き家バンクに、

はなから入れないと、あんたは智頭町住民だから入れませんよというのはちょっ

と違うんで、そのあたりを少しご理解いただけるかなというふうな感じはありま

す。 

  以上です。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  それでは、空き家バンクに関しての智頭町空き家活用奨

励金交付要綱というのを読みました。それで移住者という、その移住者の定義な

んですけれども。その要綱に書かれている定義というのは、本町以外に居住して

いたものが智頭町に転入し、それを移住者というというんですね。要するに、移

住者イコール町外に居住していた人が、本町に転入された場合のことなんです。 

  例えばですが、町民が就職のため一旦外に転出しました。しかし、半年もたた

ない間に本町に帰ってきました。さて、この方は移住者なんでしょうか。町長お

答えください。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  企画課長に答えさせます。 

○議長（酒本敏興）  河村企画課長。 



○企画課長（河村実則）  年限ございますが、基本的には移住者ではないと思い

ます。年限に制限がありまして、何年間とかございますけど、基本的なものは数

年例えば大学とかであれば、移住者ではございません。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  転出していた期間が関係するということですか。５年間。

５年以内の方は移住者ではないということですね。 

  それでは、地元の方が結婚されて町外に一旦出ました。それで、そしたら５年

以上経過しましょうか。経過して離婚されて帰ってきました。その方は移住者で

しょうか。 

○議長（酒本敏興）  河村企画課長。 

○企画課長（河村実則）  どういう問答がわかりませんけど、移住者のそこに定

義とかございますけど、いろんなケース・バイ・ケースがございますので、一概

にどうとか私今答えにくいんですが、そこまで移住者について詳細を勉強してお

りませんけど、基本的に、出られた方が今度は帰ってきてどこに住むかですね。

例えば生まれたところに住むのか、別のところに住むのか。そういったもろもろ

の要件が関係してくるんではないかというふうに思います。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  そのほか２０歳まで本町で暮らし、その後数十年にわた

り県外で就職し、定年退職を迎え家族とともに本町に帰ってきました。この人っ

て移住者かっていうような。私が言いたいのは、移住者の定義って何だっていう

ところなんです。移住定住施策と言いますけれども、本当に難しいと思うんです

よね。一言でこの要綱を読みますと、本町以外に居住していた者が智頭町に転入

し、これが移住者って書いてあるもので。やはり移住者ということを、はっきり

と定義というのが必要ではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

  法律的なことは説明して振ってもらっても結構ですので。 

○町長（寺谷誠一郎）  移住者の定義を統一化ということですか。これは難しい

ですね。例えば１年、人によって目的が違う場合がありますね。智頭町に１年ぽ

っきりだけども移住したい。いやいや自分は大体契約では３年だとか。あるいは

永住するとか。いろいろな人がさまざまな思いを持っていらっしゃるということ

ですので、これ移住者の定義を統一化すると、各支援事業の要綱について今言い



ました趣旨・目的・そのほか必要な事項を定めるもので、その中に記載してある

用語の定義については、それぞれ要綱が違うということですね。単に移住者とい

うだけで統一化はできるもんではないと。要するに、要綱についていろいろ違う

わけですからね。だから、何もかもひっくるめて移住者だという統一的なことは、

ちょっとできないんじゃないかなと、そう考えております。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  本当に難しいと思うんですよ。難しいからこそ、移住者、

定住者、町外者、町民分けずにこの定住政策をすればいいんじゃないですか。何

で分けなきゃいけないのか私不思議でしょうがありません。その点いかがでしょ

うか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  何て言われ、してもということですが、突然の奇抜なこ

との質問で私もちょっとよく理解、いい答弁ができませんけども、別に移住者と

定住者を差別する気持ちは毛頭ありません。定住されることもお願いだから外に

出ないでということ。それから移住してくる方も長く町もバックアップしますか

ら、じゃあ移住してきてくださいということである。 

  その中で、移住というテーマと定住というテーマで、いろいろ支援事業の要綱

が決まっておるということですので、これを一緒にして果たしてうまく回転がで

きるのかなと。こういう役場というのは、ある程度ルールがあってそれに沿って

しないと、例えば、極端に言うと、町長の私の独断でああこれもいいよ、やっと

けやっとけ、あんなもんいいじゃないかというようなことになると、ばらばらに

なっちゃうと。本当はこうだなと思いながらも、やっぱりルールはルールで仕方

がないかなというようなことがままあります、いろんな意味で。 

  そういった意味で、今のところ統一というのはちょっと考えておりません。考

えにくいというか、そこまでいっていないところが正直な気持ちであります。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  これを契機に、移住定住それぞれの施策の内容を見直し

てみていただきたいんです。それを分けなきゃいけないデメリットが私は見当た

りません。これを別に移住定住、移住者、定住者分け隔てなくしたほうが、本当

に移住定住の促進につながると私は思うので、ぜひともご検討いただきたいなと

思います。その点はいかがですか。 



○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  突然のことですので、これは移住テーマ、定住テーマと

いう枠の中で研究はしてみるということであります。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  その研究の中の一つとして、この施策を広くＰＲする方

法についても研究していただきたいと思うんですが。 

  例えば、私が移住したいなと考えている人であれば、一番最初にまずはインタ

ーネットで検索すると思うんですね。インターネットで実際、移住、全国とか支

援制度というようなキーワードで検索してみましたら、一般社団法人移住交流推

進機構ＪＯＩＮというホームページが上のほうに出てまいりました。メーンのタ

イトルは、移住ってよいことあるんだ、知らないと損する全国自治体支援制度８

４９６と書かれていました。全国の中でも目を引く支援制度が掲載されているほ

か、鳥取県をクリックすると鳥取県内の各町村の具体的な支援制度の一覧が載っ

ておりました。しかし智頭町のほか、県内の数カ所の町の掲載はありませんでし

た。そこでＪＯＩＮに問い合わせをすると、これは会員制ということで、本町は

会員になっていないので掲載がなされていなかったようです。 

  ぜひ一度ホームページ、インターネットで移住先を検討する人の立場に立って、

移住定住の支援のＰＲ方法を検討、研究していただきたいと思うのですが、その

ようなお考えはないでしょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  恥ずかしい話ですけども、ＪＯＩＮというのを初めて聞

きました。そういうことでわからないことは研究しなきゃいかんということで、

そのＪＯＩＮとやらを検索しながら研究をしてみたいと思います。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  あくまで、これはＪＯＩＮというのはお知らせであって、

会員になってくださいとかそういうことではないので、いろいろなインターネッ

ト上でのＰＲ方法というのは、どんなものがあるのかなということを研究してい

ただきたいという一例で紹介をさせていただきました。 

  私はこのたびは、移住定住の中の住宅支援に焦点を当てて質問をさせていただ

きましたが、このほか、限界集落への移住であるとか、就労支援など、対象者を

移住者と定住者に分けている制度があります。いま一度内容をご検討いただき、



町民の方が不公平感を感じないような制度にしていただくことを願い、私の質問

を終わらせていただこうと思うのですが、この点についても、住宅支援だけじゃ

なくそのほかの支援制度についての見直し、ご検討というのはしていただけるで

しょうか。 

○議長（酒本敏興）  寺谷町長。 

○町長（寺谷誠一郎）  いいテーマをいただきましたので、早速研究をするとい

うことであります。 

○議長（酒本敏興）  ５番、中野ゆかり議員。 

○５番（中野ゆかり）  これで、私の質問を終わります。 

○議長（酒本敏興）  以上で、中野ゆかり議員の質問を終わります。 

  これで一般質問を終わります。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

 

散 会 午後 ３時３７分 
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１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   寺 坂 英 之 

   書 記   大 藤 翔 太 

 

開 会 午前１０時３０分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（酒本敏興）  ただいまの出席議員は１１名であります。定足数に達して

おりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 



 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、２番、高橋達也議員、

４番、岩本富美男議員を指名します。 

 

日程第２．諸般の報告 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２、諸般の報告を行います。 

  お手元に配布のとおり、議員派遣の結果報告について提出されておりますので

ご報告いたします。 

 

日程第３．議案第１０１号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３、議案第１０１号 平成２８年度智頭町一般会計

補正予算（第５号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１０１号 平成２８年度智頭町一般会計補正予算（第５号）を

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第４．議案第１０２号 



 

○議長（酒本敏興）  日程第４、議案第１０２号 平成２８年度智頭町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１０２号 平成２８年度智頭町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第４号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第５．議案第１０３号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第５、議案第１０３号 平成２８年度智頭町公共下水

道事業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１０３号 平成２８年度智頭町公共下水道事業特別会計補正

予算（第４号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 



  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第６．議案第１０４号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第６、議案第１０４号 平成２８年度智頭町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１０４号 平成２８年度智頭町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２号）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第７．議案第１０５号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第７、議案第１０５号 平成２８年度智頭町介護保険

事業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１０５号 平成２８年度智頭町介護保険事業特別会計補正予

算（第４号）を採決します。 

  お諮りします。 



  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第８．議案第１０６号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第８、議案第１０６号 平成２８年度智頭町水道事業

会計補正予算（第３号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１０６号 平成２８年度智頭町水道事業会計補正予算（第３号）

を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第９．議案第１０７号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第９、議案第１０７号 平成２８年智頭町病院事業会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 



  これから議案第１０７号 平成２８年智頭町病院事業会計補正予算（第２号）

を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０．議案第１０８号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１０、議案第１０８号 教育長の勤務時間及び職務

専念義務の特例に関する条例の制定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１０８号 教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関す

る条例の制定についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１．議案第１０９号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１１、議案第１０９号 智頭町農業委員会の委員及

び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例に制定についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 



（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１０９号 智頭町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進

委員の定数に関する条例に制定についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２．議案第１１０号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１２、議案第１１０号 智頭町税条例等の一部改正

についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１１０号 智頭町税条例等の一部改正についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３．議案第１１１号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１３、議案第１１１号 智頭町国民健康保険税条例

の一部改正についてを議題とします。 



  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１１１号 智頭町国民健康保険税条例の一部改正についてを

採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４．議案第１１２号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１４、議案第１１２号 議会議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例の廃止についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１１２号 議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の廃止についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５．議案第１１３号 



 

○議長（酒本敏興）  日程第１５、議案第１１３号 鳥取県町村職員退職手当組

合の共同処理する事務の変更及び鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更につ

いてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１１３号 鳥取県町村職員退職手当組合の共同処理する事務

の変更及び鳥取県町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６．議案第１１４号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１６、議案第１１４号 鳥取県町村消防災害補償組

合の解散についてを議題とします。 

○議長（酒本敏興）  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１１４号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散についてを採

決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 



○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１７．議案第１１５号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１７、議案第１１５号 鳥取県町村消防災害補償組

合の解散に伴う財産処分についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１１５号 鳥取県町村消防災害補償組合の解散に伴う財産処

分についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１８．議案第１１６号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１８、議案第１１６号 町村等の非常勤職員の公務

災害補償等に関する認定委員会及び審査会の共同設置の廃止についてを議題と

します。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１１６号 町村等の非常勤職員の公務災害補償等に関する認



定委員会及び審査会の共同設置の廃止についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９．議案第１１７号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１９、議案第１１７号 智頭町過疎地域自立促進計

画の変更についてを議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１１７号 智頭町過疎地域自立促進計画の変更についてを採

決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０．議案第１１８号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２０、議案第１１８号 字の区域の変更についてを

議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１１８号 字の区域の変更についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２１．議案第１１９号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２１、議案第１１９号 字の区域の変更についてを

議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１１９号 字の区域の変更についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２２．議案第１２０号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２２、議案第１２０号 字の区域の変更についてを

議題とします。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 



（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終結し、直ちに採決します。 

  これから議案第１２０号 字の区域の変更についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２３．発議第６号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２３、発議第６号 智頭町議会委員会条例の一部改

正についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  １０番、石谷政輝議員。 

○１０番（石谷政輝）  発議第６号、智頭町議会委員会条例の一部改正について。 

  上記の議案を、地方自治法第１０９条第６項及び智頭町議会会議規則第１４条

第３項の規定により提出します。 

  提出者 智頭町議会 議会運営委員長 石谷政輝。 

  改正理由。議員が速やかに委員会に所属し、その責務を果たせるよう、閉会中

の委員の選任について、条例内容を見直し、改正を行う。 

  改正内容。第６条第４項並びに第６項について、閉会中における常任委員、議

会運営委員及び特別委員の指名並びに常任委員の所属委員会の変更は、会議に諮

らずも、議長により指名並びに変更できるものとする。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 



  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で、質疑並びに討論を終結します。 

  これから、発議第６号 智頭町議会委員会条例の一部改正についてを採決しま

す。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第２４．輝くまちづくり調査特別委員会の調査結果について 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２４、輝くまちづくり調査特別委員会の調査結果に

ついてを議題とします。 

  特別委員長より調査報告書が提出されています。 

  輝くまちづくり調査特別委員長の報告を求めます。 

  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  輝くまちづくり調査特別委員会調査報告書。 

  本委員会の調査事件について視察調査を実施したので、委員会規則第７７条の

規定により、下記のとおり報告します。 

 

  １．期日   平成２８年１１月１６日（水）から１８（金）（３日間） 

  ２．調査委員 議員全員 

  ３．調査目的 本町のまちづくりを推進するため、事務事業の調査行う 

  ４．調査地 ①東京都西多摩郡奥多摩町氷川２１５番地６ 「奥多摩町役場」 

        ②栃木県下野市薬師寺３３１１の１ 「自治医科大学」 

        ③東京都千代田区内神田１の１５の１０ 「東京ブランチ」 

  ５．調査内容 ①奥多摩町 移住・定住について 

         ②自治医科大学 地域医療について 



         ③東京ブランチ 現在の取り組み状況 

  ６．調査概要及び感想 

  ①奥多摩町 

  移住・定住対策について、若者定住化対策室の新島和貴室長より、少子化対策

と高齢化への対応と題してその取り組みを伺った。 

  まちの面積は２２５.５３平方キロ、９３.８％が山林である。ここは本町と大

変よく似ている。 

  立地的には東京２３区をはじめとして、多くの市を控えているものの、全国的

に多くの自治体が抱えている問題と同じく、少子・高齢化問題への取り組みを最

重点に置いている。その背景には地方の中小の自治体と同じく急激な人口の減少

がある。 

  昭和５３年の国勢調査をもとにした総人口の推移、その中で全国と比較した指

数の推移、年齢３区分別人口の推移、その割合の推移、自然動態の推移、出生数・

合計特殊出生率の推移、未婚率の推移、社会動態の推移等から著しい人口の減少

が伺える。 

  平成２６年には日本創生会議のシミュレーションが発表され、「消滅する可能

性がある」市区町村に明示された全国８９６自治体の中で、減少率は４３番目、

東京都では１番となった。それらを踏まえ、今までの計画と主な事業を検証する

とともに見直しを行い、現状と問題点を洗い出し、総合計画と連携した奥多摩町

まち・ひと・しごと創生総合戦略「元気づくり計画」を推進している。 

  その中で、将来人口の目標を設定するとともに、さらに年齢３区分別人口の推

移：将来人口（目標）を設定している。 

  元気づくり計画では、「少子化対策の推進」と「定住化対策の推進」を２本の

柱として、各種施策を推進している。「少子化対策の推進」では出会い・暮らし

と子育ち・教育の充実に、「定住化対策の推進」では仕事と住まいの充実に向け

た施策を展開している。 

  特に子育ち・教育の主な施策では、保護者の不安の解消、専門相談員による相

談・支援や、子育て家庭への経済的な負担の軽減、不安を取り除く医療体制の整

備、保育施設などの充実をあげている。中でも子ども・子育て支援事業は、不妊

検査・不妊治療助成事業、入園・入学・進学支援事業、中学生制服等支援事業、

小・中学生の児童・生徒の給食費を全額助成、高校生等の電車・バス等の通学定



期代の全額助成など１５項目からなっており特筆すべきである。 

  さらに、町営若者住宅の建設、定住サポーターによる空き家・空き地情報の収

集や、空き家等活用促進事業交付金制度など多方面での制度や支援が充実してい

うる。このことは少子化対策・人口減少対策において、子育て家庭を対象とした

若者定住対策の重要性を物語っている。 

  ゆえに、若者定住化対策を最重要課題として平成２８年度から「若者定住化対

策室」を設け、重点的に若者の定住化を推進している。「若者定住化対策室」は

室長、係長、担当の３名からなり、出会いの場づくり・子育て・定住・就労、土

地・建物の売買などの総合窓口としての機能を有しており、ワンストップ・サー

ビスを行っている。 

  ②自治医科大学 

  はじめに、原田総務部長より大学の概要説明を受けた後、梶井教授より「自治

医科大学における地域医療の取り組み」と題した講演をいただいた。その後、鳥

取県出身の卒業生等の状況について、高山地域医療推進課長より説明を受けた。 

  教授は講演の中で、地域医療の現状と課題として、まず、地域医療とは住民の

健康問題のみならず、生活の質にも注目しながら、住民一人一人に寄り添って支

援していく医療活動であるとし、死を予防し、延命を図る医療から生命の質を尊

び、高めていく医療へ、臓器、疾病中心の医療から精神面、生活面まで配慮する

医療への転換期であると言われていた。 

  そして、地域医療の充実は地域、時代の必然であり、地域医療を担う医師像と

して、患者個人の医療ニーズ、患者の人生・生活を意識したニーズ、地域社会の

ニーズなどそれぞれに応じてみずからを柔軟に変化させ、それに応えることがで

きる医師としての総合診療医像を語られた。 

  新しい地域医療提供体制の創出に向けて、地域包括ケアの推進と、住民の参加

する地域医療づくりについて、西脇市の事例をあげ、住民の支援活動が医師会を

動かし、市立西脇病院内に休日急患センターができたこと、医師のほうから進ん

で赴任されてきたこと、また、市で独自の地域医療を守る条例を制定したことな

どを伺った。 

  住民が参加する地域医療づくりの大切さと、地域力の向上に必要な三つの要素

として、地域力を向上させる「場」、場を機能させる「仕組み」、地域力の基礎と

なる「人」が大事であることを言われていた。 



  地域医療づくりは、地域（まち）づくりでそのものです。この言葉はとても心

に残るものであった。 

  ③東京ブランチ 

  本町の地域プロデューサーである北山氏より、現在の取り組み状況について説

明を受けた。事務所としてのシェアオフィスは当初想像していたものより実に簡

素なものであった。 

  目標は、智頭町に関心をもつ人や企業を一人でも多く連れていくことであると

のこと。地下のイベントホールは気軽に利用できるとのことであり、定期、不定

期の情報発信やイベントを行い、本町に関心のある人の掘り起こしを行うととも

に、来町につながるよう期待する。 

  以上で、輝くまちづくり調査特別委員会の報告を終わります。 

○議長（酒本敏興）  委員長の報告は終わりました。 

  ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  これをもって輝くまちづくり調査特別委員会の調査を終了します。 

 

日程第２５．閉会中の継続調査の申し出 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２５、閉会中の継続調査の申し出についてを議題と

します。 

  総務常任委員会、民生常任委員会、議会広報常任委員会、議会運営委員会の各

委員長より、閉会中の継続調査の申し出が出されております。 

  お諮りします。 

  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 



日程第２６．議員派遣 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２６、議員派遣の件についてを議題とします。 

  議員派遣の件については、お手元に配布のとおり派遣したいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、議員派遣の件については、お手元に配布のとおり派遣することに決定

しました。 

  以上で、本日の会議は全部終了いたしました。 

  会議を閉じます。 

  平成２８年第４回智頭町議会定例会を閉会します。 

 

閉 会 午前１０時５７分 
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